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１． 目的・概要 

 

第４世代移動通信システム（４Ｇ）と比べてより高度な第５世代移動通信システム（５Ｇ）

は、現在各国で商用サービスが始まりつつあるが、更に超低遅延や多数同時接続といった機

能が強化された５Ｇ（以下、「ポスト５Ｇ」）は、今後、工場や自動車といった多様な産業用

途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待される。 

本事業では、ポスト５Ｇに対応した情報通信システム（以下、「ポスト５Ｇ情報通信システ

ム」）の中核となる技術を開発することで、我が国のポスト５Ｇ情報通信システムの開発・製

造基盤強化及びデジタル社会と脱炭素化の両立の実現を目指す。 

具体的には、ポスト５Ｇ情報通信システムや当該システムで用いられる半導体等の関連技

術を開発するとともに、ポスト５Ｇで必要となる先端的な半導体を将来的に国内で製造でき

る技術を確保するため、先端半導体の製造技術の開発に取り組む。加えて、これらを推進す

る上で重要な人材育成に取り組む。 

 

 

２． 目標 

 

本研究開発事業全体の目標として、以下の通り、アウトプット目標及びアウトカム目標を

定める。なお、研究開発内容に変更が生じた場合には、必要に応じて、本目標を見直す。 

 

＜アウトプット目標＞ 

・中間目標 

テーマごとに設定した最終目標の達成に向けた中間的マイルストーンを達成すること。 

※研究開発項目①のテーマ「（g3）競争力ある生成 AI 基盤モデルの開発(GENIAC)（助

成）」、「（g8）製造業データ等の AI-Ready 化に関する研究開発（GENIAC）（委託） 【Ｇ

Ｘ】」及び「(g9) ロボット基盤モデルの研究開発（GENIAC）（助成）」については、事業期

間が短期間であることから、④人材育成については研究開発自体の項目ではないことから、

中間目標の対象外とする。 

・最終目標 

ポスト５Ｇ情報通信システムを構成する各要素及び、ポスト５Ｇ情報通信システムに必

要となる先端半導体の製造技術や材料技術等について、有識者の意見に基づき開発テーマ

ごとに設定した目標を達成したテーマの割合（※）：８０％以上 

※開発テーマごとに設定した目標を達成したテーマ数／当該時点までに研究開発を完了

したテーマ数（先導研究、人材育成は除く） 

 

＜アウトカム目標＞ 

本事業で開発した技術の実用化率（※）：５０％以上（各採択テーマ終了後概ね 3 年時点） 

※開発した技術が実用化に至ったテーマ数／先導研究及び人材育成以外の採択テーマ数 

 

 

３． 研究開発内容 

 

（１） 研究開発項目 

 

以下①～③の項目について、研究開発を実施する。研究開発項目は、技術動向や市場動

向等を踏まえ、必要に応じて柔軟に追加・変更する。 

また、研究開発項目毎もしくは個々の開発テーマ毎に開発目標を設定し、研究開発の進

捗状況管理の一環として、当該目標の達成状況を国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（ＮＥＤＯ）が評価する。必要な場合には、開発目標の見直しを行う。な

お、【ＧＸ】は、対応する開発テーマの類型が「グリーントランスフォーメーション」（以

下「ＧＸ」）であることを表す。 
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加えて、④の項目で、これらの推進に重要な人材育成を実施する。 

 

① ポスト５Ｇ情報通信システムの開発（委託、助成） 

情報通信ネットワーク全体やそれを構成する各要素（コアネットワーク、伝送路、基地

局、モバイルエッジコンピューティング（ＭＥＣ）、端末）、情報通信システムにおける情

報処理を加速する計算基盤について、以下の技術開発に取り組む。なお、【システム技術開

発】は、対応する開発テーマの類型が「システム技術開発」であることを表す。また、開発

テーマが助成事業である場合は（助成）で表し、（助成）表記がない開発テーマは委託事業

であることを表す。 

 

（a） コアネットワーク 

ポスト５Ｇのコアネットワークには、多様なサービスの要求に対応しつつ、膨大なトラ

フィックを可能な限り省電力かつ低コストで効率的に処理するため、仮想化や計算リソー

ス管理等に関する高度な技術が求められる。また、低遅延や高信頼といった要求に対応す

るため、将来的には、巨大な単一のデータセンタで処理を行う形から、地理的に分散した

複数の計算リソースを活用し、クラウドベースでコアネットワークを実現する形へと形態

が大きく変化する可能性がある。このため、多様なサービスの要求に対応する上で適切な

システム構造とすることに留意しつつ、仮想化や計算リソース管理等に関する高度な技術

を備えるとともに、クラウドベースでも動作が可能なコアネットワークのソフトウェア技

術等を開発する。 

具体的な開発テーマは、以下の通りとする。 

 

（a1）クラウド型コアの高度化技術の開発【システム技術開発】 

＜開発対象＞ 

 ３ＧＰＰの仕様（リリース１５～１７）に準拠し、クラウド基盤上で動作する５Ｇコ

アを実現するソフトウェア技術 

＜開発目標＞ 

 Ｕ－ｐｌａｎｅにおける単位計算リソース当たりのユーザデータの処理性能（※）：

研究開発開始時点で普及している製品（クラウド基盤上での動作を前提としていない

もの）と比較して同等以上 

※例えば、「Ｇｂｐｓ／ＣＰＵコア」で表される処理性能。 

 Ｃ－ｐｌａｎｅにおける単位計算リソース当たりの制御信号の処理性能（※）：研究

開発開始時点で普及している製品（クラウド基盤上での動作を前提としていないもの）

と比較して同等以上 

※例えば、「ＴＰＳ／ＣＰＵコア」で表される処理性能。ＴＰＳは、Ｔｒａｎｓａｃｔ

ｉｏｎ Ｐｅｒ Ｓｅｃｏｎｄを表す。 

 

（a2）クラウド型ネットワーク統合管理・自動最適化技術の開発【システム技術開発】 

＜開発対象＞ 

 情報通信ネットワークの機能がクラウド基盤を利用して提供されることを前提として、

ＯＳＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍ）及びＭＡＮＯ（Ｍａ

ｎａｇｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｏｒｃｈｅｓｔｒａｔｉｏｎ）に、ア

プリケーションの要求に応じたネットワークスライスを無線アクセスネットワーク

（ＲＡＮ：Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏｒｋ）からコアまでエンドツーエ

ンドで生成・管理する機能や、情報通信ネットワークから収集した情報を基にリアル

タイムで品質の監視・劣化予測等を行う機能及び当該予測等に基づきリアルタイムで

計算リソースの最適配置を行う機能等を搭載するためのソフトウェア技術 

※ＯＳＳは、情報通信事業者等による情報通信ネットワークの運用を支援するシステ

ムを表す。 

※ＭＡＮＯは、ＮＦＶ（Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ Ｖｉｒｔｕａｌｉｚ

ａｔｉｏｎ）において、ＮＦＶＩ（ＮＦＶ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）、やＶ
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ＮＦ（Ｖｉｒｔｕａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）、ＯＳＳ等に指示を出

しながら、ネットワークサービスやそれに必要な計算リソースの統合的な管理・制

御を担うシステムを表す。 

※ＮＦＶは、従来は専用装置により提供されていた情報通信ネットワークの機能を汎

用サーバによる仮想化基盤上でソフトウェアとして実現する方式を表す。ＮＦＶＩ

は、物理的な計算リソースを仮想化された計算リソースとして扱うための仮想化基

盤を表す。ＶＮＦは、ＮＦＶＩ上で動作する仮想化された情報通信ネットワークの

機能を表す。 

＜開発目標＞ 

 ５Ｇ情報通信ネットワークの構築及び運用に関する自動化率（※）：研究開発開始時

点の自動化率と比較して３０％以上向上 

※構築及び運用に必要な全作業量（例えば、「工数（人日）」で表される作業量）のう

ち、自動化可能な作業量の割合を表す。 

 

（b） 伝送路 

ポスト５Ｇの伝送路には、データ伝送の遅延を短く保ちつつ、膨大なトラフィックの増

加に対応するため、光伝送装置の大幅な性能向上が求められる。また、機能分割された各

基地局機能間の信号やＭＥＣで処理されたデータなど、容量や経路が異なる光信号を柔軟

に制御する必要がある。加えて、ビル壁面や街路灯へのアンテナ設置やビル間伝送などに

おいて光ファイバ伝送より効率的な無線伝送や、遠隔医療等の産業用途サービスを島しょ

部等の条件不利地域でも展開するために効率的に伝送路を構築する技術が必要となる。 

このため、伝送路上の光信号を高速で電気信号に変換（及びその逆変換）することが可

能な光伝送装置、光伝送装置内においてデジタル信号の高速処理を担うＤＳＰ（デジタル・

シグナル・プロセッサ）、膨大な情報を高速かつ省電力で書込み・読出し可能な不揮発性メ

モリ等に関する技術、ＭＦＨ（Ｍｏｂｉｌｅ Ｆｒｏｎｔ Ｈａｕｌ）や基地局～ＭＥＣ

サーバー間等比較的短距離のイーサネット伝送リンクにおいて利用される超高速光デバイ

ス、大容量固定無線伝送装置、柔軟に経路制御可能な光スイッチ技術、島しょ部等に効率

的にＭＢＨ（Ｍｏｂｉｌｅ Ｂａｃｋ Ｈａｕｌ）回線を整備する技術を開発する。 

具体的な開発テーマは、以下の通りとする。 

 

（b1）光伝送システムの高速化技術の開発【システム技術開発】 

＜開発対象＞ 

 １波長当たり最大伝送速度１Ｔｂｐｓ以上の光伝送装置を実現する技術（当該装置を

実現するためのデバイス・ソフトウェア等を含む） 

 伝送路運用（伝送品質、伝送リソース、消費電力 等）の自動最適化技術 

＜開発目標＞ 

 光伝送装置における１ポート（１Ｔｂｐｓ以上）の消費電力性能：１２０ｍＷ／Ｇｂ

ｐｓ以下 

 

（b2）光伝送用ＤＳＰの高速化技術の開発 

＜開発対象＞ 

 デジタルコヒーレント光伝送で用いる最大伝送速度１Ｔｂｐｓ以上のＤＳＰを実現す

る技術 

＜開発目標＞ 

 ＤＳＰの消費電力性能（Ｗ／ｂｐｓ）：研究開発開始時点で普及している製品と比較し

て１／５以下 

 

（b3）微細化の進展に対応した高速不揮発性メモリ技術の開発 

＜開発対象＞ 

 ５ｎｍ以降のロジック半導体製造プロセスに対応した不揮発性メモリアレイを実現す

る技術（当該メモリアレイを実現するための素子を含む） 
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※当該メモリアレイを用いることにより実現可能な新たな光伝送技術についても、 

必要に応じて、開発対象に含めることが可能。 

＜開発目標＞ 

 メモリアレイの１ビット当たり書き込み時間：１０ｎｓ以下 

 メモリアレイの１ビット当たり書き込みエネルギー：１ｆＪ以下 

 メモリアレイの書き換え可能回数：１０１５回以上 

 

（b4）固定無線伝送システム大容量化技術の開発【システム技術開発】 

＜開発対象＞ 

 最大伝送速度２５Ｇｂｐｓ以上のミリ波帯固定無線伝送装置を実現する技術（当該装

置を実現するためのデバイス・ソフトウェア等を含む） 

＜開発目標＞ 

 伝送速度：２５Ｇｂｐｓ以上 

 送信パワー：１０ｄＢｍ以上（２５Ｇｂｐｓ伝送時に達成すること） 

 

（b5）バス型伝送高度化技術の開発【システム技術開発】  

＜開発対象＞ 

 ケーブル分岐機能を備えたバス型伝送トポロジにより島しょ部等において効率的に伝

送路（基地局～モバイルコア区間のＭＢＨ）を構築する技術 

 給電装置をブランチ部に設置しないバス型伝送システムにおいて、ブランチケーブル

長を延伸する技術 

 トランクからブランチへの給電電力の高出力化を実現する技術 

※トランクとはバス型伝送路において共有区間となる幹線部分を指す。 

※ブランチとはトランクからケーブル分岐機能により枝分かれする支線部分を指す。 

＜開発目標＞ 

 トランクからブランチへの給電電力：４００Ｗ以上 

 ブランチ区間長：２００ｋｍ以上 

 光中継装置の消費電力：研究開発開始時の普及品に対し２０％減 

 

（b6）超高速光リンク技術の開発 

＜開発対象＞ 

 超高速イーサネット用光デバイスを実現する技術 

＜開発目標＞ 

 変調方式：強度変調 

 伝送速度：２００Ｇｂｐｓ／波長以上  

 ＯＮ／ＯＦＦ比：５ｄＢ以上 

 伝送距離：１ｋｍ以上  

 

（b7）光スイッチ高度化技術の開発 

＜開発対象＞ 

 フレックスグリッド用光スイッチの光学特性向上、入出力ポート数拡大を実現する技

術 

＜開発目標＞ 

 挿入損失：８ｄＢ以下 

 周波数分解能：６．２５ＧＨｚ以下 

 スイッチ規模：１ｘＮ型で１ｘ２０が４並列以上、ＭｘＮ型で８ｘ１６以上 

※ＭｘＮ型はＭが入力ポート数、Ｎが出力ポート数を表す。１ｘＮ型、ＭｘＮ型の目

標値をそれぞれ実現すること。 

 消費電力：研究開発開始時点の普及品に対しポート当たり５０％以上削減  

 

（c） 基地局 
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ポスト５Ｇの基地局には、広帯域である高周波数帯の無線リソースを有効利用するため、

多数の端末との同時接続を実現する高度なビーム制御が求められるとともに、利用周波数

帯が上がるにつれアンテナ間隔が狭まるため放熱効率の向上が求められる。また、基地局

内で膨大な信号を低遅延で処理するため、基地局内部においても高い伝送速度を確保する

ことが求められる。加えて、遠方まで届きにくい高周波数帯の電波の利用により基地局の

設置数が増加するため、基地局の無線ユニットやそこで用いられる高周波デバイス等の高

出力化・小型化による省電力化、またソフトウェア化の進展によるコスト低減等が求めら

れる。 

このため、高度なビーム制御機能を備え、省電力性能等に優れた基地局、基地局のソフ

トウェア化、基地局に搭載される高出力・小型の高周波デバイスや基地局内部の光配線化

等に関する技術、高効率アンプ一体型アレイアンテナ実装技術を開発する。 

また、近年、基地局を構成する装置間の接続インターフェイスをオープンにすることに

より、複数のベンダーの装置で基地局を構成し、調達の多様化を実現するための取組（Ｏ

－ＲＡＮ）が進められており、基地局を構成する一部装置やインテグレーション技術で競

争力を有する日本のベンダー・オペレーターが世界シェアを獲得する千載一遇の機会であ

るが、実際に多様なベンダーの多様な装置間での相互接続性を確保する上では、検証に必

要なプロセスやツールが整備されていない等、技術的なハードルが存在している。このた

め、装置間の相互接続性の評価・検証等を行うための技術を開発する。加えて、Ｏ－ＲＡ

Ｎの国際的な普及拡大にあたっては、各国・オペレーター毎の周波数や利用する通信方式、

現地オペレーターが保有する伝送路やコアネットワークとの接続等を考慮した莫大な数の

インテグレーション・品質保証が必要となる。そこで、Ｏ－ＲＡＮインテグレーションを

抜本的に簡易化する技術を開発する。また、基地局をオペレーター間で共有することによ

って抜本的な効率化を図る基地局シェアリングが一部の国では必須となっているため、Ｏ

－ＲＡＮ基地局のシェアリングを可能とする技術を開発する。 

さらに基地局において、今後通信データ量の増大に伴い、消費電力の削減が求められて

いる。Ｏ－ＲＡＮ対応の基地局の優位性を高めるため、Ｏ－ＲＡＮ対応の基地局に対して

徹底的な省エネ化のための技術を開発する。併せてローカル５Gの普及拡大を図るため、ロ

ーカル５G 基地局における省エネ化及び可搬性能向上を目的とした自立ネットワーク稼働

が可能なオールインワン構成を達成する技術を開発する。加えて、ポスト５Ｇで実現が期

待されるスマート工場や自動運転等の産業用途サービスでは、高い信頼性や用途に応じた

通信品質の保証が必要になる。そこで、ＲＡＮの安定動作やアプリケーション要求に応じ

た品質制御に資する技術を開発する。 

具体的な開発テーマは、以下の通りとする。 

 

（c1）仮想化基地局制御部の高性能化技術の開発【システム技術開発】 

＜開発対象＞ 

 ３ＧＰＰの仕様（リリース１５～１７）に準拠し、ネットワークスライシングに対応

した５Ｇ基地局制御部を汎用ハードウェア上で実現するソフトウェア技術 

※５Ｇ基地局制御部は、「ＣＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｕｎｉｔ）及びＤＵ（Ｄｉｓｔｒｉ

ｂｕｔｅｄ Ｕｎｉｔ）」を表す。 

＜開発目標＞ 

 ５Ｇ基地局制御部に関する単位伝送速度当たりのＣＡＰＥＸ（設備投資コスト）及び

ＯＰＥＸ（運用コスト）（円／ｂｐｓ）：研究開発開始時点で普及している製品（専用

ハードウェアで機能を実現するもの）と比較して３０％以上削減 

 多数同時接続もしくは超低遅延の実現に寄与する５Ｇ基地局制御部の中核技術に関す

る性能：研究開発開始時点で普及している製品（専用ハードウェアで機能を実現する

もの）と比較して３倍以上（※） 

※例えば、「５Ｇ基地局への端末の同時接続数：研究開発開始時点で普及している製品

（専用ハードウェアで機能を実現するもの）と比較して３倍」といった形で設定。 

 

（c2）基地局無線部の高性能化技術の開発【システム技術開発】 



7 

＜開発対象＞ 

 ３ＧＰＰの仕様（リリース１５～１７）に準拠し、ビームフォーミング機能を備えた

５Ｇ基地局無線部を実現する技術（当該装置を実現するためのデバイス・ソフトウェ

ア等を含む） 

※５Ｇ基地局無線部は、ＲＡＮの機能を低いレイヤ（Ｌｏｗｅｒ Ｌａｙｅｒ）で分

割する場合には「ＲＵ（Ｒａｄｉｏ Ｕｎｉｔ）」、高いレイヤ（Ｈｉｇｈｅｒ Ｌ

ａｙｅｒ）で分割する場合には「ＲＵ及びＤＵ」を表す。 

＜開発目標＞ 

 ５Ｇ基地局無線部の単位システム容量当たり装置サイズ（ｍ３／（ｂｐｓ／Ｈｚ／ｋｍ
２））及び消費電力（Ｗ／（ｂｐｓ／Ｈｚ／ｋｍ２））： 

（Ａ）研究開発開始時点で普及している製品と比較して装置サイズ１／２以下かつ消

費電力同等以下 

又は 

（Ｂ）研究開発開始時点で普及している製品と比較して装置サイズ同等以下かつ消費

電力７０％以下 

※システム容量は、単位面積当たり・単位周波数帯域当たりの伝送速度（ｂｐｓ／Ｈ

ｚ／ｋｍ２）を表す。 

 多数同時接続もしくは超低遅延の実現に寄与する５Ｇ基地局無線部の中核技術に関す

る性能：研究開発終了時点で想定される世界最高水準の性能（※） 

※例えば、「５Ｇ基地局への端末の同時接続数：Ｘ台／ｋｍ２」といった形で設定。 

 

（c3）基地局装置間の相互接続性等の評価・検証技術の開発 

＜開発対象＞ 

 Ｏ－ＲＡＮのインターフェイス仕様に準拠した装置について、異なるベンダーの装置

間の相互接続性及び当該接続が情報通信ネットワーク全体に与える影響を評価・検証

するための技術（評価・検証等に必要なプロセス、ツール、ソフトウェア等を含む） 

 当該技術を開発するための評価・検証環境の設置 

※複数のベンダーの装置で基地局を構成する取組を、国際的に普及させる観点から、

当該評価・検証環境は、原則として海外に設置し、海外のユーザーのニーズを取り

込みながら開発を実施する。 

＜開発目標＞ 

 海外における評価・検証環境の設置件数：１件以上 

 開発した技術を用いて相互接続性等の評価・検証を行った装置の組み合せ：１０通り

以上 

 

（c4）高周波デバイスの高出力・小型化技術の開発 

＜開発対象＞ 

 高出力の基地局向け高周波ＧａＮデバイスの製造に用いる基板の結晶成長技術 

 当該技術を用いて製造する基地局向け高周波ＧａＮデバイス（Ｓｕｂ－６ＧＨｚ帯向

けデバイス及びミリ波帯（２８ＧＨｚ以上）向けデバイス）を実現する技術 

※当該デバイスを利用した増幅器や、基地局への当該増幅器の搭載を効率化する上で

有効なモジュール化技術等についても、必要に応じて、開発対象に含めることが可

能。 

＜開発目標＞ 

 Ｓｕｂ－６ＧＨｚ帯向け高周波ＧａＮデバイスの出力電力密度：２５Ｗ／ｍｍ以上 

 ミリ波帯向け高周波ＧａＮデバイスの出力電力密度：１２Ｗ／ｍｍ以上 

 

 ■継続研究開発（助成） 

 ＜開発対象＞ 

 c4 で開発した結晶及び素子の信頼性向上に向けた、結晶の高抵抗化技術及び絶縁膜

物性に立脚した素子作製技術 
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 c4 で開発したＧａＮデバイスの広帯域増幅器を実現する技術 

 高周波に対応した集積回路の積層化等に伴うピーク温度低減のための放熱技術 

 ＜開発目標＞ 

 Ｖｐ変動量（Ｖｐ:閾値電圧）      : ２０％以内 

 帯域幅（Ｓｕｂ－６ＧＨｚ)          : ４００ＭＨｚ以上 

 熱抵抗値                                             : ５．３℃/W 以下 

 

（c5）高温動作可能な光接続技術の開発 

＜開発対象＞ 

 基地局（ＲＵ）のアレイアンテナシステム内に搭載可能なシリコンフォトニクス光ト

ランシーバを実現する技術 

 当該トランシーバをＲＵのアレイアンテナシステム内に搭載し、アレイアンテナとそ

の制御回路等を光配線により接続するための実装技術（実装に必要なモジュール化を

含む） 

※アレイアンテナシステムとは、アンテナアレイとその制御回路等から成るシステム

を表す。 

＜開発目標＞ 

 光トランシーバの消費電力性能：４ｍＷ／Ｇｂｐｓ以下 

 光トランシーバの最大伝送速度：１Ｔｂｐｓ／ｃｍ２以上 

 光トランシーバが正常動作可能な環境温度：１００℃以上 

 

（c6）高周波帯アンプ一体型アレイアンテナ実装技術の開発 

＜開発対象＞ 

 ミリ波帯（４０ＧＨｚ以上）で動作しビーム制御が可能なアンプ一体型アレイアンテ

ナモジュールにおいて、高い放熱効率を実現する実装技術の開発 

 スモールセルやインドア用途を想定した高効率なアンプを実現する技術の開発 

＜開発目標＞ 

 アレイアンテナ素子数：４ｘ４以上 

 熱源（アンプ）からヒートシンクまでの熱抵抗：１．０Ｋ／Ｗ以下  

 出力パワー：５ｍｗ／アンテナ素子以上（４０～５０ＧＨｚの場合） 

※出力パワーは、他の周波数帯の場合はスモールセル・インドア用途で必要と認めら

れる値を設定するものとする 

 

（c7）ＲＡＮ制御高度化技術の開発【システム技術開発】 

＜開発対象＞ 

 Ｏ―ＲＡＮ標準のＲＩＣ（ＲＡＮ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｔ Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ）

により産業用途アプリケーションに応じたＲＡＮ制御を実現する技術 

＜開発目標＞ 

 Ｎｏｎ―ＲＴ ＲＩＣのｒＡｐｐ機能もしくはＮｅａｒ－ＲＴ ＲＩＣのｘＡｐｐ機

能のいずれか、あるいは両方を用いた、産業アプリケーションに応じたＲＡＮ制御の

有効性検証：合計２件以上 

※有効性検証として、例えばアプリケーションに応じた制御モデル構築と動作検証、

アプリケーションに応じたＲＡＮ制御とＱｏＥ（Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｅｘｐｅ

ｒｉｅｎｃｅ）の関係明確化等、産業用途のＲＩＣ活用・製品競争力向上に資する

と認められるものを実施する。 

※有効性検証において少なくとも１件は対象とするアプリケーションで必要な実機を

用いたものとする。 

 開発したｒＡｐｐまたはｘＡｐｐまたはその両方が動作するＲＩＣと、Ｏ－ＲＡＮのイ

ンターフェイス仕様に準拠した基地局装置との相互接続性の評価／検証：異なるベンダ

ーの基地局装置を用いて２通り以上 

※評価／検証のうち１通りは自社開発の基地局装置を含めることが可能。また、自社
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開発品ではない基地局装置を用いた検証が困難な場合は、Ｏ－ＲＡＮ準拠製品を模

擬できることが確認されたシミュレータや試験装置等を用いてもよい。 

 

（c8）Ｏ―ＲＡＮインテグレーション基盤技術の開発（助成） 

＜開発対象＞ 

 様々な周波数帯、無線・有線区間の通信方式、ハードウェアやソフトウェア等の莫大

な組み合わせに対し代表的なパターンとして多くの国・オペレーターで共通利用可能

なＯ―ＲＡＮ基地局インテグレーションパターンのモデル化技術、および各モデルで

共通に利用可能なソフトウェアの開発 

 Ｏ―ＲＡＮ基地局を構成する個々のコンポーネント、および端末～Ｏ―ＲＡＮ基地局

～コアネットワーク～検証サーバー間のエンドツーエンドでの接続検証、解析、改修

や品質保証等に関わる検証作業を自動化する技術 

＜開発目標＞ 

 ＰｏＣモデル作成数：３以上 

※グローバル展開において十分な数のオペレーターに適用可能と認められるモデルを

作成するものとする。 

 作成したモデル間でのソフトウェア共用割合：７０％以上 

※ソフトウェアスタックの共通化やソースコードの流用度等、ソフトウェアの共用と

してインテグレーションの効率化に資すると認められるものを設定するものとする。 

 検証業務の自動化率：５０％以上 

※作成したＰｏＣモデルおよび共通ソフトウェアを用いるものとする。また、自動化

技術の検証に必要な設備等の構築を含んでもよい。 

 作成したＰｏＣモデルの実環境での検証：３件以上 

※都市部・ルーラルといった地域特性や、伝送路やコアネットワーク等のオペレータ

ー設備との接続を考慮した実環境でのデータ取得、および、Ｏ―ＲＡＮを国際的に

普及させる観点から、原則として適切な環境を有する海外オペレーターと協力して

検証を行うこととし、候補となる海外オペレーターを提案に含むものとする。 

 

（c9）Ｏ―ＲＡＮ基地局シェアリング技術の開発（助成） 

＜開発対象＞ 

 Ｏ－ＲＡＮ基地局無線部を複数のオペレーターで共有（シェアリング）する構成にお

いて、オペレーターごとに必要な処理能力や周波数等を割り当てる技術 

 シェアリングしたＯ―ＲＡＮ基地局を保守・監視する技術 

＜開発目標＞ 

 Ｏ－ＲＡＮ基地局無線部の処理能力や周波数等をオペレーターごとに柔軟に割り当て

可能とする機能を具備すること 

※例えば、オペレーターが利用する周波数と周波数帯域幅の組み合わせを、複数オペ

レーター分収容可能とする機能等、基地局無線部のシェアリングで必要と考えられ

る機能を開発目標として設定。 

 ２以上のベンダーの基地局無線部、および２以上のベンダーの基地局制御部を用いた

マルチベンダー接続により構成したＯ－ＲＡＮ基地局において、２以上のオペレータ

ーを収容可能とすること 

 基地局シェアリング時に保守・監視可能なオペレーター数：２以上 

※保守・監視項目は基地局シェアリングの運用にあたって必要と考えられるものを設

定するものとする 

 実環境での検証：２件以上 

※都市部・ルーラルといった地域特性や、伝送路やコアネットワーク等のオペレータ

ー設備との接続を考慮した実環境でのデータ取得、および、Ｏ―ＲＡＮを国際的に

普及させる観点から、原則として適切な環境を有する海外オペレーターと協力して

検証を行うこととし、候補となる海外オペレーターを提案に含むものとする。 

※実環境での検証のそれぞれについて、１以上は実在のオペレーターを収容するもの
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とし、他の１以上のオペレーター相当として測定器等を用いて複数オペレーターで

の基地局シェアリングを模擬してもよいものとする。 

 

（c10）Ｏ－ＲＡＮ基地局の省エネ化技術の開発（助成） 

＜開発対象＞ 

 Ｏ－ＲＡＮ基地局のＲＵ及びＤＵ／ＣＵの各パートにおける省エネ化のための技術 

※例として、ＲＵにおける最適 Sleep 制御など 

＜開発目標＞ 

 省エネ目標：基地局１サイトあたり１５ＭＷｈ／年以下かつ、研究開発開始時点で普

及している製品に比べて５０％以上の消費電力削減 

※１サイトの定義として、５Ｇ基地局の無線部と制御部を含む 

 

（c11）ユーザ品質と省エネの両立を目指した最適通信制御装置の開発（助成） 

＜開発対象＞ 

 基地局以外の場所（伝送路、コアネットワークなど）から得られるデータを用いて基

地局の消費電力を削減するための技術 

＜開発目標＞ 

 省エネ目標：研究開発終了時点で基地局１サイトあたり５ＭＷｈ／年以上の削減かつ、

本開発システム導入直前の基地局の消費電力に対して 10％以上の削減 

 ユーザ品質保証目標：端末～サーバー間のエンドツーエンドで５０ミリ秒遅延以下か

つ、パケットロス目標 1％以下 

※トラヒックの効率的な制御に対する評価が必要になるため、実際に利用が想定され

るＭＮＯ又はＭＶＮＯとの合同評価を実施すること 

 

（c12）ローカル５Ｇ基地局の省エネ化及び可搬性向上に向けた開発（助成） 

＜開発対象＞ 

 超小型・超軽量・超低消費電力のローカル５Ｇ基地局を開発 

 ＲＡＮ、５Ｇコア、ＭＥＣ等が一体型となった、自立ネットワーク稼働が可能なオー

ルインワン構成のローカル５Ｇ基地局を開発 

＜開発目標＞ 

 省エネ目標：ローカル５Ｇ基地局の消費電力７０Ｗ以下 

 稼働時間目標：外部電源が得られない状況下においても連続４時間以上稼働 

 可搬性能：人力で容易に持ち運び可能な一体型ローカル５Ｇ基地局 

※形状／重量など考慮の上、可搬性能の検証を行うこと 

 

 

（d） ＭＥＣ 

ポスト５Ｇネットワークの低遅延性・多数同時接続とＩｏＴ、ＡＩ等の活用により多様

な産業活動や国民生活のスマート化が期待されている。また、エッジの端末やセンサーで

生み出される大量なデータの蓄積や解析の高度化、ＡＩ学習の高性能化の進展が予想され

ている。しかし、全てのデータをデータセンタ等のクラウドサーバーに送信し、解析、Ａ

Ｉ学習等をした場合、情報伝送に大量エネルギーとコストがかかり、ネットワーク負荷も

多大になるとともに、ポスト５Ｇの特徴である低遅延性の実現が困難となる。このため、

これまでのデータ集約・処理型のクラウドサーバーに加えて、基地局制御部や５Ｇコアネ

ットワークの設置場所等、よりユーザーに近いエリアでのデータ処理を可能とするＭＥＣ

サーバーの普及が求められる。また、低遅延ネットワークを実現するためには、ＭＥＣ、

ネットワーク構成機器、ＭＥＣと情報通信するエッジデバイス自体の高性能化も求められ

る。これらＭＥＣサーバーやネットワーク機器、エッジデバイスのコンピューティング性

能を決定づける重要な役割を担っているのが、大規模・高性能・低消費電力な先端ロジッ

ク半導体や、広帯域化で低遅延な大容量メモリモジュールである。 

そこで、ＭＥＣを用いた低遅延処理の実現に向けて、最先端のプロセスノードを適用し
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た大規模先端ロジック半導体の設計技術を開発するとともに、大容量・広帯域なメモリシ

ステムを開発する。 

 

（d1）ＭＥＣ向け大規模先端ロジックチップ設計技術の開発 

＜開発対象＞ 

 先端ロジック世代（3nm ノード以降※）のＡＩ処理可能なＳｏＣ設計技術、スケーラ

ブルなマルチチップシステム（２．５次元・３次元実装、チップレットパッケージ等の

SiP(System in package)モジュール）を実現するための設計技術、システムアーキテク

チャ技術、テスティング手法を含むその他の関連する設計環境の開発。 

※IEEEの IRDS（International Roadmap for Devices and SystemsTM）2020中の「Logic 

industry “Node Range” labeling (nm)」における「3」以降を意味する。 

＜開発目標＞ 

 チップレット※1間インタフェース性能（FOM※2）：3(Tbps/mm)/(pj/bit)以上 

 SiPモジュール間の帯域：400Gbps以上 

 AI処理性能（チップレット単体）：20TOPS/W以上 

 AI処理性能（SiPモジュール）：300TOPS 以上 

※１ SiP内の単体チップを意味する。 

※２ Figure of Meritの略。１ビットのデータ伝送に必要なエネルギー(pJ/bit)で

規格化した 1mm当たりのデータ伝送量(Tbps/mm)。FOM値が大きいほど高効率なシス

テムを意味する。 

 

（d2）ＭＥＣサーバー向け広帯域・大容量メモリモジュール設計技術の開発 

＜開発対象＞ 

 ビッグデータ処理向けの低消費電力かつ広帯域、大容量なメモリモジュールの設計

技術 

＜開発目標＞ 

 メモリモジュールの消費電力：４０Ｗ以下 

 メモリモジュールの容量：２ＴＢ以上 

 メモリモジュールの帯域：６４ＧＢ／ｓ以上 

 

（e） 端末 

ポスト５Ｇ情報通信システムにおいては、スマート工場や自動運転など用途に応じた多

種多様な端末開発が行われることが想定されるため、さまざまな端末に汎用的に利用可能

な端末通信チップ・モジュール等を開発する。 

また、ポスト５Ｇネットワークの超低遅延性・多数同時接続と IoT、AI等の活用により、

生成・処理されるデータ量が爆発的に増大することが予測されており、これまでのデータ

集約・処理型のクラウドサーバーに加えて、端末でデータ処理を行うエッジコンピューテ

ィング技術が必要となる。一方、端末では利用可能な電力量が制限されるため、低消費電

力での AI処理が求められる。そこで、端末での効率的なデータ処理を実現するコンピュー

ティング技術の研究開発を行う。 

加えて、ポスト５Ｇ情報通信システム活用のキラーユースケース端末として期待される

ロボットに関して、その導入分野を拡大するためには、ソフトウェア起点で多様なロボッ

トシステムを創出することが重要である。多様な開発者の参入を促しつつも産業応用が可

能なソフトウェア品質等を担保できるオープンな開発環境を構築する。 

さらに、高速大容量・超低遅延性・多数同時接続といった特性を有するポスト５Ｇ情報

通信システムをローカル５Ｇで利用することにより、様々な産業で安定した通信環境の整

備や、業務効率化等によるシステムの省エネ化が期待される。一方で、ローカル５Ｇ情報

通信システムの更なる普及促進に向けては、投資対効果の高いユースケースの創出が依然

として課題となっており、省エネ・収益性の両面において優れたユースケースの開拓が求

められている。こうした背景を踏まえ、ポスト５Ｇ情報通信システムの更なる普及を目指

し、産業での省エネ効果・投資対効果のあるローカル５Ｇのユースケースを開発する。 
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（e1）端末通信機能構成技術の開発 

＜開発対象＞ 

 ３ＧＰＰの仕様（リリース１５～１７）に準拠し、超低遅延通信を実現する通信機能

部を構成する技術 

 通信設定を柔軟に変更し様々な用途／端末に対応可能な通信制御技術 

＜開発目標＞ 

 超低遅延の実現に寄与する５Ｇ端末通信機能部の中核技術に関する性能：研究開発終

了時点で想定される世界最高水準の性能 

※例えば、「端末内処理遅延：Ⅹｍｓｅｃ以下」といった形で設定。 

 通信設定をユーザーが変更できる機能を具備すること 

※変更可能な通信設定とは、例えば大容量通信モードと超低遅延通信モードの切り替

え、上下の帯域割り当て比率等、産業用途で必要と考えられるものを開発目標とし

て設定。 

 開発した端末通信機能を備えた通信チップ・モジュールと、基地局装置との相互接続

性の評価／検証：異なるベンダーの基地局装置を用いて２通り以上 

※相互接続性の評価／検証は少なくとも１通りはローカル５Ｇ基地局を用いての実施

を必須とする。評価／検証のうち１通りは、接続性評価／検証に必要な機能を備え

たシミュレータや試験装置等を用いてもよい。 

 

（e2）端末向け低消費電力コンピューティング技術の開発 

＜開発対象＞ 

 端末での AI処理を想定した低消費電力コンピューティング技術※1※2 

※1 半導体関連技術を利用した低消費電力化技術であること。また、AIチップ単独の

研究開発による低消費電力化の技術は対象外とする。 

※2 ロジック及びメモリ等を搭載したモジュールを試作し、動作実証をすること。 

＜開発目標＞ 

 端末での AI 処理※1 における、従来技術※2 と比較した消費電力の削減※3 割合：50％以

上 

※1 実施者が提案時に端末での AI 処理のユースケースを設定し、複数のモデルで検

証すること。 

※2 研究開発開始時点で普及している技術。 

※3 半導体の微細化等による削減は除く。 

 

（e3）ロボティクス分野におけるソフトウェア開発基盤構築（委託、助成） 

ロボットは、ポスト５Ｇ情報通信システム活用のキラーユースケース端末として期待さ

れるところ、現状において導入分野や用途が限定的である。導入が進んでいない産業分野

においては、既に導入が進んでいる自動車や電機製造と比べて、多品種少量生産やロボッ

ト周辺の環境が不安定といった、ロボット化の難易度が高いケースが多い。また、操作者

のロボット活用に係る熟練度も踏まえると、円滑にロボットを運用できるまでに相当の期

間を要する点等の課題もある。こうした中で、ロボットの導入を拡大し、新市場を加速的

に創出していく上では、ソフトウェア起点で多様なロボットシステムを創出することが重

要となる。従来型のロボットシステムにおいては、システムの信頼性は高いものの、ソフ

トウェアのプログラミング言語が各々のハードウェア毎に異なる等、新規の開発者が参入

しづらく、汎用性や拡張性が求められる産業分野に対応できるロボットシステムが生まれ

にくい環境にある。 

本開発テーマでは、ロボティクス分野において、スタートアップ等の多様な開発者の参

入を促し、多彩なロボットシステムを創出することを可能とするソフトウェア開発基盤の

構築に取り組む。具体的には、オープンかつ共通言語でのソフトウェアを活用しつつ、産

業用途で活用可能なソフトウェア品質であることを検証・スクリーニング機能により担保
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する基盤技術を開発するとともに、それら技術をソフトウェアやハードウェアの流通基盤

に統合することで、ロボティクス分野におけるソフトウェア開発基盤を実装させる。これ

により、人手不足解消や生産性向上に資するとともに、ポスト５Ｇ情報通信システムの活

用拡大を通じたデジタル社会の実現につなげる。本事業で開発する基盤技術は、ロボティ

クス分野における多様なプレイヤーが共通することでその価値を最大限に創出することが

できる公共財的な性質を持つため、委託事業として実施する必要がある。 

以下、（e3-1）～（e3-3）の実施においては、事業者の合議体を設置し、経済産業省や NEDO

等も含めて議論した上で（e3）全体の開発方針を決定し、各開発テーマが密に連携しなが

ら取り組むこととする。なお、ソフトウェア開発基盤のミドルウェアとして、Robot 

Operating System 2（ROS2）の活用を推奨する。 

 

（e3-1）ソフトウェア等検証基盤技術の開発（委託） 

＜開発対象＞ 

 ミドルウェア及びモジュール化されたソフトウェア・ハードウェアを活用したロボッ

トシステムの基本アーキテクチャ※1 及び当該アーキテクチャを前提とした際のソフト

ウェア品質を自動的に検証・スクリーニングするエコシステム※2 の全体設計に係る技

術 

※1 モジュール間インターフェースやユーザーインターフェースの設計等を含む。ま

た、ロボット向けのＡＩ技術との親和性も考慮した設計とすることに加えて、大容量・

低遅延・多接続通信を必要とする際の端末間連携（ローカル５Ｇの活用等）を念頭と

した設計とする（これらの技術を前提とした際の課題や解決アプローチの提案を含む）

こと。 

※2 ロボットソフトウェア流通基盤への統合のあり方を含む。 

 オープンソース活用も念頭においたソフトウェアモジュール及びそれらを組み合わせ

たサブシステムにおける品質・セキュリティ・安全性・ライセンス管理の自動検証・

スクリーニングを可能とする技術 

※検証・スクリーニングの指針となる基準の開発を含む。また、開発過程においては、

特定のユースケース（具体的なユーザーニーズがあり、同一業界内または業界横断で

波及効果が期待されるもの）を念頭に置いた上で検証・スクリーニングの基準となる

レファレンスモジュールやレファレンスサブシステム（以下、レファレンスシステム

と言う）を開発することとする。当該レファレンスシステムは、（e3-2）で開発するロ

ボットソフトウェア流通基盤に提供する。 

 ソフトウェアモジュールの開発の促進、システムインテグレーション及びシステムオ

ペレーションの効率化に資するための各種ツール（開発支援ツール、品質管理ツール、

運用支援ツール）に係る以下の技術 

・モジュールやサブシステムを用いてシステムインテグレーションを効率化する技術 

・日々変化する環境下においてロボットシステム（特に移動系ロボットシステム）同

士またはロボットシステムと工程管理システム等との通信を安定化する技術 

・ロボットシステムの遠隔操作や遠隔保守、ソフトウェアの自動アップデートを可能

にする技術 等 

＜開発目標＞ 

 開発したソフトウェア等検証基盤技術や各種ツール等に関して、現行の一般的なロボ

ット開発工程に比して効率性が十分に向上することを検証 

※提案者にて、「現行比で N％以上の効率性向上を達成できる」といった指標や目標値

を提案時に設定すること。 

＜応募条件＞ 

 開発成果について、ロボットシステムインテグレーター等が広く参照・活用すること

ができるドキュメントを用意すること。 

 オープンソースソフトウェアのコミュニティとの連携を行うことができる体制である

こと。 

 可能な範囲でオープンイノベーションを推進するとともに、成果報告会やワークショ
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ップの開催等を行うこと。 

 開発したソフトウェア・ツール等について、事業終了後 5 年間は保守サポートできる

体制であること。 

 

（e3-2）ロボットソフトウェア流通基盤技術の開発（委託） 

＜開発対象＞ 

 ロボットソフトウェア流通基盤の課金手法・製品評価基準・公開基準に係る技術 

 （e3-1）で開発したソフトウェア等検証基盤技術や各種ツール等のロボットソフトウ

ェア流通基盤への統合に係る技術 

＜開発目標＞ 

 開発したロボットソフトウェア流通基盤技術が国際的に比較して十分な優位性を有す

ることを検証 

※提案者にて、「現行比で N％以上の性能を達成できる」といった指標や目標値を提案

時に設定すること。 

＜応募条件＞ 

 （e3-1）で開発したロボットソフトウェア流通基盤への統合のあり方を含むエコシス

テムの全体設計に準拠すること。 

 オープンソースソフトウェアのコミュニティとの連携を行うことができる体制である

こと。 

 可能な範囲でオープンイノベーションを推進するとともに、成果報告会やワークショ

ップの開催等を行うこと。 

 開発したソフトウェア・ツール等について、事業終了後 5 年間は保守サポートできる

体制であること。 

 事業成果の最大化のため、必要に応じ、本事業で構築するソフトウェア開発基盤はユ

ーザー企業等にも利用してもらい、そのフィードバックを得て更なる改善を行うこと。 

 

（e3-3）ロボットソフトウェア流通基盤技術の開発（助成） 

＜開発対象＞ 

 （e3-2）で開発したロボットソフトウェア流通基盤の実証 

＜開発目標＞ 

 本流通基盤が、技術的・経済的に有効であることを検証 

※技術的・経済的な有効性を検証する上でのユースケース数やユーザー数といった目

標値を提案時に示すこと。 

＜応募条件＞ 

 （e3-1）で開発したロボットソフトウェア流通基盤への統合のあり方を含むエコシス

テムの全体設計に準拠すること。 

 オープンソースソフトウェアのコミュニティとの連携を行うことができる体制である

こと。 

 可能な範囲でオープンイノベーションを推進するとともに、成果報告会やワークショ

ップの開催等を行うこと。 

 開発したソフトウェア・ツール等について、事業終了後 5 年間は保守サポートできる

体制であること。 

 事業成果の最大化のため、必要に応じ、本事業で構築するソフトウェア開発基盤はユ

ーザー企業等にも利用してもらい、そのフィードバックを得て更なる改善を行うこと。 

 

 

(e4) 省エネに資するローカル５Ｇの革新的なユースケース創出事業（助成） 

 

＜開発対象＞ 

 省エネに資するローカル５Ｇを使用する革新的なユースケース開発 

※ (e3)の研究開発対象は除く（本事業への公募不可） 
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＜開発目標＞ 

 開発したローカル５G ユースケースのローカル５G 親和性、省エネ効果、経済性お

よび事業性があることを検証 

※提案者にて、以下の各項目に対して目標を提案時に設定すること。 

 ローカル５Ｇ親和性目標：提案するユースケースの環境・技術要件としてローカル５

Ｇを必要とすることを提案時に説明し、本事業で検証すること。 

 経済性目標：システム全体の導入の想定コストおよび、「本ユースケースを○○に適用

する事により、投資収益率がＸを超える」といった目標を提案時に示し、本事業で想

定コストおよび経済性目標を検証すること。 

※投資収益率として、５年程度の使用で得られる利益（省エネ効果や省人効果を含む）

を同期間内の総コストで除したものを使用する。 

 事業性目標：ユースケースが対象とする市場の国内外での規模を提案時に示し、提案

者がその市場にリーチしてユースケースが市場に適合することを本事業で検証する

こと。 

 省エネ目標：「本ユースケースを○○に適用する事により、従来システムと比較して使

用エネルギーのＮ％以上の削減が達成可能」といった目標を提案時に設定し、本事業

で検証すること。 

 

＜応募条件＞ 

技術的優位性の説明：適用するサービスやアプリケーションが、開発するユースケースに

対して他の手法よりも優れている点を提案時に示すこと。また、ユースケースの導入に必

要な研究開発要素およびそれの解決可能性を説明すること。 

※ローカル５Ｇ以外の通信手段を組み合わせたユースケースを公募対象から排除する

ものではない 

＜特記事項＞ 

 本研究開発テーマにおいては、ユースケースの開発および検証の計画を行う計画フェ

ーズと特定の事業者でユースケースの検証を行う実証フェーズの二つのフェーズに分

けて事業を行う。これらのフェーズの移行に際しては、ステージゲート審査を実施す

ることとし、審査の際に、実証フェーズの取り組み内容および費用について審査を行

う。このステージゲート審査は事業開始後、９ヶ月経過時を目安に行われる。 

 ステージゲート審査時に、応募事業者はユースケース導入事業者の MoU または LoI

またはそれに類する証跡（応募事業者の社内利用の方針書類などを想定）を用意する

こと。 

 事業終了時に検証結果を整理し、当初目標との差分とその要因分析を確実に行うこと。 

 

（f） 超分散コンピューティング 

ポスト５Ｇの特徴である低遅延性の実現のためには、これまでのデータ集約・処理型の

クラウドサーバーに加えて、基地局制御部や５Ｇコアネットワークの設置場所等、よりユ

ーザーに近いエリアでのデータ処理が求められている。他方、現状ではネットワークを介

したデータ処理の多くは、特定の場所に集中した巨大なデータセンタで行われており、現

在の集中型を前提としたデータ処理技術では低遅延性の実現が困難となる。低遅延ネット

ワークを実現するためには、データセンタやＭＥＣ、ネットワーク構成機器、エッジデバ

イスなど、地理的に分散した計算資源を最適に活用してデータ処理を行うことが求められ

る。また、ポスト５Ｇによる広帯域・多数同時接続の結果、より多数のステークホルダー

が大量のデータを保有することが想定される中、こうしたデータをステークホルダー間で

円滑・安全に利活用する仕組みや技術も求められている。 

このため、地理的に分散したデータセンタからコアネットワーク、伝送路、基地局、Ｍ

ＥＣに至るまで、全体を仮想的な一つのシステム（以下、「超分散コンピューティング環境」

という。）と見なして、地理的条件や動的な処理負荷も踏まえて処理需要をデータ処理拠点

に割り振り、低遅延性などの制約を満たしつつ最適に実行するアプリケーション実行技術
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や、複数の計算資源やステークホルダー間での円滑で安全なデータ利活用を実現するデー

タ利活用技術、これらを統合しシステム化するシステム統合技術を開発する。加えて、超

分散コンピューティング環境において、特にプライバシーの保護や機密性を要するデータ

処理を可能にするデータ流通技術を開発する。 

さらに、超分散コンピューティング環境の整備により、データ処理だけではなくＲＡＮ

などの通信処理もデータセンタを含めた様々な環境で分散実行されることが期待される。

また、基地局では通信処理の増減に合わせてＡＩ学習・推論等のデータ処理を実行し、通信

処理もＡＩを活用することが期待される。このような期待に応えるためには、基地局の仮

想化技術を用いて、地理的に分散した多様な環境で通信処理とデータ処理を同時に効率化

する技術が必要となる。それに加え、基地局に AI 処理を担う計算資源を配置する場合、設

置面積や電力容量の制約、温度変動などの課題が顕在化する。これらの制約に対応するた

め、動作温度範囲の拡大や装置小型化を可能にする高効率冷却技術、ハードウェアを考慮

した負荷低減策、効率改善およびセキュリティ対策も必要となる。これらの必要性を満た

し、ソフトウェア・ハードウェアの両面で最適化を実現する技術を開発する。 

 

（f1）超分散コンピューティング技術の開発【システム技術開発】 

＜開発対象＞ 

 超分散コンピューティング環境におけるアプリケーション実行技術 

※地理的に分散した計算資源の状態把握・制御を担う資源管理技術、応答時間や消費

電力等の制約に応じて最適に複数アプリを配置・実行可能にする最適化実行技術、

ユーザーの要求やイベントの発生を起点に一定の時間内に処理結果を応答する低遅

延実行を可能にする低遅延実行技術、アプリの開発・導入を簡便化するフレームワ

ーク技術など。 

 超分散コンピューティング環境におけるデータ利活用技術 

※地理的に分散した計算資源で取得・管理される膨大なデータを利活用するためのデ

ータ基盤技術およびデータ処理効率化技術、動的なアクセス制御・データ漏洩等に

対する包括的な防御・データ取得から利用までのトレーサビリティを実現するセキ

ュリティ基盤技術など。 

 超分散コンピューティング環境を実現するシステム統合技術 

※アプリケーション実行技術およびデータ利活用技術を統合したシステム化技術、サ

ービスモデル設計・検証など。 

＜開発目標＞ 

 ポスト５Ｇで実現が期待される産業用途の実応用サービスを用いた評価／検証：２件

以上 

※うち１件はポスト５Ｇの特徴である低遅延性を活用した実応用サービスでの実施、

１件は超分散コンピューティング環境の特徴である地理的に分散した計算資源を活

用した実応用サービスでの実施、を必須とする。 

 研究開発終了時点で想定される規模の超分散コンピューティング環境において、開発

した超分散コンピューティング技術の有効性を検証 

※例えば、管理者が異なる国内１０箇所以上のデータセンタと５Ｇネットワークに接

続されたＮ台以上の５Ｇ端末等から構成される規模の環境において、アプリに応じ

た遅延制約を満たす実行やデータ処理性能等を検証。ただし端末数Ｎは、世界のＩ

ｏＴ端末数の研究開発終了時点での予測値等から定めることとし、有効性検証にあ

たってはシミュレーションなどによる外挿を認める。 

 

実施に際しては、事業成果の最大化のため、プラットフォーム事業者を実施体制に加え

るともに、本事業と並行して開発した成果の積極的な社会実装を推進できる体制をとるこ

ととする。また、データセンタ事業者、通信事業者、学術機関等との共同開発やその他の

連携を推進する等、可能な範囲でオープンイノベーションを推進するとともに、必要に応

じ、本事業で構築するパイロットプラットフォーム等の活用による評価・検証、ユーザー

企業・機関との連携、国際連携の推進、オープンアーキテクチャ化・API等の標準化の推進、
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他の政府予算事業との連携によるシナジー効果の創出、成果報告会・ワークショップの開

催等も行う。また、必要に応じて随時、研究開発項目①（f2）とも連携を行う。 

 

（f2）高機密データ流通技術の開発【システム技術開発】 

＜開発対象＞ 

 超分散コンピューティング環境におけるデータおよびアルゴリズムの秘匿化流通・実

行技術 

※データおよびアルゴリズムの提供者、利用者、プラットフォーム事業者間でデータ

やアルゴリズムの機密性を担保したまま処理を行う秘匿化実行技術など。 

 超分散コンピューティング環境におけるデータおよびアルゴリズムの可搬性技術 

※計算資源の物理的な配置や秘匿化処理の有無等によらず、透過的にアルゴリズムの

実行やデータアクセスを可能にする可搬実行技術など。 

＜開発目標＞ 

 ポスト５Ｇで実現が期待されるカーボントレースや電力データ流通・制御など横串の

社会課題解決を見据えた実応用サービスを用いた評価／検証：２件以上 

※うち１件は地理的に分散した計算資源を活用したサービスでの実施、を必須とする。 

 超分散コンピューティング環境における実応用サービスに即して、開発した高機密デ

ータ流通技術の有効性を検証 

※例えば、実応用サービスに即して「秒間 N 万レコード以上の秘匿化データ処理性能

を、通常のデータ処理と同等程度の計算資源で達成」といった形で設定。 

 

実施に際しては、事業成果の最大化のため、プラットフォーム事業者を実施体制に加え

るともに、本事業と並行して開発した成果の積極的な社会実装を推進できる体制をとるこ

ととする。また、可能な範囲でオープンノベーション等の推進を行うとともに、必要に応

じて随時、研究開発項目①（f1）とも連携を行う。 

 

(f3) 仮想化基地局と計算基盤の同時最適化技術の開発（助成） 【ＧＸ】 

  

＜開発対象＞ 

 Ｏ－ＲＡＮ及び仮想化技術を用いた情報処理リソースの省エネまたは最適化に資する

装置および機能の開発 

 ※移動通信システムのエンドツーエンド（ＲＡＮ～トランスポートネットワーク～コ

アネットワーク）を鑑み、汎用データセンタでの適用可能性を含めて一体的に研究

開発できること 

 TDP3000W級のＧＰＵに対応した液浸冷却装置等の冷却装置の開発 

  

＜開発目標＞ 

 省エネ目標：研究開発開始時点で普及している製品を用いた場合と比べて、本成果を導

入した際に、40％以上の消費電力削減されること 

 冷却装置目標：研究開発開始時点の同種の冷却装置製品と比べて 20%以上の小型化及び

軽量化すること 

 権利化及び標準化目標：本成果における技術に関して、権利化及び標準化に盛り込むこ

と 

※標準化団体の例としては 3GPP/O-RAN Alliance など。標準化の際には本事業者を含

む複数社の連名となっていることが望ましい 

※標準化の前提となる本事業においても、密に研究開発を進められる複数の通信事業

者で体制を成す事が望ましい 

 

 

（g） 計算可能領域拡大のための計算基盤技術開発（委託、助成） 

デジタル化の進展により大量のデータ処理への需要が高まっており、自動運転、スマー
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トファクトリ、物流などポスト５Ｇ時代で導入が進む生成 AI を含むアプリケーションの

導入によってさらなる計算需要の拡大が予想される。 

こうした計算需要に応えるためには、従来のクラウドサーバー等では処理能力が不十分

なため、ポスト５Ｇ情報通信システムの一部として計算可能領域を拡大する計算基盤が必

要であり、その計算基盤はスーパーコンピュータやＡＩコンピュータなど、いわゆる古典

コンピュータだけでなく、量子コンピュータなどの様々な計算資源をネットワークでつな

ぎ、情報処理を進化させたものになると考えられる。 

他方、生成 AI は、従来の AI では不可能だった、様々な創造的な作業を人間に代わって

行える可能性があることから、産業活動・国民生活に大きなインパクトを与えると考えら

れており、ポスト５Ｇ時代のキラーアプリケーションとも位置づけられる。こうした技術

を確保するためには、上記計算基盤のみならず、生成 AI の中核的技術基盤である基盤モデ

ルの開発（基盤モデルの開発に向けたデータプラットフォームの開発も含む）を進めてい

く必要がある。 

 

（g1）量子・スパコンの統合利用技術の開発（委託） 

量子コンピュータは、従来のコンピュータとは全く異なる原理で動作し、特定の領域の

問題に対しては情報処理を劇的に高速化できることから、従来のコンピュータでは事実上

計算不可能な問題を処理できる特徴をもつ。このような領域の問題として、創薬・素材開

発等における量子化学シミュレーション、金融・交通分野等における組み合わせ最適化、

暗号解読等における素因数分解等の計算が挙げられており、ポスト５Ｇ情報通信システム

を活用したユースケースとしては、スマートグリッドやサプライチェーン等の最適化など

が期待される。こうした量子コンピュータの応用可能性については、様々な期待が寄せら

れつつも、日本では依然として未来の技術と見なされ十分な理解が進んでいない。結果と

して、企業等による投資や開発が停滞しており、特にゲート式量子コンピュータの開発で

は日本企業の国際競争力は見劣りする状況にある。 

現在稼働中、あるいは提案されている量子コンピュータの多くは、周囲の熱や電磁気な

どによるノイズに弱く単体では実用的な計算が困難であり、そのため、古典コンピュータ

による適切な制御、ノイズによるエラーの修正・補正、回路分割・最適化を行い、その上

で量子と古典で得意な計算を分担しながら全体として計算能力を高める、いわゆる量子・

古典ハイブリッド計算が注目されている。そうした中、量子コンピュータの性能向上に伴

い、ハイブリッド計算に要求される古典コンピュータ側の処理も急速に高度化しており、

従来の 30量子ビット程度までは通常のサーバーでも処理できていたものが、最先端の 100

量子ビット級、さらにその先の大規模システムではスパコン超級の処理能力が不可欠にな

ると予想される。このため、今後の量子コンピュータの早期の実用化による計算可能領域

の拡大には、量子・スパコンの有機的な統合利用技術の確立が必須である。 

本開発テーマでは、最先端の量子コンピュータに関わる技術や知見を活用しつつ、量子・

スパコン連携ソフトウェア技術の開発に取り組む。具体的には、量子・スパコン連携のた

めのシステムソフトウェア、最適化ソフトウェア等を開発するとともに、これらを統合し

たパイロットプラットフォームを開発し、量子・古典ハイブリッド計算の有効性を実証す

る。なお、本テーマで開発する技術は、スパコン技術において世界最先端の一角を担う我

が国において、特に量子コンピュータを支えるチョークポイント技術として育成すべきも

のでもあり重要性が高い。本開発テーマは、極めて先端的な技術開発を要し、外国政府に

よる貿易管理規制の域外適用等の外部要因によって市場の有無が大きく左右され得るため、

委託事業として実施する必要がある。 

 

＜開発対象＞ 

 量子・スパコン連携システムソフトウェア、スパコン向け量子プログラム最適化ソフ

トウェア、その他関連するソフトウェアに関わる技術 

 パイロットプラットフォームの構築ならびに運用に関わる技術 

※パイロットプラットフォーム構築にあたっての注意事項を参照。 

 実証に必要となる、量子ソフトウェア（アルゴリズム、アプリケーション）、性能指標
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に関わる技術 

 開発した上記技術、アプリケーション等をクラウドサービスとして提供するための技

術 

※パイロットプラットフォーム構築にあたっての注意事項： 

 現に保有するスーパーコンピュータ等に加え、技術開発に必要な機器（ゲート式量子

コンピュータ実機、量子回路シミュレーション加速環境など）を利用すること。 

 量子コンピュータ実機は、量子ビット数 100以上など、今日のスパコンではエミュレ

ートが困難な性能・容量仕様を満たす、最先端機器とすること。複数基利用する場合

は異なる特性のものとすること。 

 利用する機器は、量子・古典ハイブリッド計算の可能性を最大限追求できるように、

現に保有するスパコン等と同一建屋内に設置され、高速・低遅延なネットワークで相

互に接続されること。 

 産官学の利用者が当該プラットフォームを利用するための枠組みを整備すること。 

 

＜開発目標＞ 

 本開発テーマで開発した量子・スパコン連携パイロットプラットフォームによる量

子・古典ハイブリッド計算が有効になるアプリケーションドメインを明らかにし、

計算可能領域の拡大および有効性を実証すること。：１件以上 

※例えば、「実応用において、開発したプラットフォームが、スパコン単体より処理

速度や消費電力の点で優位であることを示す」といった形で設定し、その際、提案

者にて具体的な指標、目標値を提案時に設定すること。 

 

＜応募条件＞ 

 ５年以上のスパコン運用の経験を有し、量子・スパコン連携プラットフォームの一部

として利用可能なスパコンを現に保有し、事業期間終了時まで運用可能な企業等によ

る応募、または、当該企業等との連携による応募であること。なお、ここでいうスパ

コンとは、「スーパーコンピューター導入手続」に定める理論的最高性能（※）以上の

システムに限る。 

※「政府調達の自主的措置に関する関係省庁等会議」 

（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/chotatsu/index.html）別紙２を参照 

 開発した成果の社会実装を担う企業等と共同で研究開発事業を実施すること。当該企

業等は、開発した成果のクラウドサービスとしての提供等を担うものとする。 

 事業成果の最大化のため、必要に応じ、本事業で構築するパイロットプラットフォー

ムはユーザー企業等にも利用してもらい、そのフィードバックを得て更なる改善を行

うなど、可能な範囲でオープンイノベーションを推進するとともに、ユーザー企業等

との連携、国際連携の推進、他の政府予算事業との連携によるシナジー効果の創出、

成果報告会・ワークショップの開催等を行うこと。 

 

（g2）超省電力・高密度 AI 計算基盤技術の開発（委託） 

AI 技術は、自動車やロボットの自立型システム、医療診断や医療画像解析、自然言語処

理による会話エージェントや顧客サポートなど、多岐にわたる利活用が進んでおり、こう

した利用はポスト５Ｇによってさらなる拡大が見込まれる。また、計算機による物理シミ

ュレーションを AI に代替させるサロゲートモデルのように、従来は現実的な時間で計算

できなかった問題を処理する目的でも AI の活用が始まっている。 

しかしながら、近年の AI 技術の開発・利用に必要な計算能力は指数関数的に増加してお

り、IDC Japan の国内 AI システム市場予測（生成 AI による需要増含む）では 2022～2027

年の CAGR は 23.2％で推移するとしており、５年後には現在の約３倍に達することが見

込まれる。こうした需要増に応えるべく AI アクセラレータをはじめとするプロセッサの

性能改善は続いているものの、半導体プロセスの微細化のペースや微細化に伴う電力効率

の改善は鈍化傾向、プロセッサあたりの消費電力の増加に伴い商用データセンタにおける

面積あたりの実装密度は低下傾向にあり、このままでは計算能力拡大の障害となることが
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予想される。 

このため、AI 技術が社会基盤・産業基盤の一部として持続的に発展し、計算可能領域を

引き続き拡大していくには、情報通信システムの一部として省電力かつ高密度な計算基盤

技術の確立が必須であるため、本開発テーマでは、超省電力・高密度 AI 計算基盤技術の開

発に取り組む。具体的には、超省電力 AI アクセラレーラチップ、当該チップを活用した AI

サーバーシステムおよびその制御技術、商用運用の要件を満たす高密度データセンタ技術

およびその制御技術を開発するとともに、これらを垂直統合した超省電力・高密度 AI 計算

基盤とその最適運用技術を開発する。 

本開発テーマは、極めて先端的な技術開発を要し、国際約束等の外部要因によって市場

の有無が大きく左右されるものであることから、委託事業として実施する必要がある。 

 

＜開発対象＞ 

 超省電力 AI アクセラレーラチップ、当該チップを活用した AI サーバーシステムお

よびその制御技術 

 商用運用の要件を満たす高密度データセンタ技術およびその制御技術 

 超省電力・高密度 AI 計算基盤およびその最適運用技術 

 

＜開発目標＞ 

 開発した AI サーバーシステムの電力あたりの実効計算性能： 

研究開発開始時点で普及している製品（AI サーバーシステム）と比較して十分な優

位性があることを検証 

※提案者にて「電力あたりの実効計算性能 X TFLOPS/W 以上、かつ普及している

製品と比較して N 倍以上」といった目標値を提案時に設定すること。 

 開発した高密度データセンタのラックあたりの定格設計密度： 

研究開発開始時点で普及している製品（商用データセンタ）と比較して十分な優勢

があることを検証 

※提案者にて「ラックあたりの定格設計密度 N kVA 以上」といった目標値を提案

時に設定すること。 

 開発した AI 計算基盤の面積あたりの実効計算性能および実効スループット性能： 

研究開発開始時点で普及している製品（商用データセンタ、AI 計算基盤）と比較

して十分な優位性があることを検証 

※提案者にて「面積あたりの実効計算性能 X PFLOPS 以上、かつ普及している製

品と比較して実効スループット性能 N 倍以上」といった目標値を提案時に設定す

ること。 

 

＜応募条件＞ 

 AI 計算基盤の一部を開発・供給する海外企業等と共同で研究開発事業を実施する、

または、研究開発内容に対するアドバイザ等として当該企業等が参画すること。 

※「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。 

 上記のほか、「海外企業等」の属する国・地域と、日本政府との政府間交渉によ

り、同国・地域の法令等も踏まえて、追加で条件が付される可能性がある。 

 

（g3）競争力ある生成 AI 基盤モデルの開発（GENIAC）（助成） 

生成 AI は、従来の AI では不可能だった、様々な創造的な作業を人間に代わって行える

可能性があることから、産業活動・国民生活に大きなインパクトを与えると考えられてお

り、ポスト５Ｇ時代のキラーアプリケーションとしても位置づけられる。 

２０２３年５月に AI 戦略会議で取りまとめられた「AI に関する暫定的な論点整理」に

おいては、「いま生成 AI によって世界の変革がもたらされようとしている中、可及的速や

かに生成 AI に関する基盤的な研究力・開発力を国内に醸成することが重要」とされてお

り、政府として取組の一層の加速が求められている。加えて、「生成 AI の技術革新のスピ

ードや予見可能性の低さを踏まえると、従来の政府による開発促進策では対応が難しい」、
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「市場原理を最大限尊重し、迅速、柔軟かつ集約的にプレイヤーの取組を加速するような

支援を政府としても行っていくことが期待される」と明記されているところ。 

その生成 AI の鍵を握るのは、基盤モデル開発である。基盤モデルは、生成 AI を活用し

た様々なサービスを支える個別モデルを生み出すコアの技術基盤であり、基盤モデルの開

発力の有無は、我が国における生成 AI の利用可能性や創出するイノベーションの幅を決

し得る。このため、日本として基盤モデルの持続的な開発力を強化していく必要があり、

それに向けて、基盤モデルの開発力の底上げを図りつつ、企業等の創意工夫を促すことが

重要である。 

他方、生成 AI は黎明期であり、あらかじめ開発すべき基盤モデルや開発体制を特定する

ことは困難でもある。そのため、本テーマでは開発アイデアを広く募集した上で、支援対

象を絞り込む形で基盤モデルの開発に取り組むこととする。 

なお、本テーマの実施にあたっては、基盤モデル開発の加速にあたって重要である、知

見の共有や客観的な性能評価の実施、良質のデータを確保する観点から、データホルダー

とのマッチング支援、グローバルテック企業との連携支援やコミュニティイベントの開催、

開発される基盤モデルの性能評価等を実施する者（開発加速支援者）を別途選定すること

とする。 

 

＜開発対象＞ 

本事業で開発対象となるのは、以下の基盤モデル開発。提案者にて、提案時に開発内容

を提案すること。 

 

 フルスクラッチで開発するモデル 

 既存の基盤モデル（国内で開発された基盤モデルに限らない）を事前追加学習する

モデル 

 国内で開発された基盤モデルをファインチューニングするモデル 

※上記より、提案者にて提案時に開発内容を提案すること。 

※「国内で開発された基盤モデル」とは、日本国内で登記され、かつ、日本国内に

開発拠点を有する企業・大学等が開発した基盤モデルのことを指す。 

※なお、本基盤モデル開発に併せて、社会実装を見据え、当該基盤モデルを元にし

た個別モデルやアプリケーションの開発を行うことは妨げない。 

 

＜実施目標＞ 

 開発した生成 AI の基盤モデルが国際的に比較して十分な優位性があることを検証 

※提案者にて、ベンチマークや、「機械翻訳の最先端レベルに対してＮ％以上の性

能を達成できる」といった目標を提案時に設定すること。 

 

＜応募条件＞ 

 本基盤モデル開発においては、基盤モデルの評価で利用するベンチマークのデータ

セットは利用しないこと。この他、利用できないデータセットについて、経済産業

省、NEDO、開発加速支援者と調整の上、指示に従うこと。 

 定期的に性能評価を実施し、経済産業省、NEDO、開発加速支援者に評価結果を提

出することを条件とする。基盤モデルについては、既存のベンチマークもしくは基

盤モデル開発者等が策定したベンチマークで適正に評価すること。基盤モデル開発

者等が策定するベンチマークの詳細については、経済産業省、NEDO、開発加速支

援者と調整の上、指示に従うこと。研究開発期間終了後に、既存のベンチマークも

しくは基盤モデル開発者等が策定したベンチマークで評価を実施した結果を公表す

ることを条件とする。 

 成果物について、開発成果と実証成果を可能な範囲で公開すること。 

 開発加速支援者が運営するコミュニティに積極的に参加すること。 

 データセットの生成や事前追加学習等にあたって使用する外部の AI モデルについ

て、経済産業省、NEDO、開発加速支援者から情報提供の依頼があった場合には、
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それに応じること。また、使用する外部の AI モデルについては、必要に応じて、

経済産業省、NEDO、開発加速支援者と調整の上、その指示に従うこととする。 

 経済産業省から開発するモデル等について情報提供の依頼があった場合には、最大

限協力すること。 

 開発を進めるにあたっての詳細は、必要に応じて、経済産業省、NEDO、開発加速

支援者と調整の上、決定することとする。 

 

（g4）ロボティクス分野の生成 AI 基盤モデルの開発に向けたデータプラットフォームに

係る開発（委託） 

生成 AI は、様々な創造的な作業を人間に代わって行える可能性があることから、今後

の我が国産業における生産性向上やイノベーション創出のカギとなる技術である。また、

産業活動・国民生活に大きなインパクトを与えると考えられており、ポスト５Ｇ時代のキ

ラーアプリケーションとしても位置づけられる。 

我が国産業の生産性向上に向けて、サービス業等へのロボットの導入を進めていくこと

が期待されるが、幅広く多様な動作、予測が難しい事象、人との接近を伴う業務への対応

が求められることから、こうした分野へのロボット導入に向けては、ロボティクス分野に

おける生成 AI 基盤モデルの開発・実装が不可欠。他方、言語・画像等の分野と異なり、

ロボティクス分野の生成 AI 基盤モデルの開発に向けては、汎用的なモデル開発に必要な

データが特定されていないことや、インターネット上に蓄積されたテキストや画像等のデ

ータと異なり、現実空間の認識や物理的な稼働に関するデータが収集されていないことな

どの課題が存在する。 

こうした状況を踏まえ、本テーマでは、データ収集、基盤モデルの開発、実現場におけ

る実証を通じて、ロボティクス分野の生成 AI 基盤モデルの開発に有効なデータプラット

フォームの研究開発に取り組む。また、その成果は最大限オープンにし、我が国のロボテ

ィクス分野の生成 AI 基盤モデルの開発に広く還元する。 

本テーマは、ロボティクス分野における生成 AI 基盤モデルの開発を行うために不可欠

なデータプラットフォーム構築に係る研究開発であり、その成果が広く我が国の生成 AI

開発者等に裨益することから、委託事業として実施する必要がある。 

 

＜開発対象＞  

 ロボティクス分野の生成 AI 基盤モデルの開発に有効なデータプラットフォーム 

※上記の開発に向けて必要となる生成 AI 基盤モデルの開発や実証（個別モデルの開発

等を含む）も実施すること。 

 

＜開発目標＞ 

 データプラットフォームの開発に向けて収集するデータの種類と量： 

提案者にて、提案時点で収集されているデータセットと比較して質的・量的な観点で十

分な優位性を示すような、具体的な目標を設定すること。 

 

 データプラットフォームのデータを用いて開発した生成 AI 基盤モデルの性能： 

提案者にて、開発する生成 AI 基盤モデルが十分な優位性を有することを示すような、

具体的な目標を設定すること。 

 

 データプラットフォームのデータを用いて開発した生成 AI 基盤モデルの実環境に

おける評価／検証： 

１件以上 

 

＜応募条件＞ 

 本テーマで開発したデータプラットフォームのデータや生成 AI 基盤モデル等の成

果やナレッジを広く公表すること（可能な限りオープンにすること）。産業界と学

術界が広く参加する形で提案すること。 
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 他のデータプラットフォームとの連携に関して、経済産業省からの指示があった場

合は、協議の上、その指示に従うこと。 

 本テーマで構築するデータの保管や提供を実施する者（以下、データ管理者）は、

事業期間終了以降もデータの保管や提供にかかる経費を継続的に支出できる事業者

であること（事業期間終了後の保管費用を NEDO から支出できないことに留意す

ること）。 

 データについては、データ利用条件を明文化し、その条件を満たす利用者に対して

公平に提供すること。利用者の種別に応じて提供するデータを制約しないこと。 

 そのデータ利用条件では、過去の実績を含め、日本の法令や国際的に受け入れられ

た基準等を遵守していない、又はサイバーセキュリティの確保について外国の法的

環境等により影響を受ける者（以下、国際基準不遵守等事業者）に対するデータの

提供は行わないこと。  

 事業期間終了後、データ管理者を国際基準不遵守等事業者に変更しないこと。 

 ロボティクス分野の生成 AI 開発に向けた人材育成やナレッジの涵養の観点から、

例えば、海外のトップ企業やトップエンジニアとの交流等に取り組むことが望まし

い。 

 開発を進めるにあたっての詳細は、必要に応じて、経済産業省と調整の上、決定す

ることとする。 

 経済産業省が指定するコミュニティに積極的に参加すること。 

 

（g5）量子コンピュータの産業化に向けた開発の加速（委託、助成） 

量子コンピュータは従来技術では不可能な計算問題を解決でき、産業革命を起こし得る

ものであり、ポスト５Ｇに対応した情報通信システムにおいても重要となる新規の計算基

盤技術である。新規の材料・薬剤開発、輸送・交通の最適化、暗号解読等の非常に多岐に

わたる産業分野での活用が期待される。世界各国で政府が量子コンピュータに関する大型

投資を進めていることに加え、論理量子ビットの生成含む誤り訂正技術の向上等の画期的

な発表やスタートアップの創業が相次ぐなど、基礎学理の研究だけでなく産業化に向けた

国際競争は激化している。 

各国の量子コンピュータ企業において、２０３０年頃に産業利用可能な性能を有する量

子コンピュータを開発するという野心的なロードマップが示されている。また我が国にお

いても、「量子技術イノベーション戦略」、「量子未来社会ビジョン」、「量子未来産業創出

戦略」の３つの国家戦略の中で、「量子技術による生産額を 50 兆円規模」といった壮大な

目標を掲げている。 

このような世界的な開発競争の中で、我が国の量子コンピュータ分野におけるプレゼン

スを獲得するとともに、量子コンピュータの産業化を我が国がいち早く実現することが、

国富の獲得やデジタル赤字の解消等に不可欠である。量子コンピュータの産業化を我が国

だけで実現することは困難であるが、現在の我が国技術の成熟度等を勘案して、次世代の

量子コンピュータ業界において、戦略的不可欠性と自立性を獲得・維持・強化するための

技術開発を現時点から開始する必要がある。 

量子コンピュータの発展によって最も大きな寄与を受けるのはユースケースであるが、

そのための計算環境の高度化・整備と計算時間の確保には外国製ハードウェアの導入やク

ラウド利用だけでは不十分である。ユースケース創出において先行するには、国産の次世

代ハードウェアが不可欠であり、この開発を更に加速させる必要がある。そのための部素

材開発が必要なのは勿論であるが、部素材は国内市場だけでなく、世界市場を獲得できう

るものの開発を中心に支援する。これにより国産の部素材が他国の量子コンピュータにお

いても必ず使われている状況を作り出していく。また実際の計算は量子コンピュータだけ

でなく、CPU・GPU の古典コンピュータとのハイブリッド利用によってなされる。この

ような計算をユーザーが容易に可能にするためのミドルウェア開発も産業化には不可欠で

ある。 

そこで本テーマでは、超伝導方式、中性原子方式、光方式の量子コンピュータシステム

の民間による開発、関連する部素材やミドルウェア開発への重点支援を実施し、開発を加
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速させる。これにより、世界に先駆けて量子コンピュータの産業化の実現を目指す。以下

に、その開発対象と開発目標を開発要素毎に記すとともに、後段において（g5）共通の応

募における推奨事項ならびに応募条件等を記す。 

 

（g5-1）産業化に向けた量子コンピュータシステムに関する技術開発（助成） 

以下のゲート型量子コンピュータの方式において、２０３０年頃における産業化が可能

な量子コンピュータシステムを実現するために必要な技術開発を行う。例えば本事業期間

内で量子ビット数をスケール可能な技術等を開発し、本技術を元にして２０３０年頃に実

用化に必要な量子ビット数を持つ量子コンピュータシステムを構築する提案などが挙げら

れる。また提案者は可能な限り、ユースケース創出に不可欠な量子古典ハイブリッド計算

環境の構築を念頭においた開発をすること。 

 

（g5-1-1）超伝導方式量子コンピュータシステム 

＜開発対象＞ 

 量子チップ間の量子接続や高密度実装などスケーラブルに物理量子ビット数を増加

できる技術、高精度・高スループットな物理量子ビットの製作技術、デコーディング

技術など計算操作時等のエラー率低減や論理量子ビット作成・高度化、コヒーレンス

時間の延長などによるゲート数増加に関する技術、小型化・低コスト化・低消費電力

化など、量子コンピュータの産業化のために必要な要素技術やそれらを統合したシス

テムなどの開発及び評価等を行う。 

 

＜開発目標＞ 

 開発した技術・システムによって将来達成される量子コンピュータの性能（物理・

論理量子ビット数、物理･論理エラー率、物理･論理ゲート数、物理･論理動作速度、

コスト、消費電力、安定性、計算可能なアルゴリズムなど）が、２０３０年頃に予

想・提案されている性能と比較して、競争力がある（もしくは優位性がある）こと

を検証すること、もしくは産業利用可能な性能を有すること等を検証すること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-1-2）中性原子方式量子コンピュータシステム 

＜開発対象＞ 

 高強度レーザーなどを活用したスケーラブルに物理量子ビット数を増加できる技術、

計算操作時等のエラー率低減や論理量子ビット作成・高度化などによるゲート数増加

に関する技術、量子計算の安定化技術、アプリ特化量子計算・制御技術など量子コン

ピュータの産業化のために必要な技術開発、これらの達成に不可欠な要素技術（評価

技術含む）の開発、それらを統合したシステムなどの開発及び評価等を行う。 

 

＜開発目標＞ 

 開発した技術・システムによって将来達成される量子コンピュータの性能（物理・

論理量子ビット数、物理･論理エラー率、物理･論理ゲート数、物理･論理動作速度、

コスト、消費電力、安定性、計算可能なアルゴリズムなど）が、２０３０年頃に予

想・提案されている性能と比較して、競争力がある（もしくは優位性がある）こと

を検証すること、もしくは産業利用可能な性能を有すること等を検証すること。※

提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-1-3）光方式量子コンピュータシステム 

＜開発対象＞ 

 光学系や検出システムの最適化などスケーラブルに量子モード数もしくは物理量子

ビット数を増加できる技術、計算操作時等のエラー率低減や論理量子ビット作成・高

度化、光学システムの安定化等によるゲート数増加に関する技術、クラウド化など開

発システムの利用のための技術、小型化・低コスト化・低消費電力化など、量子コン
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ピュータの産業化のために必要な要素技術やそれらを統合したシステムなどの開発

及び評価等を行う。 

 

＜開発目標＞ 

 開発した技術・システムによって将来達成される量子コンピュータの性能（物理・

論理量子ビット数、物理･論理エラー率、物理･論理ゲート数、物理･論理動作速度、

コスト、消費電力、安定性、計算可能なアルゴリズムなど）が、２０３０年頃で予

想・提案されている性能と比較して、競争力がある（もしくは優位性がある）こと

を検証すること、もしくは産業利用可能な性能を有すること等を検証すること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-2）産業化に向けた量子コンピュータの部素材の高度化に関する技術開発 

（（g5-2-1）～（g5-2-6）：助成、（g5-2-7）～（g5-2-9）：１、２年目委託、３年目助成） 

 次世代の大規模量子コンピュータの実現に重要な部素材の高度化、実用化や産業化のた

めの技術開発を行う。 

 

（g5-2-1）低温環境動作可能な小型ケーブル及びコネクタ 

＜開発対象＞ 

 超伝導方式やシリコン半導体方式など極低温環境下で動作する量子コンピュータに

おいて利用される、低温環境動作が可能な高周波信号ケーブルの高度化（断熱性能、

高周波信号透過率、実装密度、小型化など）、その接続コネクタ（断熱性能、高周波信

号透過率、実装密度、小型化、接続容易化など）の高度化に関する技術（特性評価技

術含む）及び他の低温コンポーネントとの統合・一体モジュール化技術等を開発する。 

 

＜開発目標＞ 

 利用される量子コンピュータの方式を明示した上で、開発した部素材及びそのシス

テムの性能（低温環境下での断熱性能・高周波信号透過率、実装密度、サイズ、コ

ストなど）が、研究開発開始時点で普及している同方式の部材と比較して十分な優

位性があること、もしくは開発した部素材及びそのシステムが量子コンピュータの

性能を向上させること（例えば量子コンピュータ実機もしくは量子ビットとの連結

動作評価･実証等）等を検証すること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-2-2）連続波発振型レーザーシステム 

＜開発対象＞ 

 レーザー光を用いて動作する量子コンピュータにおいて利用される、連続波発振型の

単一波長レーザーシステムの高強度化もしくは高強度化レーザーシステムの強度、周

波数など各種パラメータの安定化・低ノイズ化などの高度化に関する技術（特性評価

技術含む）等を開発する。 

 

＜開発目標＞ 

 利用される量子コンピュータの方式（必要な場合は原子種等も）を明示した上で、

開発した機器の性能（強度、波長安定性、位相ノイズレベル、コストなど）が、研

究開発開始時点で普及している同方式の部材と比較して十分な優位性があること、

もしくは開発した部素材が量子コンピュータの性能を向上させること（例えば量子

コンピュータ実機もしくは量子ビットとの連結動作評価･実証等）等を検証するこ

と。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-2-3）量子コンピュータインターフェイス装置 

＜開発対象＞ 
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 レーザー光を用いて動作する量子コンピュータにおいて利用される、量子コンピュー

タシステム間を量子的かつコヒーレントに接続できるインターフェイス装置の実証

や高度化（高速化、低エラー化、量子もつれ生成率、小型化など）に関する技術（特

性評価技術含む）等を開発する。 

 

＜開発目標＞ 

 利用される量子コンピュータの方式（中性原子方式やイオントラップ方式では原子

種もしくはイオン種も）を明示した上で、開発した機器を実装したことによる量子

コンピュータシステム全体の性能（量子ビット数、接続速度、接続精度、コストな

ど）目標を明確にしたうえで、研究開発開始時点で普及している同方式の機器と比

較して十分な優位性があること、もしくは開発した機器が量子コンピュータの性能

を向上させること（例えば量子コンピュータ実機もしくは量子ビットとの連結動作

評価･実証等）等を検証すること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-2-4）非線形光学デバイス 

＜開発対象＞ 

 レーザー光を用いて動作する量子コンピュータにおいて利用される、量子もつれ光

（スクイーズド光）の発生・検出や光ピンセット・量子ビット状態の観測等に用いる

レーザー光の強度、周波数など各種パラメータの制御のための光学デバイスの高度化

に関する技術（特性評価技術含む）等を開発する。 

 例えば、光方式量子コンピュータシステムに利用される量子もつれ光（スクイーズド

光）の発生に用いる光学デバイスの場合、スクイーズド光の高レベル化・広帯域化、

低ノイズ化、低消費電力化（駆動に必要なレーザーパワーの減少などによる）、光ファ

イバーとの高効率な接続技術などのデバイスの開発・実装に関する高度化技術だけで

なく、材料に用いる光学結晶（ニオブ酸リチウムなど）の大型化・高品質化、厚さが

均一な大型ウェハー、大型均質複合ウェハー作製技術、基板・薄膜接合技術、高品質

導波路作成技術、光電融合デバイス加工技術など原材料とその加工技術の高度化に関

する基盤技術も必要に応じて開発する。これに限定せず、量子コンピュータに利用さ

れる非線形光学デバイスの開発・高度化技術に関して提案すること。 

 

＜開発目標＞ 

 利用される量子コンピュータの方式を明示した上で、開発した機器の性能（スクイ

ーズドレベル、ノイズレベル、サイズ、コストなど）が、研究開発開始時点で普及

している同方式の部材と比較して十分な優位性があること、もしくは開発した部素

材が量子コンピュータの性能を向上させること（例えば量子コンピュータ実機もし

くは量子ビットとの連結動作評価･実証等）等を検証すること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-2-5）量子ビット制御・検出用光学システム 

＜開発対象＞ 

 レーザー光を用いて動作する量子コンピュータにおいて利用される、量子ビットから

の発光を検出する高感度カメラや高速・高感度光センサ、光ピンセット等の量子ビッ

トの作製・制御に利用する空間光変調器など光学システムの高度化に関する技術（特

性評価技術含む）等を開発する。 

 主な開発技術の対象としては、高感度カメラは多画素化・低ノイズ化・高速撮像化な

ど、高速・高感度光センサは高感度化・高速化・複数素子化など、空間光変調器は多

画素化・高耐光性などが挙げられるが、これらに限らない。 

 

＜開発目標＞ 

 利用される量子コンピュータの方式を明示した上で、開発した機器の性能（高感度
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化、高速化、多画素化、複数素子化など）が、研究開発開始時点で普及している同

方式の部材と比較して十分な優位性があること、もしくは開発した部素材が量子コ

ンピュータの性能を向上させること（例えば量子コンピュータ実機もしくは量子ビ

ットとの連結動作評価･実証等）等を検証すること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-2-6）量子コンピュータ制御システム 

＜開発対象＞ 

 超伝導方式などの様々な方式の量子コンピュータの制御システムに関して、将来的に

最大１００万物理量子ビット規模の大規模化量子コンピュータへの実現を可能とす

るスケーラブルな制御システム（量子ビット･量子集積回路の評価やキャリブレーシ

ョンの高速化、エラー訂正のための制御技術など）、複数方式への対応・応用、低コス

ト化、高機能化、量産化（歩留まりの向上等）などの高度化に関する技術（特性評価

技術含む）等を開発する。 

 

＜開発目標＞ 

 応用可能な量子コンピュータの方式、量子エラー訂正手法、量子ビットの規模等を

明示した上で、開発したシステムの性能（低コスト化、制御可能な物理･論理量子ビ

ット数、対応可能な量子エラー訂正符号、サイズ、消費電力，コンピュータとのレ

イテンシー、物理及び論理量子ビットの処理速度など）が、研究開発開始時点で普

及している同方式のものと比較して十分な優位性があること、もしくは開発したシ

ステムが量子コンピュータの性能を向上させること（例えば量子コンピュータ実機

もしくは量子ビットとの連結動作評価･実証等)等を検証すること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-2-7）クライオ電子回路システム 

＜開発対象＞ 

 超伝導方式やシリコン半導体方式など極低温環境下で動作する量子ビットの制御や

検出を行うため、超伝導素子やＣＭＯＳ素子等を用いて高周波信号の逓倍化や増幅、

制御信号のアナログーデジタル変換、デジタルーアナログ変換、量子エラー訂正符号

化･復号化処理などの量子ビットの制御や信号変換などを行うための極低温環境下

（１０ｍＫや４Ｋなど）で動作する電子集積回路システムの実用化のための技術開発

（設計、製造、実証技術など）及び他の低温コンポーネントとの統合・一体モジュー

ル化技術等を開発する。 

 

＜開発目標＞ 

 開発した部素材の性能（回路システム等の機能、制御可能な量子ビット数、対応可

能な量子エラー訂正符号化・復号化方式、発熱性、エネルギー効率、サイズ、コス

トなど）が、研究開発開始時点で普及している同方式の部材と比較して十分な優位

性があること、もしくは開発した部素材が量子コンピュータの性能を向上させるこ

と（例えば量子コンピュータ実機もしくは量子ビットとの連結動作評価･実証等）等

を検証すること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-2-8）高冷凍能力な極低温対応冷凍機システム 

＜開発対象＞ 

 現在の超伝導方式量子コンピュータに用いられている冷凍機は特に４Ｋ程度の温度

領域における冷却性能に限界があり、（g5-2-7）で開発するクライオ電子回路システム

等を十分に設置することが困難である。そのため現在の量子コンピュータ用冷凍機と

は異なる冷却方式などを活用することで、次世代の大規模量子コンピュータにおいて

４Ｋ付近及び１０ｍＫ付近において十分な冷却性能を有する冷凍システムの開発や、
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そのための要素技術（特性評価技術含む）等を開発する。 

 

＜開発目標＞ 

 開発したシステムの性能（冷凍性能、エネルギー効率、コスト、サイズ、消費電

力、冷却可能な物理量子ビット数など）が、研究開発開始時点で普及している同方

式のものと比較して十分な優位性があること、もしくは開発したシステムが量子コ

ンピュータの性能を向上させること等を検証すること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-2-9）超伝導転移端光センサシステム 

＜開発対象＞ 

 産業利用可能な光量子コンピュータの開発には、光子数識別が可能な光検出システム

の高度化が不可欠である。そのため、光量子コンピュータのための超伝導転移端光セ

ンサシステムの高度化（高速応答化、光子数識別能力、高精度化など）及びそのため

の要素技術（特性評価技術含む）等を開発する。 

 

＜開発目標＞ 

 開発した部素材の性能（計測速度、光子数識別能力、精度、感度、コストなど）

が、研究開発開始時点で普及している同方式の部材と比較して十分な優位性がある

こと、もしくは開発した部素材が量子コンピュータの性能を向上させること（例え

ば量子コンピュータ実機もしくは量子ビットとの連結動作評価･実証等）等を検証す

ること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

（g5-3）量子コンピュータの産業化のためのミドルウェア開発（助成） 

＜開発対象＞ 

 産業利用可能な量子コンピュータを将来的に容易にユーザーが利用できる環境を整

備するために、シミュレーテッドアニーリングや量子回路シミュレーションを含む複

数方式の量子コンピュータや古典コンピュータのハイブリッド利用を可能にするミ

ドルウェア及びそのために必要な要素技術（計算資源最適化技術など）、これらを実

装した計算環境等を開発する。 

 例えば量子コンピュータが進化した場合でも共通利用可能なＡＰＩなどを開発・実装

することで、将来的な量子コンピュータの進化・産業利用化に伴い、計算を行うコン

ピュータの種類（古典、量子含む）が変化した場合でも、これまでのプログラム技術

を継続して利用できるミドルウェア・計算環境を開発する。 

 必要に応じて、開発ミドルウェアや環境等のビジネス利用に向けた評価のための計算

環境等を開発する。 

 

＜開発目標＞ 

 開発したミドルウェア等により可能になる機能（量子コンピュータの進化に対する

追従能力等）が研究開発開始時点で普及している類似の製品と比較して十分な優位

性があること、もしくは２０３０年頃の量子コンピュータ性能を仮定した時に開発

したミドルウェア等による計算性能が産業化に十分なものであること等を量子コン

ピュータ実機や大型 GPU コンピュータへの接続などを通じて検証すること。 

※提案者にて評価すべき性能やその目標値を提案時に設定すること。 

 

 

＜応募における推奨事項等＞ ＊記載が無い限り、（g5）共通 

 各開発要素の単独提案だけでなく、複数の要素をまとめた提案の応募も歓迎する。 

 プロジェクトの効率的かつ効果的な実施の観点から、国立研究開発法人産業技術総

合研究所に設置した量子・AI 融合技術ビジネス開発グローバル研究センター（G-
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QuAT）に整備している関連施設・装置等を可能な限り活用することを推奨する。活

用する場合、提案時にその内容・調整状況等を記載すること。 

 （g5-2）に関して、開発した部素材等の量子コンピュータ以外の応用先が想定され

る場合、その応用やビジネス化に必要な内容を、提案の一部に含めても良い。ただ

し量子コンピュータへの応用は必須であることに留意すること。 

 

＜応募条件＞ ＊記載が無い限り、（g5）共通 

 提案内容は３年間分を記載し、事業開始２年後（令和７年度末時点）及び３年後

（令和８年度末時点）における目標値を提案時に設定すること。 

 開発内容に関する知財化や国際標準化の戦略及びこれらに関連する活動（調査含

む）の内容を提案時に記載すること。なお、国際標準化活動の場となる国際標準化

委員会は ISO/IEC JTC3 に限定しない。 

 本提案の開発に用いる重要な部品・材料・装置等のサプライチェーンの強靱化及び

安定性確保の観点から、上記の調達等における事業リスク分析（例えば調達物品の

製造元国や外注予定国のリスト化など）及びその対応策について提案すること。た

だし採択段階では、研究が進展しなければ判明しないリスクも想定されることか

ら、リスク分析及び対応策立案に関する今後の方針の提案でも可とする。研究開発

段階が進むにつれて、より具体的な分析及び対応策を要することとする。 

 複数の事業者や研究開発拠点において本事業を行う場合、各事業者・拠点における

実施内容を明確に記載すること。特に国外の事業者、拠点をおいて活動を行う場

合、国外で行うことの必要性を明記すること。 

 「５．実施体制等」に記載の通り、研究開発能力を最大限に活用し、効率的かつ効

果的に研究開発を推進する観点から、ＮＥＤＯは研究開発責任者（プロジェクトリ

ーダー）を選定する。各実施者はプロジェクトリーダーの下で研究開発を実施する

ことをあらかじめ了解すること。なお、必要に応じてプロジェクトリーダーの下

に、ＳＰＬ（サブプロジェクトリーダー）を設置することがあり、その場合も同様

である。 

 

（g6）ＡＩ用計算資源の高度化に向けた研究開発（委託・助成）【ＧＸ】 

生成ＡＩは、あらゆる分野で利用され、その開発や利活用等のイノベーションが社会課

題の解決や国際的な競争力に直結する可能性があると考えられている。今後、生成ＡＩの

利活用が拡大するにともない、計算需要が一層高まると予想されている。そのような状況

のなか、国内の計算資源の量的拡大を継続するだけでなく、省エネなどの観点も踏まえ

て、学習や推論など用途に応じた最適なＡＩ半導体の選択と、その効率性や利便性の向上

に資するソフトウェアの開発を進めることで、ポスト５Ｇ情報通信システムの一部として

のＡＩ用計算資源の高度化を実現することが重要である。そして、これらのソフトウェア

を、日本国内で登記され、かつ、日本国内で計算資源を提供する事業者（以下、計算資源

提供者）に広く提供することで、競争力を底上げするとともに、ＡＩの開発力・供給力の

強化を図る。 

令和６年６月に閣議決定された統合イノベーション戦略２０２４においては、この生成

ＡＩのイノベーションを加速する好循環の形成を図っていくために、「計算資源等のイン

フラの高度化とともに、ＡＩ利活用の推進と研究開発力の強化を一体的に官民が連携して

進めていく。」と明記されており、政府として取組の一層の加速が求められている。 

これまで、生成ＡＩの開発においては、基盤モデルの学習に計算資源の需要が集中して

いたが、今後はアプリケーション実行時の推論への計算資源の需要も加わり、需給の逼迫

が不可避な状況である。ＡＩ半導体は、高性能化と低消費電力化を両立すべく、学習・推

論など用途に応じて必要な機能を組み合わせた専用半導体の開発が進められており、今

後、市場投入される多様なＡＩ半導体を高効率に利用するニーズが見込まれている。ま

た、国内の一部の計算資源提供者においては、計算資源の利便性を向上させるソフトウェ

アの実装が不十分な場合、ＡＩ基盤モデルの構築やＡＩサービスの提供を行う事業者（以

下、ＡＩサービス提供者）によっては、その計算資源を十分に活用できない可能性があ
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る。 

このため、本テーマでは、多様なＡＩ半導体で構成されるＡＩ用計算資源の利用・普及

および利便性の向上のために、①計算資源提供者が各種ＡＩ半導体の特性を活かしながら

高効率に資源提供し利用できるようにするソフトウェアの研究・開発、そして、②ＡＩサ

ービス提供者が多様なＡＩ半導体を利用できるテストベッド環境の構築とその運用技術や

ＡＩ半導体の評価技術に関するソフトウェアの開発、③ＡＩサービス提供者による計算資

源利用の利便性を向上するソフトウェアの開発に取り組むものとする。このテーマで開発

されたソフトウェアと評価結果は国内の計算資源提供者の事業に資するものとする。 

本テーマの実施においては、参加事業者はテストベッド環境を共用するものとする。ま

た、単に個社がソフトウェアを開発する取組とするのではなく、参加事業者同士で、人的

交流や知識共有、技術仕様の標準化など、技術連携を進めることで事業成果の最大化を図

る。更に事業成果を利用する計算資源提供者とも連携して研究開発を実施することで、開

発・利活用のエコシステムを構築するなどの点に配慮するものとする。 

本テーマは、各種ＡＩ半導体を活用したテストベッド環境を構築・運営する事業者（以

下、テストベッド提供者）が、従来広く使用されているＧＰＵだけでなく、商業利用の見

通しが不透明な国産をはじめとする新興ＡＩ半導体を幅広くかつ重点的にテストベッド環

境に整備して、他の事業者と共同で、その高効率利用性や利便性向上に資するソフトウェ

アの開発、システム性能評価データの取得、そして性能評価データの計算資源事業者への

提供を実施することにより、多様なＡＩ半導体の利用・普及、利便性の促進に寄与するも

のである。テストベッド環境構築には国産のＡＩ半導体も含まれるが、多くは外国から輸

入したＡＩ半導体を対象としたソフトウェアの研究開発を要し、外国政府による貿易管理

規制の域外適用等の外部要因によって市場の有無が大きく左右され得る。またこれに加

え、初期投資が膨大であり、民間企業単独や民間団体・コンソーシアム等では整備が困難

であることが懸念される。このため、本事業は初年度の基礎的研究開発については、委託

事業として実施する。また、本開発テーマは計算資源の利用を高度化する基盤的な研究開

発事業であるが、同時に計算資源提供者の自社事業に裨益する内容でもあるが懸念され

る。こうしたことから、民間事業者に対しては、初年度は委託事業としてはじめるが、２

年目以降は、助成事業に切り替え、その補助率も段階的に引き下げるものとする。具体的

には、本事業は５年間の研究開発計画として実施し、初年度は委託契約により、ＮＥＤＯ

が全額（１００％）を負担する。２年目以降は助成金事業に移行し、２～４年目は助成対

象経費の２／３、５年目は１／２をＮＥＤＯが助成する。但し、テストベッド整備及び本

事業期間中のテストベッド運用については、その運用のための環境整備も含め民間企業／

学術機関等の種別によらず、委託事業として実施する。 

 

＜開発対象＞ 

 多様なＡＩ半導体から成るテストベッド構築とその運用、性能評価のためのソフトウ

ェアの研究・開発 

 各種ＡＩ用半導体の特性を活かし、学習や推論などの用途に応じてその高効率な利用

を可能にするソフトウェアの研究・開発 

 テストベッドなどの計算資源利用の利便性を向上するソフトウェアの研究・開発 

 

 

＜開発目標＞ 

 各種ＡＩ半導体を使い分けるための評価指標（電力あたりの計算性能など）を定め、

基準となるＡＩ半導体と比較しその優位性をテストベッド上で定量的または定性的に

比較し示すこと。 

 提案時にソフトウェアによる改善期待効果を各種指標（学習や推論の処理時間、レイ

テンシやスループット、電力消費量、必要な計算資源、ＧＰＵ稼働率、作業コスト、

作業時間など）において、従来技術と比較しＮ倍以上といった定量的目標または定性

的目標を設定し、本事業で検証すること。 
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＜応募条件＞ 

 本事業は、テストベッド構築・運用のみの提案は認められない。また、研究機関単独

での応募は認められない 。事業者は日本国内で登記された事業者であること。 

 個社単独でソフトウェアを開発するのではなく、他の本事業参画事業者との人的交流

や知識共有、技術仕様の標準化など、技術連携を進めることで事業成果の最大化を図

ることを推奨する。 

 事業開始時点で普及しているＡＩ半導体以外のＡＩ半導体を含む２種以上のＡＩ半導

体上で動作するソフトウェアの研究・開発を推奨する。 

 ソフトウェアの初期バージョンを、事業開始から２年以内に、テストベッド環境で使

用可能な状態にすること。また本研究開発事業の趣旨に則り、事業期間中はＡＩ半導

体の技術動向に応じてソフトウェアの更新を推奨する。 

 テストベッドは、(ａ)研究開発時点で普及しているＧＰＵ、(ｂ)ＨＰＣ分野で実績が

あり今後ＡＩ分野でも普及が期待される汎用的な半導体、(ｃ)推論や学習性能が期待

できる専用半導体、（ｄ）今後の成長を期待する国産のＡＩ半導体などに分類し、

(ａ)(ｂ)(ｃ) (ｄ)のそれぞれから１機種以上を選択することで、できるだけ多様なＡＩ

半導体をテストベッド環境に整備すること。また、学習や推論などの用途毎に、ＡＩ

半導体の現実的な性能評価の実施に必要となる前提条件や数量を設定すること。事業

期間中はテストベッドの運用・更新・提供を続けること。       

※提案者にて、現実的な性能評価に必要な前提条件を設定した上で、それに対応するＡ

Ｉ半導体の詳細リストを添付すること    

 

（g7）データの秘匿性を考慮した効率的な AI 学習手法の開発（委託）  

生成 AI は、様々な創造的な作業を人間に代わって行える可能性があることから、今後の

我が国産業における生産性向上やイノベーション創出のカギとなる技術である。現在、そ

の性能向上を支えてきたウェブ上の公開データは既に学習し尽くされつつあり、今後の

AI 開発においては、企業や組織が保有する実データを安全に共有・活用することが不可

欠となっている。しかし、実データの多くは個人情報や機密情報を含むことから、データ

の秘匿性を考慮した学習手法の確立が重要な課題である。 

 特に金融分野は、顧客情報、取引履歴、信用スコアなど機微で秘匿性の高い情報を日

常的に取り扱う分野であり、情報漏洩が社会的・経済的影響を及ぼすリスクが高い。ま

た、金融はすべての産業と横断的に関わる社会インフラであり、他産業における AI 利活

用を進める上で信用供与や決済を通じて他分野のデータと密接に連動することから、金融

における秘匿性の担保は全産業共通の重要課題と位置づけられる。 

 本テーマでは、こうした背景を踏まえ、データの秘匿性を考慮しつつ、効率的かつ高

性能な AI モデルを学習・構築できる先端的手法の研究開発に取り組む。開発された手法

は、秘匿性・学習精度・通信コスト・学習効率といった観点で国際的な競争力を持つこと

を目指すとともに、その成果（手法・AI モデル・評価結果等）は最大限オープンに公開

し、日本の AI 技術の発展と産業界での利活用を促進する。  

 また、研究開発成果の実効性を検証し、フィードバックを通じて改良を図るため、金

融分野を中心とした実証と評価を行い、産業横断的な AI 学習基盤を開発する。あわせ

て、本事業成果の最大化に向けて、国際的な波及を前提に、本事業期間中から海外企業や

研究者との技術交流を積極的に推進する取組とする。 

 なお、本テーマでは、極めて先端的な技術開発を要し、国際約束や外国政府による貿

易管理規制の域外適用等の外部要因によって市場の有無が大きく左右されるものであるこ

とから、委託事業として実施する必要がある。 

 

＜開発対象＞ 

 データの秘匿性を考慮した効率的な AI 学習手法 

※AI 学習手法を用いた AI 基盤モデル開発も含む 
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＜開発目標＞ 

 

 データの秘匿性を考慮した効率的な AI 学習手法を２つ以上開発するとともに、当該

手法について、データの秘匿性、モデル精度、通信コスト、学習効率等の指標に関

し、国際的な先進手法と比較して十分な優位性を有することを検証すること。 

 

※提案者にて、ベンチマークや「他の最先端の手法と比較して、X％以上の性能を達成で

きる」等の定量的な目標を提案時に設定すること。 

 

 金融分野における実データを用いて実証すること。：２件以上 

※複数の企業または組織内のデータを用いた実証・評価を行うこと。 

 

＜応募条件＞ 

 本テーマで開発した AI 学習手法等の成果やナレッジは広く公表すること。  

 産業界と学術界が広く参加する形で提案すること。 

 AI における先端の研究開発を行っている海外法人等と共同で研究開発事業を実施する

こと。ただし、当該海外法人等は提案者の再委託先もしくは共同研究先として実施体

制に組み込むこと。 

     ※「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。  

 生成 AI 開発に向けた人材育成やナレッジの涵養の観点から、国際的に高い技術力・

研究実績を有すると認められる海外のトップ企業やトップエンジニアとの交流等に取

り組むこと。  

 経済産業省が指定するコミュニティに積極的に参加すること。   

 開発を進めるにあたっての詳細は、必要に応じて、経済産業省と調整の上、決定する

こととする。  

 

（g8）製造業データ等の AI-Ready 化に関する研究開発（GENIAC）（委託）【ＧＸ】 

経済・産業活動のデジタル化が進展する中、データは生産性向上やイノベーション創出

の基盤となる重要な資源となっている。一方、これまで AI の性能向上を支えてきたウェ

ブ上の公開データは学習が進みつつあり、今後は企業や組織が保有する実データの活用が

一層重要となっている。 

しかし、企業内に蓄積されたデータの多くは、部門や用途ごとに分断されて管理されて

おり、データの意味や相互の関係性が十分に整理されていない場合が多い。このため、AI

による探索・分析・利活用が困難となり、データの潜在的な価値が十分に引き出されてい

ないという課題がある。また、機密性やノウハウ性の高いデータを多く含むことから、デ

ータ整備や管理の方法について、実践的な手法や設計指針が必ずしも確立されていない。 

このため、本テーマでは、対象とする手法をあらかじめ限定することなく、製造業デー

タ等を対象として、AI が利活用可能な状態（AI-Ready 化）とするための課題およびその

解決に資する手法を広く募集した上で、支援対象を絞り込む形で研究開発に取り組むもの

とする。 

また、研究開発の有用性を実証するため、企業や組織が実際の業務・現場で保有・利用

している製造業データ等を用いた実証・評価を行うとともに、AI-Ready 化されたデータ

の有用性について、共通的な知見として整理し、広く公表することとする。 

※AI-Ready 化とは、分かりやすい構造（構造化・モデリング）、適切なサイズ（チャン

キング）、適切な意味づけ（ベクトル化・ラベリング）、高い品質（誤り・偏りの少ないデ

ータ）、統一された管理（ガバナンス・セキュリティ）、継続的な改善（モニタリング＆フ

ィードバック）等を指す。 

 

＜開発対象＞ 

製造業データ等の AI-Ready 化に関する手法 
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＜開発目標＞  

 AI-Ready 化までのプロセスについて、他のデータにも適用可能な再現性および汎用

性を有する手法として確立すること。 

※企業や組織が実際の業務・現場で保有・利用している製造業データ等を用いた実証・評

価を行うこと 

 

＜応募条件＞  

 本事業で開発した AI-Ready 化の手法については、AI-Ready 化したデータの有用性の検

証結果を含め、他の企業や組織が参照・模倣可能な粒度で整理した上で、公表するこ

と。 

 また、経済産業省・NEDO が今後実施する「AI ロボット・フィジカル AI を見据えたマ

ルチモーダル基盤モデル開発事業」に対しては、当該事業におけるモデル性能や評価に

資するため、モデル性能のベンチマークや評価データ等の作成に協力すること。 

 さらに具体的な連携のありかたについては、AI-Ready 化手法の開発に関わったステーク

ホルダーの利益や競争上の影響または契約等に十分に配慮した上で、AI-Ready 化したデ

ータの学習データとしての提供範囲や条件等について、経済産業省と委託事業者との間

で協議の上、別途決定する。 

 本事業で開発した AI-Ready 化の手法について、他の事業者による参照・適用を通じて

汎用性および再現性を評価する観点から、複数の企業又は組織と連携して提案すること

が望ましい。※ただし、データ保有企業等が主体となり、自社内の複数の業務・工程等

を対象として、当該手法が他の事業者にも適用可能であることを示せる形で検証を行う

など、汎用性・再現性の評価が可能と認められる場合には、必ずしも複数の企業との連

携を要しない。 

 経済産業省が指定するコミュニティに積極的に参加すること。 

 開発を進めるにあたっての詳細は、必要に応じて、経済産業省と調整の上、決定するこ

ととする。 

 

（g9）ロボット基盤モデルの研究開発（GENIAC）（助成） 

日本は、人口減少を背景とした構造的な人手不足により、あらゆる産業において深刻な

労働供給制約の影響が顕在化しつつある。また、中堅・ 中小企業を含めたサプライチェ

ーン全体が DX を通じて生産性を高め、GX を実現することが求められている。 

こうした局面を打破するには、AI の本格的な社会実装が急務であるが、人間が物理的

な実体である以上、AI とそれを搭載したロボット（AI ロボット）を一体的に導入するこ

とが不可欠。これを通じて、各産業の労働供給を補完し、生産性を高めるとともに、AI・

ロボット産業を日本の新たな中核産業へと飛躍させることが重要。 

従来、ロボティクス分野では知覚・計画・制御等のプロセスごとにソフトウェアが必要

だったものが、AI の加速度的な発展を背景として、知覚・計画・制御に機械学習や基盤

モデルを統合し、自律性や汎用化を高める AI ロボティクスの研究開発競争が激化。VLA

や VLM といったロボット基盤モデルの登場など、ソフトウェア技術スタックの構成に変

化が生じている。 

こうした背景の中で、AI ロボティクス分野における日本としての産業競争力の強化や

経済安全保障の観点から、本テーマでは、自動運転車、ドローン・無人航空機、自動運航

船等の領域に関して、ＡＩによる知能の高度化を通じて自律制御を実現する機械システム

に搭載されるためのロボット基盤モデルの開発に取り組むこととする。 

 

＜開発対象＞ 

本事業ではロボット基盤モデルを開発対象とする。 

なお、本事業におけるロボット基盤モデルとは、ＡＩによる知能の高度化を通じて自律

制御を実現する機械システムに搭載され、当該ハードウェアを直接制御するロボット基盤

モデルをいう。 

※公道、航路等の公共インフラを利用する自動運転車、ドローン・無人航空機、自動運航
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船等の機械システムを直接制御するロボット基盤モデルに限る。 

※ロボット基盤モデルの実現に不可欠なロボット向けＶＬＭや、世界モデル（環境理解・

予測モデル）といった周辺コア技術を含む。 

 

＜開発目標＞  

 開発したロボット基盤モデルによって環境や指示を認識し、柔軟かつ適切なフィード

バックを生成することで、自律制御を実現すること。 

 開発した生成 AI の基盤モデルが国際的に比較して十分な優位性があることを検証す

ること。 

※提案者にて、ベンチマークや、「最先端レベルに対してＮ％以上の性能を達成できる」

といった目標を提案時に設定すること。 

 

＜応募条件＞  

 導入予定環境での実証を必須とする。その際、社会実装に向けた取組であることを確

認するため、本事業成果の将来的な導入・展開について意思決定を行う立場にあるパ

ートナー企業（量産メーカー（OEM）、一次サプライヤー（Tier1）、ユーザー企業

等）と連携した実証とすること。（具体的には、当該パートナー企業との連名による

提案とすることを推奨し、提案者自身がその意思決定を行う立場にある場合は、この

限りではない。） 

※実証とは、ロボット基盤モデルを搭載した機械システムを、実際の産業現場や公

道、航路等の導入予定環境に導入し、当該基盤モデルの性能及び適用範囲を検証する

プロセスを指す。 

 経済産業省が指定するコミュニティに積極的に参加すること。 

 経済産業省から開発するモデル等について情報提供の依頼があった場合には、それに

応じること。また、使用するベースモデルや合成データの生成に用いるモデルについ

ては、必要に応じて、経済産業省、NEDO と調整の上、その指示に従うこととする。

また、開発を進めるにあたっての詳細は、必要に応じて、経済産業省、NEDO と調整

の上、決定することとする。 

 本事業の開発成果や実証成果は、経済産業省・ＮＥＤＯが実施する「ＡＩロボット・

フィジカルＡＩを見据えたマルチモーダル基盤モデル開発事業」への成果還元を行う

こと。成果還元の詳細は、経済産業省、NEDO と調整の上、決定することとする。 

 ロボット基盤モデルの開発は、通常の基盤モデルの開発とは異なり、主に動画デ

ータ等の大容量データによる学習が必要であり、学習効率の向上が本事業の研究

開発成果の向上に特に直結することから、以下の要件を全て満たし、合理的であ

ると認められる場合には、オンプレミス環境の構築を認める。 

（オンプレミス環境の構築の要件） 

i. 開発目標の実現に向けて、継続的に大規模な計算資源を要する大規模な独自の

データセットを用いた基盤モデル開発が必要であることを示すこと。その際、

開発目標、その実現に向けた開発計画、必要とする計算資源量、データセット

の規模をそれぞれ具体的・定量的に示すこと。 

ii. クラウドサービスとオンプレミス環境において、事業期間内での、調達費用と

学習効率の費用対効果を比較し、オンプレミス環境の方が優れていることを定

量的に示すこと。その際、クラウド調達する場合の見積書を提出すること。 

iii. 提案者が本事業で想定するモデル規模及び学習方式を前提として、ロボット基

盤モデルの学習に特化した大規模な専用ＧＰＵクラスタの構築において、計

算・通信・ストレージの３要素におけるボトルネックになり得る要因を具体的

に示すとともに、それらを解消するための具体的な技術的アプローチを記載す
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ること。その際、学習効率の向上において特に重要となるインターコネクトネ

ットワークの帯域、ストレージの容量及び速度を定量的に示すこと。 

iv. 提案者が、大規模な専用 GPU クラスタを用いた基盤モデルの開発に関し、十分

な経験及び実績を有していることを示すこと。 

v. 提案時点で、データセンターの用地及び GPU の調達目処が立っていること。そ

の際、使用するデータセンターと GPUを具体的に明記すること。 

vi. 本事業で構築した専用 GPU クラスタの構築・運用ノウハウは公開し、他の開発

事業者が模倣可能な形にすること。 

 ロボット基盤モデルの開発において、データ収集やロボット基盤モデルのデプロイを

行うためのロボットを海外企業等から調達する場合（コンポーネントを海外企業等か

ら調達し提案者がロボットの組立を行う場合は除く）、当該ロボットに対するセキュ

リティ対策を講ずること。 

 

＜特記事項＞  

本研究開発テーマにおいては、外部有識者委員会の承認を経て１年を超える研究開発

期間が設定された場合、ステージゲート審査を実施することとする。このステージゲ

ート審査は事業開始から終了までの中間時点（3 年の場合は、研究開発開始時点から

1.5 年後）を目途に実施する。なお、採択審査段階等における外部有識者の審査で認

められた場合には、ステージゲート審査時期の目途よりも前後に実施することも可能

とする。 

 

（g10）触覚‐動作統合に基づく環境適応型フィジカル AIの研究開発（委託）【ＧＸ】 

近年、ロボティクス分野では、AI 技術の進展により、判断・行動を一体的に処理する

知能アーキテクチャの研究が加速している。生成 AI やマルチモーダル基盤モデルの発展

によって、ロボットは視覚や言語など多様な情報を統合し、実世界で自律的に学習し行動

する段階へと進化しつつある。 

一方、実環境への適用に際しては、素材の個体差、姿勢ずれ、滑り、経時変化などの予

測不能な揺らぎが連続的に発生するため、視覚認識のみでは安定した作業が成立しない。

また、環境変化への脆弱性、未知タスクへの汎化不足、学習の非効率などの課題が残る。

これらは、省エネ・設備効率化など GX 領域で求められる安定稼働にも直結する重要な課

題となっている。 

この課題を克服するためには、ロボット自身が接触状態を感じ取りながら動作を微修正

し、その経験をエッジ環境で知覚・判断・行動を統合することで継続的な学習が可能とな

る「フィジカル AI」の確立が不可欠である。本プロジェクトでは、触覚センサーと継続

学習アルゴリズムをロボットに直接統合し、実環境における接触・操作・調整のサイクル

がロボット内部で閉じるエッジ知能基盤を構築する。これにより、エネルギー損失の低減

や作業最適化といった GX の観点からの効果を伴いながら、産業から生活支援領域に至る

まで、日々変化する環境に対して破綻せず適応し続けるロボティクスの実現を目指す。 

 

＜開発対象＞ 

本プロジェクトでは、実世界で自律的に学習・行動するエッジ AI の構築を最終的な目

標とし、現段階ではその実現に向けた中核的要素技術を確立するために、以下の３項目を

開発対象とする。 

1. 実環境変動に頑健な適応知能モデルの構築 

実世界の不確実性や外乱に頑健に対応し、視覚・触覚・力覚・言語情報を統合し、接触

状態に応じて動作を逐次微調整するマルチモーダル AI モデルを開発する。 

2. 低遅延触覚エッジデバイスの開発 

触覚・力覚等の情報を低遅延で動作制御系に接続でき、かつ限られた計算資源の中で触

覚フィードバック・推論・学習がローカルに完結するロボットにも装着可能な高感度触覚
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センサーおよび信号処理基盤を開発する。 

3. ロボティクスへのシステム統合 

開発した AI モデルおよびエッジデバイスを統合し、産業・生活支援など複数のユース

ケースにおいて、材質差・個体差・配置ずれといった「日々変わる環境」でも破綻しない

適応性能に関する技術実証を行う。 

 

＜開発目標＞  

1. リアルタイム自己学習アルゴリズムの確立 

予測不能な環境変動下でも破綻せず作業継続できるロボティクス AI 実現のため、実環

境における接触・摩擦・滑りの変化を検知し、動作を逐次微調整する触覚－動作統合モデ

ルを構築する。接触経験等を判断根拠として行動方針を更新し続ける継続学習アルゴリズ

ムを開発する。 

2. 触覚情報等を低遅延で処理可能なエッジ知能基盤の構築 

触覚センサーと制御系をローカルに接続できるエッジアーキテクチャを設計し、推論・

動作制御・学習を通信に依存せず現場内で完結できる構造を実装する。また省電力・低遅

延の動作制御を可能とし、連続的な触覚フィードバックを前提とした身体性処理を実現す

る。 

3. 接触・調整・学習の自律サイクルの実証評価 

開発した AI とエッジデバイスを統合し、産業や生活支援分野におけるユースケースで

実証評価を行う。組立・搬送等の実環境で、適応性や省電力性を定量的に検証し、自律学

習型システムの社会実装への可能性を示す。 

 

各開発目標について、研究段階に応じた具体的な成果指標を設定し、達成状況を明示でき

るものとする。また、2 年後のステージゲートでは研究開発の進捗と基盤技術の成熟度を

示し、3 年後のステージゲートでは社会実装に向けた技術的・運用的な道筋を提示できる

ことを要件とする。 

 

＜応募条件＞  

 機械学習に関する理論研究やアルゴリズム開発など，数理的な基礎研究を 5 年以上実

施した経験を有し，それら研究成果について国際的な評価を得るに足る実績を有して

いること． 

 開発した成果の社会実装に向けた研究開発を担う企業等と共同で研究開発事業を実施

すること． 

  事業成果の最大化を図るため，本事業で構築するシステムや技術などは、ユーザー

企業等にも利用してもらい，そのフィードバックを得て更なる改善を行うなど，当該

技術を社会実装する具体的な道筋（利用シーン等）を示せること。 

 本事業の開発成果や実証成果は、経済産業省・NEDO が実施する「AI ロボット・フ

ィジカル AI を見据えたマルチモーダル基盤モデル開発事業」への成果還元を行うこ

と。成果還元の詳細は、経済産業省、NEDO と調整の上、決定することとする。 

 また、本事業の開発成果や実証成果は、経済産業省・NEDO が実施する「ポスト５

Ｇ情報通信システム基 盤強化研究開発事業におけるロボティクス分野の生成ＡＩ基

盤モデルの開発に向けたデータプラットフォームに係る開発（委託）」への成果還元

を行うこと。成果還元の詳細は、経済産業省、NEDO と調整の上、決定することと

する。 

 

② 先端半導体製造技術の開発（助成、委託） 

情報通信システムにおいては、装置内で信号の処理を行う半導体が極めて重要な役割を

担う。また、デジタル化の進展により大量のデータ処理への需要が高まっており、自動運

転、スマートファクトリ、物流などポスト５Ｇ時代で導入が進むアプリケーションによっ

てさらに計算需要が増えると予想される。こうした計算需要に応えるためには高性能かつ

高効率な計算基盤の構築が必要であり、その計算基盤はスーパーコンピュータや AIコンピ
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ュータ、高性能コンピュータだけでなく、量子コンピュータなどの様々な計算資源をネッ

トワークでつなぎ、情報処理を最適化したものであると考えられる。 

現在、日本国内には、ポスト５Ｇを含む情報通信システムや計算基盤において必要とな

る先端的なロジック半導体等（以下、「先端半導体」）の製造能力が無く、供給安定性等の

観点で脆弱な状況にある一方で、ポスト５Ｇ以降の情報通信システムや計算基盤において

は、先端半導体の重要性が更に増していくと考えられる。 

このため、将来的に、情報通信システムや計算基盤で用いられる先端半導体を国内で製

造できる技術を確保するため、先端半導体の製造技術の開発に取り組む。具体的には、パ

イロットライン（一部の製造工程から成るリサーチライン、ウェハーを国内で相互に移送

することにより一繋ぎのラインとして機能するものを含む。）の構築等を通じて、国内に無

い先端半導体及びその周辺デバイスの製造技術（ロジック半導体と組み合わせて動作する

メモリや光デバイス等に関する技術、ロジック半導体を含む複数の半導体の実装技術等を

含む。）を開発する。さらに、国際連携により、最先端ロジック半導体の製造技術を確立す

る。 

先端半導体は更なる微細化が進展しつつあり、2020年において最先端のロジック半導体

は 5nmノードに達するとともに、前工程の製造・プロセス技術は今後も微細化（More Moore）

が継続し、高性能化・低消費電力化することが想定されている。 

また、後工程の More than Moore技術においても、2次元高密度実装や 3次元（2.xD、

3D）実装の進展、パッケージ基板の大面積化により、SiP（System in Package）としての

高性能化やチップ間インターコネクトの帯域幅拡大が進みつつある。 

加えて、ロジック半導体が十分に機能を発揮するためには、メモリ（SRAM、DRAM等）、ス

トレージクラスメモリ（MRAM、PCRAM等）、ストレージ（NAND Flash 等）、センサー（イメ

ージセンサー等）等の周辺デバイスとの高速なインターコネクトの確保も不可欠であり、

その帯域幅拡大やこれら周辺デバイス自体の性能向上（高速化・低消費電力化）によって、

SiP 全体の性能向上が期待できる。 

さらに、先端半導体の製造において今後重要性が増すと考えられる分野の材料・部材に

関する技術を開発する。 

具体的な開発テーマは、以下の通りとする。 

 

（a） 先端半導体の前工程技術（More Moore技術）の開発（助成） 

先端半導体は更なる微細化が進展し、IEEE の IRDSTM2020 によると、プロセスノードは

2022年に 3nmノード、2025年に 2.1nm、さらにその先では 2028年、2031年、2034年にそ

れぞれ 1.5nm、1.0nm、0.7nm へと進むことが予想されている。そして、微細化の進展に伴

い、トランジスタ構造は FinFET からナノシートを活用した三次元構造や GAA（Gate All 

Around）構造へと変化、チャネル材料はシリコンゲルマニウム（SiGe）やゲルマニウム（Ge）、

2次元材料が多用されるようになり、配線材料も銅（Cu）からルテニウム（Ru）へ変化する

等、新構造と新材料を用いたトランジスタへと変化していく。このため、半導体製造・プ

ロセス技術全般について新規技術開発や抜本的な性能向上が必要となる。 

そこで、2nm以降のプロセスノードの先端半導体において求められる高性能な露光・微細

加工技術、成膜技術、アニール技術、エッチング技術、洗浄技術等のうち、特に新規開発

や大幅な性能向上が必要となる製造・プロセス技術等（以下の開発対象技術全てを含める

必要は無い。）を開発するとともに、パイロットラインの構築等を通じて、微細加工を施し

た実ウェハーによる製造装置の評価・検証を実施し、国内に無い先端性を持つロジック半

導体の製造技術を確立する。 

 

＜開発対象※１＞ 

 露光・微細加工技術（微細な三次元構造の加工・形成技術等） 

 成膜技術（新材料チャネル、新材料配線、極薄膜／多層積層技術等） 

 配線技術（微細孔への埋め込み、裏面配線等） 

 アニール技術（極薄膜対応技術、低熱履歴化技術等） 

 エッチング技術（新材料、新構造のエッチング技術等） 
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 洗浄技術（微粒子／メタル濃度の極低濃度化等） 

 革新的な高生産性プロセス技術 

 先端半導体と一体として機能するメモリ（キャッシュ用途等）の製造技術 

 その他の重要な製造・プロセス技術 

＜開発目標＞ 

 次世代（2.1nm や 1.5nm ノード※２）の先端半導体製造・プロセスにおいて求められる

基本性能を具備する製造・プロセス技術を開発し、評価・検証すること。（製造装置と

しての検証であり、先端半導体の実工場ラインでの検証までは必須としない。） 

なお、さらに先端的な次々世代（1.0nm ノード以降※３）の先端半導体において求めら

れる技術開発を含める場合は、要素技術開発あるいは初期的な試作機の開発まで終え

ること。 

※１ 括弧内は開発対象の技術例。 

※２ IRDSTM2020中の「Logic industry “Node Range” labeling (nm)」における

「2.1」及び「1.5」を意味する。 

※３ IRDSTM2020中の「Logic industry “Node Range” labeling (nm)」における

「”1.0 eq”」以降を意味する。 

 

実施に際しては、事業成果の最大化のため、必要に応じ、本事業で構築するパイロット

ライン等は半導体の装置・部材メーカー等にも利用してもらい、そのフィードバックを得

て更なる改善を行う等、可能な範囲でオープンイノベーションを推進するとともに、ユー

ザー企業・機関との連携、国際連携の推進、他の政府予算事業との連携によるシナジー効

果の創出、成果報告会・ワークショップの開催等も行う。 

なお、開発の実施に当たっては、個々の製造技術単体の開発に留まらず、先端半導体製造

工場へ高い適用性を確保するため、開発期間全体を通じて、技術の将来的なユーザーにあ

たるファウンドリー企業や半導体デバイスメーカー等との連携体制を積極的に構築し、最

新のユーザーニーズを踏まえ、必要に応じて、研究開発内容を柔軟に見直す等、成果の最

大化に取り組むこととする。 

 

（b） 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発（助成） 

ポスト５Ｇ情報通信システムにおけるクラウド・ＭＥＣサーバー等の高性能コンピュー

ティング、及びエッジコンピューティングでは、多様なアプリケーションに対応するため

に、ロジック半導体の微細化の進展による高性能化はもとより、ロジック半導体と周辺デ

バイス（メモリ、センサー、AIチップ、RF 等）とを単一パッケージに統合する、2次元高

密度実装や 3次元（2.xD、3D※）実装技術の進展が不可欠である。特に、高性能コンピュー

ティング向け実装技術ではパッケージ基板の大面積化や 3 次元・高密度実装向けの新規の

材料、製造・プロセス技術、アセンブリー・パッケージング技術等が求められ、エッジコ

ンピューティング向け実装技術では、小型・低実装面積での高性能化、高機能化、低消費

電力化を実現可能な製造・プロセス技術が求められるとともに、合わせてこれらの実装技

術を支える共通基盤技術が求められる。 

そこで、先端半導体において求められる、（b1）高性能コンピューティング向け実装技術、

（b2）エッジコンピューティング向け実装技術、（b3）実装共通基盤技術（開発にあたり以

下の開発対象に記載の技術全てを含めることは必須では無い。）、及び（b4）有機 RDL イン

ターポーザの微細化製造技術の開発を実施し、これにより国内に無い先端性を持つ半導体

の後工程技術（More than Moore 技術）を確立する。 

※ 3Dとは、ロジック・オン・ロジックやメモリ・オン・ロジックなどダイ同士の積層を 

意味する。 

 

（b1）高性能コンピューティング向け実装技術 

＜開発対象＞ 

 先端半導体の実装に必要となるパッケージ基板の大面積化、3次元（2.xD、3D）・高密

度実装向け材料技術、製造装置等の開発とこれらに対応するアセンブリー・パッケー
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ジング技術、その他の関連する重要技術。 

＜開発目標＞ 

 高性能コンピューティング向けの先端半導体（5nm ノード以降※１）の実装・パッケー

ジング工程において求められる基本性能を具備する材料、製造プロセス技術、実装技

術等を開発し、パイロットラインの構築等を通じて、評価・検証すること。開発に当

たっては、先端半導体の実工場ラインへの適用を見据えて、歩留まり向上やシステム

としての性能向上等を実現すること。 

※ IRDSTM2020中の「Logic industry “Node Range” labeling (nm)」における「5」以

降を意味する。 

 

（b2）エッジコンピューティング向け実装技術 

＜開発対象＞ 

 大きさや技術ノードが異なる複数の半導体（ロジック、AIチップ、メモリ、センサー、

RF等）を３次元積層する革新的な貼り合わせ技術、微細化が進んだ半導体間を接続す

る狭ピッチ接続技術、広帯域・低損失インターコネクト技術、積層対象の半導体の高

性能化、その他の関連する重要技術。 

＜開発目標＞ 

 エッジコンピューティング向けの先端半導体の３次元実装技術において求められる基

本性能（小型・低背化、低消費電力、高集積、多機能等）を具備する３次元実装技術を

開発し、パイロットラインの構築等を通じて、評価・検証すること。開発に当たって

は、３次元実装に係る実工場ラインへの適用を見据えて、歩留まり向上やシステムと

しての性能向上等を実現すること。 

 

（b3）実装共通基盤技術 

＜開発対象＞ 

 高性能コンピューティングやエッジコンピューティング向けの先端半導体実装技術の

実装技術を支える共通的な基盤技術のうち、特に新規開発や大幅な性能向上が必要と

なる以下の技術。 

- 実装部材（例：パッケージ基板、封止材、放熱材、研磨剤等） 

- 実装部材を構成する材料（例：コア材、絶縁材料・フィルム、接合材料等） 

- 実装部材の製造・アセンブリー技術（例：パッケージ基板製造技術等） 

＜開発目標＞ 

 先端半導体実装技術（5nmノード以降）において求められる基本性能を具備する基盤技

術を開発し、３次元実装に係る実工場ラインへの適用を見据えて、実用性の評価・検

証をすること。（部材・材料、製造装置としての検証であり、先端半導体の実工場ライ

ンでの検証までは必須としない。） 

 

実施に際しては、事業成果の最大化のため、半導体装置・部材メーカー、学術機関等と

の共同開発やその他の連携を推進する等、可能な範囲でオープンイノベーションを推進す

るとともに、必要に応じ、本事業で構築するパイロットライン等の活用による評価・検証、

ユーザー企業・機関との連携、国際連携の推進、他の政府予算事業との連携によるシナジ

ー効果の創出、成果報告会・ワークショップの開催等も行う。 

 

 （b4）有機 RDLインターポーザの微細化製造技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

先端半導体の後工程における高密度実装を実現する有機 RDL（Redistribution Layer）イ

ンターポーザの微細化製造技術開発 

 ＜開発目標＞ 

 以下の性能を満たす有機インターポーザを開発する。 

 製造時の基板面積：250000mm2以上 

 再配線層ピッチ（Line & Space）：0.5um/0.5um 以下 
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 インターポーザ上の伝送における消費電力が研究開発開始時点の技術と比較して 50%

以下 

 

（c）露光周辺技術開発（助成） 

先端半導体の更なる微細化が進展する中で、特に微細化において重要となる露光工程に

おいては、EUV（極端紫外線）光を用いた EUV露光装置が注目されている。EUV露光装置に

おいては、光源の波長が 13.5nm と従来の露光装置と比較して短いことから、その周辺材

料・部材もそれに対応した技術が必要となる。 

ペリクルは、異物がフォトマスクに直接付着することを防ぐために使用される保護膜で

あるが、これまで EUV 光に対して十分な透過率を有するペリクルは開発されていない。現

時点で EUV 露光装置を用いた先端半導体の製造はペリクル無しで行われる場合があり、こ

れがフォトマスクの寿命に影響を与え、高コストの一因となっていると考えられる。そこ

で、EUV露光装置向けのペリクルを開発する。 

また、微細化はマルチパターニングによっても実現が可能である一方、マルチパターニ

ングは露光時間やマスク枚数の増加により高コスト化の要因となるため、可能な限り少な

い露光回数であることが望ましい。そのため、EUV露光装置では、より微細なパターニング

を行うため開口数（NA）を向上させる等の研究開発が行われており、フォトレジストもそ

れに対応した高い分解能が求められている。そこで、微細化に対応した次世代フォトレジ

ストの開発を行う。 

 

（c1）高出力 EUV 露光装置向けペリクル開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

 高い EUV透過率や耐久性を有し、次世代 EUV露光装置に適用可能なペリクル 

 

＜開発目標＞ 

 以下の性能を両立するペリクルを開発すること。 

－EUV光透過率：95％以上 

－耐久性：EUV露光出力 1000W下において、露光寿命ウェハー換算１万枚以上 

（露光量：ウェハー１枚当たり 30mJ/cm2、96fields） 

 上記によって露光にかかる電力消費量を 15%以上削減すること。 

 

（c2）EUV露光装置向け次世代フォトレジスト技術開発 

＜開発対象＞ 

 EUV露光プロセス向けの次世代フォトレジスト。 

＜開発目標＞ 

 1.5nm ノード※以降の先端半導体製造に適用される高 NA EUV 露光プロセスにおいて必

要となる基本的な性能を有すること。 

※ IRDSTM2020中の「Logic industry “Node Range” labeling (nm)」における「1.5」

を意味する。 

 

（d）国際連携による次世代半導体製造技術開発（委託、助成） 

次世代半導体製造技術の確立のためには、国内にない技術や知見を活用することが必要

であり、国際連携が不可欠である。 

2025年以降に最先端になると予想されている 2nmノードでは、GAA（Gate All Around）

構造や新材料の導入などが必要である。こうした次世代半導体の生産能力を確保するため

には、各プロセス技術開発や製造装置の評価検証に加えて、所望のデバイス特性や歩留ま

り・コストを達成する必要がある。そのためには、微細構造を実現するために必須となる

最先端の露光技術によって GAA 構造を実現するための製造技術や、それら技術で実現する

デバイスの検証・評価技術等が不可欠である。一方で、これらの技術のうち、一部が現在

国内には無い。そこで、2nmノードの最先端半導体で求められる基盤的な技術を国際連携に

より確保した上で、2nm ノードで実現しうるトランジスタ集積度と信頼性を達成する製造
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技術を開発し、現在国内に無い最先端ロジック半導体の製造技術を確立する。 

エレクトロニクス技術とフォトニクス技術を組み合わせた光電融合技術は、高速性・低

損失性を有し、高性能かつ省エネな計算基盤の実現に重要な技術である。光電変換デバイ

スで接続された CPU/GPU/メモリ等複数の回路チップを半導体パッケージ内へ実装する光チ

ップレット実装技術によって、CPU やメモリ、xPU 等の計算資源を、電気配線を介さずに、

直接・遠距離まで高速・低損失に接続できる。本開発では光チップレット実装技術を開発

すると共に、本技術によりパッケージ内で複数の回路チップが光で接続された半導体デバ

イスの開発を行い、光ディスアグリゲーテッドコンピューティング等、新規なアーキテク

チャに基づくサーバー等の実現に向けた技術を確立する。 

このような光電融合技術がもたらす高速性・低遅延性をソフトから有効活用するには、

計算基盤技術による支援が不可欠である。本開発では、エッジ拠点や地域クラウド拠点に

設置されたサーバー間のデータ転送やデータ処理を、確定遅延で最適に処理可能にすると

ともに、サーバー内ではプロセッサ群とメモリを分離し、プロセッサ間でメモリプールを

共有することでプロセッサ間のデータ転送を削減するなど、低遅延化と遅延確定性の向上

を可能とする、計算基盤技術を開発する。これにより、リソース量及びデータ転送量を削

減することで計算基盤全体の省電力化を実現する。その際、光電融合デバイスや共有メモ

リ等と相互に連携して上記システムをくみ上げる必要があるが、光電融合デバイスと同一

パッケージ内に実装する高性能 CPU 等の先端半導体メーカーは現在国内には無いため、国

際連携により必要な仕様等の知見を確保しながら、本技術における共通基盤技術の開発を

進める。 

半導体チップの高性能化のためには微細化は有効な手段であるが、同時にパッケージン

グ製造技術の高度化も重要。特に、高性能化の実現に向けて大型化する半導体チップを、

機能毎に分割をして、微細配線で再接続をするチップレット実装技術は、高性能化と低消

費電力化、さらには高歩留まりの実現に向けて必須となる技術。こうしたパッケージング

製造を実現するためには、3次元（2.xD, 3D）実装技術やそうした実装技術のさらなる高度

化に加えて、その周辺材料の高度化も必要。また、チップレット実装においては、アプリ

ケーション毎に構成チップが変わるため、アプリケーション毎に最適化したチップレット

実装を実現する必要があり、ウェハー工程における PDK と同様の概念の設計環境構築が必

要。こうした要求を満たすための高度なパッケージング設計・製造技術を確立する。 

なお、助成事業については国際連携を必ずしも要件としない。 

 

（d1）高集積最先端ロジック半導体の製造技術開発 

＜開発対象＞ 

 最先端半導体に必要なトランジスタ集積度と信頼性を達成するロジック半導体製造技

術。 

 

＜開発目標＞ 

 テストチップにおいて、以下の SRAMを GAA構造により作り、動作を実証すること。ま

た、動作寿命予測に資する高温動作寿命試験※1を実施すること。 

- ビットセル面積：0.0187 μm2 以下※2 

- アレイ記憶容量：128 Mbit 以上 

※1 IEC等に準拠すること。また、ターゲットとする用途に応じた測定条件・目標値

を提案時に設定すること。 

※2 IRDSTM 2022 UPDATE MORE MOORE に記載の 2nmノードに準拠。 

＜応募条件＞ 

 海外企業等と共同で研究開発事業を実施する、または、研究開発内容に対するアドバ

イザ等として海外企業等が参画すること。 

※ 「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。 

 上記のほか、「海外企業等」の属する国・地域と、日本政府との政府間交渉により、同

国・地域の法令等を踏まえて、追加で条件が付される可能性がある。 
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(d2) 光電融合に係る実装技術および確定遅延コンピューティング基盤技術開発【ＧＸ】 

以下、（d2-1）～（d2-3）の実施においては、双方連携しながら取り組むこと。 

  

(d2-1)光チップレット実装技術 

＜開発対象＞ 

 パッケージ内で、CPU/GPU/メモリ等複数の回路チップ間が、光電変換デバイスと導波

路等で接続された、光チップレット実装技術による半導体デバイス 

 

＜開発目標＞ 

 帯域密度として 1Tbps/mm以上であること。また、光チップレット実装技術を適用して

開発した、半導体デバイスの単位通信量あたりの電力が、研究開発開始時点で普及し

ている同等の技術、あるいは製品に比べて 40%以上削減されていること。 

※ 必要に応じて提案者にて具体的な目標値を提案時に併せて設定すること。 

 

＜応募条件＞ 

 海外企業等と共同で研究開発事業を実施する、または、研究開発内容に対するアドバ

イザ等として海外企業等が参画すること。 

※ 「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。 

 上記のほか、「海外企業等」の属する国・地域と、日本政府との政府間交渉により、同

国・地域の法令等を踏まえて、追加で条件が付される可能性がある。 

 

(d2-2)光電融合インターフェイスメモリモジュール技術 

＜開発対象＞ 

 光ディスアグリゲーテッドコンピューティングを実現する、光電変換デバイスをイン

ターフェイスとした、メモリモジュール。 

 

＜開発目標＞ 

 光電変換デバイスをインターフェイスとしたメモリモジュールの光通信速度が

512Gbps以上（物理速度）の帯域であること。また、消費電力が研究開発開始時点で普

及している同等の技術あるいは製品に比べて 30%以上削減されていること。 

※ 光通信速度の目標は、PCIe Gen6に基づく CXLメモリを想定した。なお、必要に応じ 

てディスアグリゲーテッドコンピューティングを実現するための具体的な目標値を 

上記に併せて提案時に設定すること。 

＜応募条件＞ 

 海外企業等と共同で研究開発事業を実施する、または、研究開発内容に対するアドバ

イザ等として海外企業等が参画すること。 

※ 「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。 

 上記のほか、「海外企業等」の属する国・地域と、日本政府との政府間交渉により、同

国・地域の法令等を踏まえて、追加で条件が付される可能性がある。 

 

(d2-3) 確定遅延コンピューティング基盤技術 

＜開発対象＞ 

 光電融合技術および光ネットワーク技術の高速性・低遅延性を活用した確定遅延コン

ピューティング基盤技術。 

 

＜開発目標＞ 

 研究開発終了時点で想定されるユースケースの遅延要件を基に、開発技術の有効性を

検証：１件以上 

※ 提案者にて具体的なユースケース、電力削減を含む目標値を提案時に設定すること。 

 

(d3) Beyond 2nm 世代向け半導体技術開発 
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＜開発対象※１＞ 

  Beyond 2nm 半導体製造に向けた技術開発 

  短 TAT半導体製造に向けた技術開発 

※ 対象例：露光・微細加工技術、成膜技術、配線技術、アニール技術、エッチング技 

術、洗浄技術、革新的な高生産性プロセス技術 

＜開発目標＞ 

 Beyond 2nm 半導体製造に向けた技術開発については、Beyond 2nm世代半導体に必要な

製造技術及び材料技術等に関して、背景とともに示した上で、本研究開発で実現する

目標を定量的に定め、実証すること。 

 短 TAT 半導体製造に向けた技術開発については、短 TAT 化に向けたボトルネック製造

工程に関して、背景とともに示した上で、本研究開発で実現する目標を定量的に定め、

実証すること。 

 

＜応募条件＞ 

 開発対象の両方を含むこと。 

 海外企業等と共同で研究開発事業を実施する、または、研究開発内容に対するアドバ

イザ等として海外企業等が参画すること。 

※ 「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。 

 上記のほか、「海外企業等」の属する国・地域と、日本政府との政府間交渉により、同

国・地域の法令等を踏まえて、追加で条件が付される可能性がある。 

 

(d4) 2nm世代半導体のチップレット・パッケージ設計・製造技術開発 

＜開発対象＞ 

 2nm世代半導体を含む 3次元（2.xD, 3D）パッケージ製造技術開発 

 アプリケーション毎に最適な高効率・高性能チップレット・パッケージを実現するた

めの設計技術開発 

 

＜開発目標＞ 

 高性能化・省エネ化のために以下の製造技術を確立すること 

・インターポーザ面積：6640mm² 

・インターポーザの端子ピッチ：25um  

・再配線層のピッチ（Line & Space）：2um/2um 

・ハイブリッドボンディング（チップ・オン・ウエハー）の端子ピッチ：3um  

 ※提案時に開発終了時点での省エネ化見通し及び根拠を示すこと 

 Known Good Die (KGD)選別手法の提案 

 信頼性実証 

※提案時に標準規格並びにその根拠を示すこと 

 アプリケーション毎に最適なチップレット・パッケージを設計するためのデザインキ

ットを構築 

※少なくとも、HBM並びに UCIeに準拠したライブラリを整備すること 

 

＜応募条件＞ 

 海外企業等と共同で研究開発事業を実施する、または、研究開発内容に対するアドバ

イザ等として海外企業等が参画すること。 

※「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。 

 上記のほか、「海外企業等」の属する国・地域と、日本政府との政府間交渉により、同

国・地域の法令等を踏まえて、追加で条件が付される可能性がある。 

 

(d5) 先端パッケージング等を含む後工程高度化プラットフォームの構築 

(d5-1)先端パッケージング等を含む後工程の自動化にかかる技術開発 

＜開発対象＞ 
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 先端パッケージング製造の自動化にかかる技術開発 

 製造自動化に伴う生産効率改善の実証 

 

＜開発目標＞ 

 実装工程の製造自動化に向けた製造装置及び搬送装置の標準化 

 製造自動化による生産効率の 30%改善 

 

＜応募条件＞ 

標準化に取り組むにあたり、グローバルに連携をして進めること。 

 

（d6）先端半導体の後工程における光実装を可能とするパッケージング技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞  

 有機 RDL インターポーザへの光配線導入を含む後工程における光実装技術及びそれに

必要なハイブリッドボンディング技術 

  

＜開発目標＞ 

 以下の性能を満たす技術を開発し、後工程における光実装に係る実工場ラインへの適

用を見据えて、実用性の評価・検証を実施すること。 

 －帯域密度：10Tbps/mm以上  

－有機 RDL インターポーザとチップレット接合（ハイブリッドボンディング）におけ

る端子ピッチ：6um以下 

－光電変換デバイスと導波路等における伝送量あたりの消費電力の削減割合：研究開

発開始時点の技術と比較して 40％以上 

 

実施に際しては、事業成果の最大化のため、半導体装置・部材メーカー、学術機関等と

の共同開発やその他の連携を推進する等、可能な範囲でオープンイノベーションを推進す

ること。また、半導体装置・部材メーカー等が評価・検証に活用可能なパイロットライン

等を本事業で構築した上で、その利用を促進するとともに、ユーザー企業・機関との連携、

国際連携の推進、他の政府予算事業との連携によるシナジー効果の創出、成果報告会・ワ

ークショップの開催等も行う。 

 

＜応募条件＞ 

 海外企業等と共同で研究開発事業を実施する、または、研究開発内容に対するアドバ

イザ等として海外企業等が参画すること。 

※「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。 

 上記のほか、「海外企業等」の属する国・地域と、日本政府との政府間交渉により、同

国・地域の法令等を踏まえて、追加で条件が付される可能性がある。 

 

（d7）次世代半導体を活用した医療分野における高速画像処理システムの開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞  

 推論に特化した次世代半導体を活用し、高速かつ低消費電力な医療画像処理を可能と

するソフトウェア 

  

＜開発目標＞ 

 医療分野において高速かつ低消費電力な画像処理が必要なユースケース（例：画像再

構成、画像認識等）を具体的に定め、推論に特化した 2nm 世代半導体を活用する画像

処理システムを２件以上開発した上で、医療現場での有用性の検証を実施すること。 

 研究開発開始時点の技術と比較して、システムとしての画像処理速度が５倍以上、画

像処理のエネルギー効率（単位エネルギーあたりの画像処理速度）が１０倍以上であ

ること。 

※なお、研究開発開始時点において比較対象となるシステムが存在しない場合は、開発
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した画像処理システムによって実現する画像処理速度及びエネルギー効率の向上につ

いて、各種指標（例：単位エネルギーあたりの画像処理速度等）を用いて定量的目標

（例：研究開発終了時点で競合となり得る技術との比較しＮ倍等）を設定し、本事業

で検証すること。 

 

＜応募条件＞ 

 海外企業等と共同で研究開発事業を実施する、または、研究開発内容に対するアドバ

イザ等として海外企業等が参画すること。 

※「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。 

 上記のほか、「海外企業等」の属する国・地域と、日本政府との政府間交渉により、同

国・地域の法令等を踏まえて、追加で条件が付される可能性がある。 

 

（d8）光チップレット実装技術による半導体デバイスの製造技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞  

• パッケージ内で、CPU/GPU/メモリ等複数の回路チップ間が、光電変換デバイスと導波

路等で接続された、光チップレット実装技術による以下の性能を満たす半導体デバイ

スの製造技術 

－帯域密度として 1Tbps/mm以上であること。 

－単位通信量あたりの電力が、研究開発開始時点で普及している同等の技術、あるい

は製品と比較し 30%以上削減されていること。 

※ 必要に応じて提案者にて具体的な性能を提案時に併せて示すこと。  

 

＜開発目標＞ 

• 以下の要件を満たす半導体デバイス製造技術を開発し、実工場ラインへの適用を見据

えたパイロットラインの構築を通じて評価・検証すること。 

－単位期間当たりの製造可能量（スループット）：研究開発開始時点と比較し１０倍以

上向上 

－単位製造量当たりの消費電力：研究開発開始時点と比較し５０％以上削減 

 

実施に際しては、事業成果の速やかな普及に向け、部品、材料、検査項目等の標準化も

実施することとし、これらの戦略および関連する活動の内容を提案時に示すこと。 

また、成果物の活用先である計算基盤等を含む市場環境（競合、協業・連携の状況など）

を分析した上で、市場全体におけるプレゼンスを最大限発揮するための戦略を示し、その

実現に必要となる半導体デバイスの製造量に対応する実工場ラインへの適用に向けた事業

期間終了後の計画についても提案時に示すこと。 

 

（e）次世代メモリ技術開発（助成） 

ポスト５Ｇ情報通信システムにおいては、生成されるデータが極めて大量になることが

見込まれている。それに伴い、データセンタにおいてはデータ処理量が増加し、電力消費

量が増大することが予想されている。また、近年導入が進んでいるＡＩ処理に必要な大量

の計算処理を短時間で実行するため、プロセッサの高性能化と共に、プロセッサとの間で

高速にデータ転送を行う広帯域メモリ（ＨＢＭ）の重要性が高まっている。今後さらにＡ

Ｉの需要は増大していくと考えられ、これに伴いメモリにはさらなる広帯域化が求められ

ると共にメモリ転送に伴う電力消費が膨大になると考えられるため低消費電力でこれを実

現する技術が求められる。 

そこで、広帯域かつ低消費電力なＨＢＭ製造技術や革新メモリの製造技術の開発及び今

後拡大していくことが想定されるエッジ領域における AI 半導体向けメモリ技術の開発を

行う。 

 

(e1) 次世代広帯域・低消費電力ＨＢＭの製造技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 



46 

 次世代広帯域・低消費電力ＨＢＭの製造技術。 

 

＜開発目標＞ 

 以下の性能要件を満たした上で、一般的なメモリに求められる信頼性要件を満たすこ

と。 

 －メモリ密度：0.5Gbit/mm2以上 

 －ダイあたり容量：32Gbit以上 

 －積層数：12 層以上 

 －帯域：2TB/s以上 

 －伝送量あたりの消費電力の削減割合：研究開発開始時点の製品と比較して 30％以上 

 

(e2) 革新メモリの製造技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

 DRAMと NAND の中間的性質を有する革新メモリの製造技術 

 

＜開発目標＞ 

 以下の性能要件を満たすメモリ製造技術の開発及び開発したメモリにおいて一般的な

メモリに求められる信頼性要件を満たすこと。 

 －読み出し速度：50nsecから 1usecの間 

－メモリ密度：0.6Gbit/mm2以上 

 －消費電力：DRAMと比較して平均消費電力量/bitを 10%以上低減 

 －インターフェイス速度：4.8Gbps以上 

 

(e3) エッジ向け AIメモリ設計・製造技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

 エッジ向け AIメモリの設計及び製造技術 

 

＜開発目標＞ ※なお、比較対象はいずれも本プロジェクト提案時点の最新製品 

 コンピューティングの省エネ化、エッジ領域での AI計算を実施するために、以下の性

能要件を満たすことが出来る技術開発を実施すること。 

 以下の性能を実現するとともに、一般的なメモリに求められる信頼性要件を満たすこ

と。 

 －メモリ密度：0.75Gbit/mm2以上 

 －メモリ用 CMOSの遅延時間短縮：35%以上 

 エッジ領域では用途が多岐にわたり、PCやエッジサーバーなど、比較的サイズに余裕

があり性能を重視する用途や、モバイルなどサイズ制約があり熱的な制約がある用途

なども想定される。 

そこで、主に以下二つのケースを想定して、上記メモリを用いて、それぞれに適した

メモリの設計・製造技術の開発を実施する。 

（１） エッジ端末において最大ピーク時の帯域を重視するメモリ 

(ア) プロセッサ－メモリ間のデータ転送時のエネルギー効率（pJ/bit）を 15倍以

上改善 

(イ) メモリのエネルギー効率（pJ/Byte）が同等以上改善 

(ウ) ピーク時の帯域が 500GB/s以上 

（２）  エッジ端末において常時の帯域を重視するメモリ 

(ア) プロセッサ－メモリ間のデータ転送時のエネルギー効率（pJ/bit）が同等以

上改善 

(イ) メモリのエネルギー効率（pJ/Byte）を 40%改善 

(ウ) 高温時（85℃程度）を含む動作時の帯域が 200GB/s以上 

 

(e4) 高メモリ密度・広帯域・低消費電力な革新的メモリの製造技術開発【ＧＸ】 
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＜開発対象＞ 

 高い放熱性を有することにより、高メモリ密度・広帯域・低消費電力の実現を可能と

する革新的メモリの製造技術 

 

＜開発目標＞ 

 以下の性能要件を満たした上で、一般的なメモリに求められる信頼性要件を満たすこ

と。 

－メモリ密度：10Gbit/mm2以上 

－帯域密度（xPUに対向する辺の長さで規格化）：450GB/s/mm以上 

－メモリ温度：AI性能を評価するための業界標準ベンチマーク（MLPerf等）を実行し

たときに 95℃を超えないこと 

 －伝送量あたりの消費電力の削減割合：提案時点の製品（HBM）と比較して 30%以上 

 UCIe等の標準規格に準拠したライブラリを開発すること。 

 

（f）次世代半導体設計技術開発（委託、助成） 

次世代半導体産業基盤の整備のためには、製造技術の開発を進めると同時に、次世代半

導体を使う側の取組、いわゆる設計技術の開発も進める必要がある。 

これまでは、汎用の CPU、GPUの上でソフトウェアによる差別化が主流であったが、性能

と消費電力の両立に向けて、用途毎に最適化した専用半導体と専用ソフトの組み合わせが

今後の主流になると想定される。 

こうした変化はクラウド側でも起きつつあるが、用途が多岐にわたるエッジ側において

より顕著であると想定されるため、我が国が強みを有するエッジ側の用途である自動車、

ロボティクスなど産業機器等を中心として、次世代半導体設計基盤の構築を進めることが

重要。 

そこで、ユースケースを見据えた次世代半導体チップ設計等に関して、国際連携なども

活用しながら技術開発を進める。 

 

(f1) 2nm世代半導体チップ設計技術開発 

＜開発対象＞ 

  2nm世代半導体の製造技術を活用した AI半導体設計 

 

＜開発目標＞ 

 提案時点で主に使用されている GPU と比較して、開発する半導体の性能／電力が５倍

以上向上していること。 

 推論を対象とする業界標準ベンチマーク（MLPerf Inference Benchmark等）を実行で

きること。 

 業界標準の AI 開発環境フレームワーク（TensorFlow、Pytorch、ONNX 等）に連携し、

自動的にコード最適化を行う環境を提供すること。 

 

＜応募条件＞ 

 海外企業等と共同で研究開発事業を実施する、または、研究開発内容に対するアドバ

イザ等として海外企業等が参画すること。 

※ 「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。 

 上記のほか、「海外企業等」の属する国・地域と、日本政府との政府間交渉により、同

国・地域の法令等を踏まえて、追加で条件が付される可能性がある。 

 

(f2) 自動車用高性能コンピュータ向け最先端 SoC技術開発 

＜開発対象＞ 

  2030年頃の車両搭載に求められる自動車用最先端 SoCの設計・開発・実証 

 

＜開発目標＞ 
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 2030 年頃の車両搭載に想定される車両の電子プラットフォーム、ECU 統合機能、ソフ

トウェア階層構造に基づいた半導体の仕様策定 

 上記仕様に基づいた最先端 SoCの設計・開発 

 プロトタイプを用いた性能実証 

 車載グレード（AEC規格等）の信頼性検証 

 

＜応募条件＞ 

 海外企業等と共同で研究開発事業を実施する、または、研究開発内容に対するアドバ

イザ等として海外企業等が参画すること。 

※ 「海外企業等」として、提案者の親会社、子会社は対象外とする。 

 上記のほか、「海外企業等」の属する国・地域と、日本政府との政府間交渉により、同

国・地域の法令等を踏まえて、追加で条件が付される可能性がある。 

 

＜特記事項＞ 

 本研究開発テーマにおいては、ステージゲート審査は少なくとも 2 回実施することと

し、1回目のステージゲート審査は電子プラットフォーム、ECU 統合機能、ソフトウェ

ア階層構造の要件定義について報告・審議を行う。 

 1 回目のステージゲート審査の際に、後年度の取り組み内容および開発費について審

議を行う。 

 

(f3) 通信用 AI半導体設計技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

  通信用ＡＩ半導体設計技術開発 

 

＜開発目標＞ 

 AI 処理性能/電力消費量が現在汎用的に用いられている半導体と比べて 5 倍以上であ

ること 

 上記半導体について DU機器に組み込んで性能実証を行うこと 

 

(f4) チップレット設計プラットフォーム構築に向けた技術開発【ＧＸ】（委託） 

(f4-1)プラットフォーム構築に向けた要素チップ及び実装技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

  SoC チップレット、FPGA チップレット、専用チップレット向け基盤回路等を有するチ

ップレット型カスタム SoC設計プラットフォームの開発 

 

＜開発目標＞ 

 カスタム SoC の設計期間を 30％以上削減すること 

 協力機関等の専用チップレットを搭載したカスタム SoCを構築し動作を実証すること 

 

(f5) 低遅延・超低消費電力 AIアクセラレータ開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

  2nm世代の半導体製造技術を活用した低遅延・低消費電力の推論用 AIアクセラレータ

の開発 

 

＜開発目標＞ 

 開発した半導体をシステムに搭載し、以下のシステム性能の検証を行うこと 

※数十 B 以上のパラメータを有する大規模言語モデルにおいて、現在利用可能な GPU

と比較して、トークン間遅延を極小化しつつ、電力あたりの処理性能 10倍以上を実

現すること 

 比較対象の半導体ついては提案書で根拠も含めて明記すること 

 業界標準の AI開発フレームワーク（PyTorch、ONNXなど）と互換性のあるソフトウェ
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アスタックが整備されていること 

 

(f6) 画像処理用半導体の設計技術開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

  2nm世代の製造技術を活用した画像処理用半導体の設計技術開発 

  上記チップは、異種ノードの半導体チップを１つのパッケージ内に集積したチップレ

ット技術を適用した半導体の設計技術開発 

 

＜開発目標＞ 

以下の条件のすべてを同時に満たすシステムを開発すること 

 ソフトウェアを開発し、システムで動作確認が出来ること 

 現行世代品に対して５倍以上の電力効率（TOPS/W）を持つ AI処理性能を有すること 

 ※比較対象の半導体、試験条件については提案書で根拠も含めて明記すること 

 

(f7) 超低消費電力 AI エージェントプロセッサ開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

  2nm世代の半導体製造技術を活用した超低消費電力の AIエージェントプロセッサの開

発 

 

＜開発目標＞ 

 開発した半導体をシステムに搭載し、以下のシステム性能などの検証を行うこと。 

－AI 処理性能としてプロセッサ単体で数百 B のパラメータを有する大規模言語モデル

の推論処理を可能とし、既存のプロセッサと比較して 10 倍以上の電力性能を実現す

ること 

※比較対象となるプロセッサとその根拠については提案書で明記すること。 

－広く社会に実装するため、AI 推論を最適化するオープンソースの開発環境を整備す

ること 

－エージェント処理を実行可能な汎用プロセッサとしての機能を有すこと 

－上記処理を実行するために既存汎用プロセッサのソフトウェアエコシステムが活用

できること 

 

(f8) 光電融合技術を実装した xPU 設計開発【ＧＸ】（委託、助成） 

開発項目ごとの開発対象及び開発目標は以下のとおりとする。 

(開発項目 1） 

＜開発対象＞ 

光電融合技術を実装したプロセッサとシステム実証【委託】 

 

＜開発目標＞ 

• (開発項目 2）及び(開発項目 3）で開発したチップを統合したプロセッサを実証するこ

と 

• また、当該プロセッサを組み込んだシステムを実証すること 

• その際、従来プラガブル光インターコネクト技術と比較して、光インターコネクトの

消費電力を 20%程度削減すること。 

 

（開発項目 2） 

＜開発対象＞ 

超高メモリバンド幅を有する AIチップ開発【委託、助成】 

 

＜開発目標＞ 

• 以下の性能を全て満たすチップを開発すること 

－ダイの面積あたりのメモリバンド幅が現行 GPUの５倍である AI チップ 
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－1TB/s以上のインターコネクト帯域を有していること 

 

※なお、最終目標をプロジェクト期間内に達成するために、N-Z 世代の動作検証用チッ

プを設計する必要がある場合には、その理由を示すとともに助成事業（助成率 2/3）

で実施すること。 

 

（開発項目 3） 

＜開発対象＞ 

入出力保護に向けた機密計算対応 CPU開発【委託】 

 

＜開発目標＞ 

• 以下の性能を全て満たす CPUを開発すること 

－クロックあたりの性能（SPEC2017 INT (コアあたり Score/GHz) ）で国際的な競争力

のある性能を有する CPU 

 ※比較対象の CPUを示して優位性を説明すること 

－機密計算機能を有効にした場合の性能低下が機密計算無効時の Y%以下 

※Y%は提案者が合理的な範囲で提案すること 

※その際、計算する条件や競合との比較を示すこと 

 

(f9) 次世代 AI 向け半導体プラットフォーム開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

 エージェンティック AIの利活用に向けた推論用半導体チップ 

 当該チップを実装した計算機システム 

 

＜開発目標＞ 

• 以下の性能を全て満たす半導体プラットフォームを開発すること 

－既存の最先端チップと比較して性能／電力が 10倍以上であること 

 ※性能／電力を評価する手法については根拠とともに提案時に示すこと 

－業界標準の AI 開発フレームワーク（PyTorch、ONNX など）と互換性のあるソフトウ

ェアスタックが整備されていること 

－上記チップを複数搭載したシステム実証を行うこと 

※開発するシステムの競争力について競合他社システムに対する比較優位性を提案書

に記載すること 

 

（g）先端半導体周辺デバイス設計・製造技術（助成） 

先端半導体を自動車、通信機、ロボット、IoTシステム等さまざまな機器に組み込んで活

用するには、先端半導体チップ以外の周辺デバイスにも、高度なデータ処理能力に対応し

た性能と、それぞれの機器の使用環境に耐えうる信頼性が要求される。 

自動車の電動化や自動運転、生成 AI 等の活用が見込まれる中、統合車載制御システムの

車載半導体にも、先端半導体の活用が必要になりつつある。このため、統合車載制御シス

テムにおいては、車載半導体間のデータ伝送量と伝送速度の増大が予想される。現在の電

気配線を通じたデータ伝送では、消費電力の増大、信号強度の劣化、電磁ノイズによる信

号の乱れが問題となってくる。そこで、上述の問題を解決可能な、低消費電力、高速、高

信頼性データ伝送デバイスを開発すると共に、開発デバイスを車載制御システムに実装し

てデータ伝送の実証、及び信頼性評価までを行う。 

 

(g1) 車載半導体間データ伝送技術【ＧＸ】 

＜開発対象＞ 

 統合車載制御システムにおいて、車載半導体間を接続する、低消費電力、高速、高信

頼性データ伝送デバイスの開発と信頼性試験 

 開発したデバイスを実装した、統合車載制御システム上での実証試験、及び信頼性試
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験（自動車企業あるいは Tier1の自動車部品企業と協力のもと実施） 

 

＜開発目標＞ 

 統合車載制御システムに搭載され、車載半導体間のデータを伝送するための、以下の

性能を満たす、低消費電力、高速、高信頼性データ伝送デバイスを開発すること。 

－伝送速度：32Gbps、4ch以上（PCIe5.0 以降） 

－伝送の消費電力：車載半導体間距離 0.3m 以上において、現状の電気配線と比較して、 

  70%以上削減 

 開発デバイスに対応した、車載部品向けの信頼性試験（AEC 規格等）、車載 EMC 試験

（CISPR規格等）を実施し、下記の性能を満たすことを示すこと。 

－温度環境耐性：温度範囲-40℃～105℃で動作、かつコールドスタート動作 

－湿度・耐水環境耐性：水滴下で動作、かつ 80%、85℃の環境で 1000h動作 

－耐振動性：60Gの振動に耐性を示す 

－電磁ノイズ耐性：過渡電圧、電磁ノイズ耐性を示す 

 開発デバイスを統合車載制御システムに搭載し、車載部品向けの長期信頼性試験（AEC

規格等）を実施し、下記の性能を満たすことを示すこと。 

－長期信頼性：10万時間、10～40万 km 

 

（h）先端半導体計測・分析技術開発（助成） 

先端半導体では新しい材料やプロセスが導入され、３次元化など構造の複雑化も進展

していくと考えられている。例えば、先端ロジック半導体においては、チャネルを取り

囲むようにゲート電極を形成したＧＡＡ構造、Ｐ型ＦＥＴとＮ型ＦＥＴが縦に積層され

たＣＦＥＴ、裏面電源供給網（Backside Power Delivery Network）など、複雑な３次元

構造の素子が研究開発されている。このような先端半導体において性能実証や歩留まり

向上を達成するためには、製造技術だけでなく素子の計測・分析技術も併せて必要とな

る。 

新規の先端ロジック半導体の開発を迅速に行うためには、３次元構造に関する様々な

データを高精度かつ高速に計測し、高度なシミュレーションと統合した分析技術の構築

が求められる。そこで本テーマでは、新しいプロセスや材料を用いて製造された複雑な

３次元ロジックデバイスを開発するための半導体層の結晶歪み、ゲート絶縁膜の状態、

微細配線の形状や組成等を計測・分析することができる技術を開発する。 

 

(h1) 先端ロジック半導体向け３次元非破壊計測技術開発 

＜開発対象＞ 

先端半導体の微細かつ複雑な構造を高精度かつ高速に測定可能な非破壊計測※・分析技

術開発 

※ 集束イオンビーム装置などにより分析面を露出させずに行う計測・分析のこと（計

測・分析前にウエハをチップ単位に分割することは妨げない。） 

 

＜開発目標＞ 

1.0nm ノード※１の先端ロジック半導体におけるチャネル結晶の歪み、ゲート絶縁膜の

品質、微細配線の形状・組成に係る非破壊計測・分析技術を開発する。 

 

（チャネル結晶歪みの分析） 

トランジスタ毎に独立に歪み量を分析するため、以下を同時に満たす非破壊計測・分

析技術を開発する。 

・面内分解能がチャネルピッチ※２の半分以下 

・歪み分解能が 0.1%以下 

 

（ゲート絶縁膜品質の分析） 

複数の絶縁膜が積層された構造において、元素組成やポテンシャルといった膜品質情
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報を深さ方向で取得することが重要であるが、従来の一般的な分析手法では表層の情報

しか取得できず、積層膜の下層からの情報を取得するためにはエッチング処理が必要で

あり、膜品質の変質が懸念されることから、以下を満たす非破壊計測・分析技術を開発

する。 

・複数の絶縁膜を積層した構造において、膜品質情報の深さ分解能が 1nm以下 

 

（微細配線の形状・組成の分析） 

従来の方法では走査型電子顕微鏡（SEM）や透過型電子顕微鏡（TEM）を使用するが、広

範囲の中から不良個所を特定した上での分析は不可能であることから、以下２種の非破

壊計測・分析技術（（１）及び（２））を開発する。 

（１）以下を同時に満たす、配線故障のため形状分析技術： 

・空間分解能は最小配線ピッチの 1/4 以下 

・裏面電源供給網（BSPDN）を含む全配線層の配線分析を行うため、測定領域 10um x 

10um x 30um(厚さ)以上 

（２）以下を同時に満たす、微細領域に形成した配線金属の組成分析技術： 

・空間分解能は最小配線ピッチ以下 

・BSPDNを含む全配線層の配線分析を行うため、測定領域 10um x 10um x 30um(厚さ)

以上 

※１ IRDSTM2024 More Moore 中の「Logic industry “Node Range” Labeling」におけ

る“A10 eq”を意味する。 

※２ IRDSTM2024 More Moore 中の「Device lateral pitch」を意味する。 

 

（i）先端半導体製造装置開発（助成） 

AIの進展に伴い半導体には一層の高性能化・高集積化が求められており、更なる微細

加工の高度化、パッケージ基板等の大型化、新規材料の活用などについて対応していく

必要がある。これらの実現に向けては、半導体チップの製造技術の開発に加え、半導体

製造装置の開発も併せて進めることが重要。 

露光装置については、ロジック半導体・メモリ半導体の 3 次元化や接合後のウエハへ

の微細加工要求に応えるための歪ウエハへの精密なアライメント・微細パターニングを

可能とする技術や、インターポーザ・パッケージ基板の大型化要求に応えるためのパネ

ルサイズ対応・微細露光を可能とする技術が重要。 

そこで、先端半導体の更なる高度化に向けて必要となる半導体製造装置関連技術の開

発を行う。 

 

(i1) 高歪みウエハに対応した高精度露光装置開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞   

• 先端半導体の製造に用いられ、歪みウエハに対して高精度かつ微細パターニングが可

能な露光装置開発 

＜開発目標＞ 

• ロジック半導体におけるテクノロジーノード 28nm 以下の先端半導体で必要となるパ

ターニングが可能な露光装置において、以下の性能を実証すること 

（ベアウエハに対する露光時） 

－平坦シリコンウエハに対して重ね合わせ精度が 2nm以下であること 

－上記重ね合わせ精度を実現する際の装置のスループットが 300 枚／時以上であるこ

と 

 

（歪みウエハに対する露光時） 

－歪みウエハに対して、重ね合わせ精度が 3.0nm以下を実現するために必要な多点計測

を実施した場合でもスループットが上記と同等であること 

－開発当初に市場で普及している露光装置に対して 20％の省エネ化が実現できること 
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＜歪みウエハの定義＞ 

300mmのシリコンウエハを 2枚以上接合したウエハにおいて、面内の非線形歪みが 3σ

で 50-60nmであるウエハ 

なお、非線形歪み(A)＝Wafer面内複数点計測(B)―線形 6成分(C)と定義 

 

(i2) 大面積かつ高精細露光装置開発【ＧＸ】 

＜開発対象＞   

• パネルサイズ及び大型インターポーザが一括露光可能で、0.5um のライン＆スペース

の露光が可能な露光装置開発 

 

＜開発目標＞ 

• 以下の性能を全て満たす露光装置を開発すること 

－510mm×515mm 以上のパネルサイズが露光可能であること 

－120mm角以上の大型インターポーザが一括露光可能であること 

－最小寸法 0.5um のライン＆スペースが露光可能であること 

－その際の位置合わせ精度が 0.15um以下であること 

－開発当初に市場で普及している露光装置に対して 50％の省エネ化が実現できること 

 

③ 先導研究（委託、助成） 

研究開発項目①②に関係するものであって、ポスト５Ｇでは実用化に至らない可能性が

あるものの、ポスト５Ｇの後半から５Ｇの次の通信世代（以下、「ポスト５Ｇ後半以降」）

にかけて有望と考えられる技術課題について、先導的な研究開発に取り組む。研究開発項

目①に関係する技術課題は委託事業、研究開発項目②に関係する技術課題は助成事業とし

て実施する。 

本研究開発項目では、研究開発終了時点において、実用化を前提とした研究開発への移

行に向けた根拠データの取得等により、技術の確立の見通しを付けることを開発目標とす

る。また、開発対象は、ポスト５Ｇ後半以降にかけて情報通信システムに適用され、一定

の市場シェア獲得のポテンシャルを有し、我が国の国民生活や経済、産業等への波及効果

が期待される技術とする。 

 

研究開発項目①に関係する具体的な開発テーマとして想定する開発技術は、（a）～（e）

についてそれぞれ以下の通りとし、これら開発テーマ毎に記載の開発対象の全てあるいは

一部について研究開発を行う。 

得られた研究開発成果については、５Ｇ将来仕様となる３ＧＰＰ等の標準化団体との連

携を図ることとし、評価手法の提案、データの提供、標準化活動等を積極的に行う。 

 
（a） ネットワーク関連技術 

ポスト５Ｇ後半以降のネットワークにおいては、５Ｇの１０倍あるいは１００倍の高速

化・大容量化・低遅延化・多数同時接続等に加え、超低消費電力化、高信頼性、自律性、拡

張性、などの新たな性能が求められるとともに、多種多様の新たなサービスの要求に応じ

たＱｏＳ（Ｑｕａｌｉｔｙ ｏｆ Ｓｅｒｖｉｃｅ）が求められるため、仮想化技術やＡＩ

技術の高度化等による高速、高機能、柔軟かつ信頼性の高いネットワークのリソース分配

制御技術や管理、運用技術、高精度な同期技術、クラウドサーバーやＭＥＣサーバーの低

消費電力化技術が重要となる。また、今後、量子コンピュータ等の新原理に基づく高速計

算機の登場が予想され、社会基盤の通信システムについても堅牢性が高くセキュアな通信

が求められる。 

これらに対応すべく、本開発項目では、多種多様なサービスに対応可能なコアネットワ

ークからアクセスネットワーク、ＭＥＣ、基地局、端末まで、ネットワーク全体（あるい

は一部）を統合的に管理する技術や、エンドツーエンドでのデータ到達時間の超低遅延を

実現する技術、安全性の担保されたオープンソースのソフトウェア基盤技術、サーバーの

超低消費電力化技術の開発等を行う。さらに、今後、新原理に基づく高速計算機等でも破
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ることができない、堅牢性の高いセキュアな通信を実現する暗号通信技術等についても開

発を行う。 

 

開発対象 開発技術例 

ネットワーク統合

管理技術（超高信

頼性） 

様々な不確実性を伴う状況下においても高信頼のネットワークやア

プリケーションを実現するため、クラウド、ＮＷ、ＭＥＣ、端末・エ

ッジに至るまで、各機器のリソース情報を把握し、処理の細分化、動

的な処理の移行や最適配置、タスク・リソースの最適分配等を可能と

する統合管理技術の開発、ＡＩ技術の高度な利用によるＳＤＮ（Ｓｏ

ｆｔｗａｒｅ Ｄｅｆｉｎｅｄ Ｎｅｔｗｏｒｋ）制御、運用自動化技

術の開発 

リアルタイム制御

技術（超低遅延性） 

多種多様なリアルタイム性が求められる用途における要求を満たす

ため、有線区間、無線区間あるいはその変換部分、インターフェイス

部分での低遅延化を通じて、超低遅延性をエンドツーエンドで実現す

るための技術の開発 

オープンソースソ

フトウェア技術

（柔軟性・低コス

ト） 

アプリケーション毎のスライシング、低消費電力化、完全ＳＤＮ化、

ＭＥＣ統合などの柔軟な制御の実現とポスト５Ｇ後半におけるロー

カル５Ｇの更なる普及や次の世代に向けて、安価に構築可能なオープ

ンソースをベースとしたコアネットワークソフトウェア技術等の開

発 

セキュア通信技術

（超安全性） 

量子コンピュータ等の新原理の高速計算機でも破ることができない、

堅牢性が高くセキュアな大容量通信を実現可能な量子暗号通信に資

する小型チップ技術の開発、機密度の高い情報やプライバシー情報等

を端末・エッジ、ＭＥＣ等に留めながら求められる各種計算処理（例

えばＡＩモデル学習）を可能とするデータの最適配置やエッジ処理に

よるセキュリティ技術の開発 

クラウドサーバー

やＭＥＣサーバー

の低消費電力化技

術（超低消費電力

性） 

クラウドやＭＥＣサーバーにおけるビット当たりのエネルギー効率

を飛躍的に向上するコンピューティングアーキテクチャの開発、当該

アーキテクチャを利用してＡＩ主導のオペレーションを実現する高

度な知性ネットワークの開発 

 

（b） 伝送路関連技術 

ポスト５Ｇ後半以降の伝送路において、５Ｇの１０倍あるいは１００倍の高速化・大

容量化・低遅延化・多数同時接続等を実現するためには、必然的に更なる大容量かつ高

速な伝送技術が求められる。データ容量が増加するだけでなく、産業用途向けの低遅延

性もミリ秒からマイクロ秒オーダの精度が求められ、エンドツーエンドでの性能要求を

担保するには伝送路における高速大容量かつ低遅延の通信の実現が重要となる。このた

め光伝送の更なる高速化、あるいは高速無線リンクの活用などの新たな伝送技術の開発

が望まれる。 

これらに対応すべく、本開発項目では、フロントホールに対応した大容量かつ低消費

電力な光リンク技術、ＭＥＣの情報処理性能を飛躍的に向上する光インターコネクト技

術、メトロ・長距離網向け光伝送ネットワークの広帯域化技術の開発を行う。 

 

開発対象 開発技術例 

フロントホール

（ＲＵ、ＤＵ間）向

け光リンク技術 

大容量（１アレイ・１波長あたり１Ｔｂｐｓ級以上）・低消費電力・

低コストなレーザー素子と素子のアレイ化技術の開発、並びにそのフ

ロントホール向け光ファイバ伝送性能の検証 

ＭＥＣ内通信向け

光インターコネク

ト技術 

ＭＥＣの情報処理性能を飛躍的に向上させるためにプロセッサが実

装される電子基板に光インターコネクトを一体的に集積し、ＭＥＣに

搭載される光トランシーバとプロセッサ間等の通信の光化及び大容

量化（１０Ｔｂｐｓ級）を省電力で実現可能とする光電子融合型集積
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技術の開発 

メトロ・長距離網

向け光伝送ネット

ワークの大容量化

技術 

既存の波長帯域用の光送受信機や波長合分波器をそのまま活用しつ

つ光伝送の大容量化を実現するための波長の一括変換技術や先端的

な波長、空間多重技術、システム技術等により伝送容量を低消費電力、

低コストで数倍に拡大するメトロ・長距離網の大容量化技術の開発 

光アクセスネット

ワークの仮想化技

術 

ＲＡＮの基地局装置（無線部、制御部）と仮想化対応の光伝送装置が

連動してスライスを構築し、サービス利用状況の変動に追従して動的

に資源連携制御する技術や、多用なサービス毎に求められる品質レベ

ル（大容量、低遅延、多数接続）を踏まえ、トラフィック状況の学習

と最適な資源予測により多様なサービスの品質の維持を可能とする

動的スライス構築制御技術 

 

（c） 基地局関連技術 

ポスト５Ｇ後半以降の基地局においては、さらなる高速大容量通信が加速され、ミリ

波のみならずテラヘルツ波を含む高周波かつ広帯域の電波利用が検討されている。しか

し、その高周波の特性による直進性や伝搬損失の大きさなどの課題が存在し、基地局に

おいては集積回路等のデバイス・材料レベルでの革新的な技術が求められる。これと並

行し、コアネットワークにおいて先行している仮想化技術は、無線アクセスネットワー

クのＣＵ、ＤＵのみならずＲＵへと拡張することが予想される。 

これらに対応すべく、本開発項目では、ミリ波・テラヘルツ帯の基地局に搭載可能な

新規のアンテナ技術やビームフォーミング技術、高周波や高速大容量伝送時に低損失な

新規基板材料、ＲＦ－ＩＣ等の集積回路技術、信号増幅器技術、多数同時接続時の通信

品質向上技術の開発を行う。また、ソフトウェア基地局の自動最適化技術、ＣＵ・ＤＵ・

ＲＵを含めた基地局の仮想化、柔軟化に関する研究開発も実施する。 

 

開発対象 開発技術例 

新規アンテナ技術 高周波（ミリ波・テラヘルツ帯）の高精度計測に基づく、メタマテリ

アル等新規材料を用いたミリ波・テラヘルツ帯向けのアレイアンテナ

や反射板の設計・製造技術の開発及び新規アンテナの性能検証、ビー

ムフォーミングアンテナの小型化・低消費電力化技術の開発 

ミリ波・テラヘル

ツ帯向け集積回路

技術 

ミリ波・テラヘルツ帯向けシリコン集積回路の高精度設計・評価技術

の開発と動作検証、超低ノイズの広帯域発振器、超高速送受信機、評

価技術の開発 

新規基板材料等の

高機能材料技術 

ミリ波・テラヘルツ帯の情報通信機器向けの低誘電率かつ低損失な次

世代電子基板材料等、高機能材料技術の開発 

基地局増幅器のた

めの広帯域化回路

技術 

４Ｇ、５Ｇ、さらには５Ｇの次の通信世代で想定される広い周波数帯

域をカバーすることが可能な基地局信号増幅器の広帯域化技術（従来

比で数十倍）の開発、及び多数同時接続時の通信品質向上技術の開発 

ソフトウェア基地

局の自動最適化技

術 

基地局ソフトウェアの一部機能のＨＷアクセラレータ化に際して、各

アクセラレータの種別や用途に最適となるようソフトウェア等を自

動的に変更する技術、異種ハードウェア混合システム（ＣＰＵ、ＤＳ

Ｐ、ＦＰＧＡ、ＡＳＳＰ等）において各ＨＷ要素に最適な機能分割を

実現する自動最適化技術、基地局システムの能力を可視化する技術 

基地局の仮想化、

柔軟化技術 

仮想化ソフトウェア基地局設備についてキャリア５Ｇとローカル５

Ｇとで共用すること等により低コスト化を可能とする技術、ローカル

５Ｇにおいて単一のコアで異なるベンダーの基地局を管理・制御する

技術やＲＵの広帯域化技術の開発 

 

（d） 革新的応用システム技術 

ポスト５Ｇ後半以降、産業のスマート化、物流、建築、農業、健康・医療、教育、

遠隔オフィス等、様々な分野で５Ｇや５Ｇの次の通信世代の利用を広げ、有効性を実

感してもらうためには、新しく独創性に富む応用システム（アプリケーション）のユ
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ースケース開拓・拡大を進めることが重要となる。産業用途を鑑みると、低遅延・多

数同時接続及び複数情報の同期技術などの性能要求がさらに高まり、ポスト５Ｇや５

Ｇの次の通信世代の通信システムのインフラのみならず、そのシステム上でエンドツ

ーエンド通信を行うエッジ端末や応用システムも含めて開発し性能を担保する必要

がある。一方、ポスト５Ｇや５Ｇの次の通信世代をさまざまな産業に普及させるため

には、教師無し学習など新たなＡＩ技術を適用した自律的なネットワークの保守・運

用技術の開発により、導入の敷居を下げる必要がある。 

これらに対応すべく、本開発項目では、ポスト５Ｇ後半以降の情報通信システムを

活用することにより新規に創出されるユースケースを特定し、エンドツーエンドで求

められるエッジ端末や応用システム等における課題を明確化し、その課題を解決する

技術を開発する。 

 

開発対象 開発技術例 

デジタルツイン実

現のための高精度

測位・同期制御技

術 

無線電波の到達時間差解析や画像等の高速解析による工場内での多

数の機器・モノ・人等の３次元センチメートル単位測位や各種モビリ

ティ（自動車、鉄道、ドローン等）の位置測位によりデジタルツイン

を実現する技術及びミリ秒単位での高精度なリアルタイム機器制御

技術の開発 

ＭＥＣ利用による

アダプティブロボ

ット群リアルタイ

ム制御技術 

ロボットにセンサ・アクチュエータ等の機能のみを残し、それ以外の

機能をＭＥＣへ集約し、大容量・高速通信を介してロボットの位置・

状態の認識、各ロボット及びロボット群の最適化制御を行う等、無線

によりロボット群をリアルタイムに遠隔制御する技術の開発 

その他の革新的応

用システム技術 

産業のスマート化、物流、建築、農業、健康・医療、教育、娯楽、遠

隔オフィス等の分野において、ポスト５Ｇ後半以降の情報通信システ

ムにより新規のユースケースを創出するための基盤となる革新的な

応用システム技術の開発（現状技術の組み合わせや実証のみの開発は

対象外。広範なシステムに応用可能な技術開発を対象とする。） 

 

 

（e）ＭＥＣ関連技術 

ポスト５Ｇネットワークの低遅延性・多数同時接続とＩｏＴ、ＡＩ等の活用により

多様な産業活動や国民生活のスマート化が期待されている。このうち、低遅延性を実

現するためには、これまでのデータ集約・処理型のクラウドサーバーに加えて、基地

局制御部や５Ｇコアネットワークの設置場所等、よりユーザーに近いエリアでのデー

タ処理を可能とするＭＥＣサーバーの普及が求められる。また、低遅延ネットワーク

を実現するためには、ＭＥＣ、ネットワーク構成機器、ＭＥＣと情報通信するエッジ

デバイス自体の高性能化も求められる。これらの取組を進めることによりデータの伝

送距離の短縮、伝送量削減による低消費電力化が期待される。 

このため、本開発項目では、ポスト５Ｇ後半以降のさらなる低遅延かつ低消費電力

な情報通信システムを実現するため、ＭＥＣのみならず、ネットワーク構成機器、Ｍ

ＥＣと情報通信するエッジデバイス自体の低遅延化、高性能・低消費電力化に係る技

術について以下の開発を行う。 

 

開発対象 開発技術例 

ＭＥＣを構成する

半導体、周辺デバ

イス等の高性能

化・低遅延化 

ＭＥＣ向け半導体、周辺デバイス等の高性能化・低遅延化に係る設計

技術、ＭＥＣ・クラウドサーバー向け高速な読み出し書き込みを実現

する広帯域、低遅延、大容量なメモリモジュール設計技術 

ＭＥＣ内通信向け

光インターコネク

ト技術【再掲】 

ＭＥＣの情報処理性能を飛躍的に向上させるためにプロセッサが実

装される電子基板に光インターコネクトを一体的に集積し、ＭＥＣに

搭載される光トランシーバとプロセッサ間等の通信の光化及び大容

量化（１０Ｔｂｐｓ級）を省電力で実現可能とする光電子融合型集積
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技術の開発 

クラウドサーバー

やＭＥＣサーバー

の低消費電力化技

術（超低消費電力

性）【再掲】 

クラウドやＭＥＣサーバーにおけるビット当たりのエネルギー効率

を飛躍的に向上するコンピューティングアーキテクチャの開発、当該

アーキテクチャを利用してＡＩ主導のオペレーションを実現する高

度な知性ネットワークの開発 

ＭＥＣ利用による

アダプティブロボ

ット群リアルタイ

ム制御技術【再掲】 

ロボットにセンサ・アクチュエータ等の機能のみを残し、それ以外の

機能をＭＥＣへ集約し、大容量・高速通信を介してロボットの位置・

状態の認識、各ロボット及びロボット群の最適化制御を行う等、無線

によりロボット群をリアルタイムに遠隔制御する技術の開発 

 

上記(a)～(e)とともに付随する周辺技術を合わせて開発することや、上記と同等レベル以

上に重要な技術の開発があれば、追加的に実施可能とする。 

 

研究開発項目②（助成）に関係する具体的な開発テーマとして想定する開発技術は、ポス

ト５Ｇの後半以降に有望と考えられる（a）～（b）の技術のうち、特に新規開発や大幅な性

能向上が必要となる技術に関する先導的な研究開発やの探索型開発に取り組む。これら開発

テーマ毎に記載の開発対象及び開発技術例の全てあるいは一部について研究開発を行う。本

研究開発項目では、研究開発終了時点において、実用化を前提とした研究開発への移行に向

けた根拠データの取得等により、技術の確立の見通しを付けることを開発目標とする。また、

開発対象はポスト５Ｇ後半以降にかけて先端半導体製造技術に適用され、一定の市場シェア

を獲得するポテンシャルを有し、我が国の国民生活や経済、産業等への波及効果が期待され

る技術とする。 

 

（a） 先端半導体製造技術（前工程技術） 

開発対象 開発技術例 

先端半導体の前工

程 技 術 （ More 

Moore 技術） 

露光・微細加工技術、成膜技術、配線技術、アニール技術、エッチン

グ技術、洗浄技術、革新的な高生産性プロセス技術、先端半導体と一

体として機能するメモリの製造技術等のうち、先端的な次々世代

（1.5nm ノード以降※）の先端半導体において求められる要素技術 

 

（例） 

・次世代 EUV 向け部材・材料技術 

・ナノシート積層構造の形成技術、洗浄技術 

・トランジスタの 3 次元積層技術 

・ナノシート構造向け二次元材料 

・層間・配線間の次世代絶縁材料（Low-k 材料） 

・薄膜・多層構造体のアニール技術 

・低熱負荷処理プロセス技術 

・次世代不揮発性メモリ技術、メモリ向け新材料技術 

 

（b） 先端半導体製造技術（後工程技術） 

開発対象 開発技術例 

先端半導体の後工

程技術（More than 

Moore 技術）の開発 

高性能コンピューティング向け実装技術、エッジコンピューティング

向け実装技術、実装共通基盤技術等のうち、先端的な次々世代（1.5nm

ノード以降※）の先端半導体の実装において求められる要素技術 

 

（例） 

・実装部材（パッケージ基板、封止材、放熱材、研磨剤等） 

・実装部材を構成する材料（コア材、絶縁材料・フィルム、接合材料、

ボールバンプ等） 

・実装部材の製造・アセンブリー技術（パッケージ基板製造技術） 
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・パッケージ基板の高速・微細加工装置に係る要素技術 

・超微細ハンダバンプ形成技術 

・三次元接合・貼り合わせ技術や評価技術 

・高周波対応可能なパッケージ封止材料 

 

※IRDSTM2020中の「Logic industry “Node Range” labeling (nm)」における「”1.5”」以

降を意味する。 

 

 

④ 人材育成（委託） 

研究開発の取組みに加えて、開発した成果の普及先となる産業全体が持続的に発展して

いくためには、当該分野で実践的なスキルを持ち、問題解決能力、市場創出力を身に着け

た人材を育成することが重要であり、以下の事業に取り組む。 

 

（a） 最先端半導体設計人材育成 

半導体産業の復活に向けて、半導体を製造する取組だけでなく、半導体を活用する取組

も重要。他方で、我が国半導体産業は３０年前に世界シェア５０％を確保して以降、シェ

アが低下し続けており、設計人材が枯渇している状況。加えて、企業の競争力の強化の観

点からも、独自のアプリケーションに合わせた高性能かつ低消費電力を実現する専用半導

体を自身で設計開発する企業が増加しており、我が国においてもユースケースの視点から

次世代半導体を活用する人材を育てていくことは重要である。 

したがって、本プロジェクトでは、次世代半導体を活用した新規事業創出等を行うこと

のできる高度人材の育成を目指して、階層的なカリキュラムを実施する。 

 

＜対象＞ 

 半導体設計の基礎から、コンピューティングアーキテクチャ及び製品を最適に動作可

能な半導体設計についての考え方及び設計技術を習得可能な教育プログラムを以下の

階層別に提供し、各コース少なくとも年（12か月）に 1回は開始、実施すること。 

 各コースの 1回あたりの期間は 2年程度以内とする。 

【上級】シングルナノ半導体の設計人材育成コース 

CPU／GPU設計に必要なハード・ソフト・アーキテクチャに関する実践的プロ

グラム 

【中級】28 ナノ以細のロジック半導体の設計人材育成コース 

我が国における半導体のボリュームゾーンである 28 ナノ以細の半導体設計

プログラム 

【初級】基礎的な設計人材育成コース 

    EDA ツールの活用方法など基礎的な教育プログラム 

 

＜目標＞ 

 各コースに求める達成レベルは以下の通り。 

【上級】 

シングルナノ半導体を活用したハードウェア・ソフトウェアの協調設計並び    

に全体コンピューティングアーキテクチャの設計についての考え方を習得できる。 

【中級】 

28ナノ以細のロジック半導体の設計技術の習得並びに動作ソフトウェア作成の習

得及び検証まで一気通貫で習得できる。 

【初級】 

半導体設計の基礎となる設計ツールの使用方法や基礎的な設計フローを習得でき

る。 

 上記プログラムを実施して得られる成果を具体的な指標・目標値（想定目標人数を含

む）提案時に提示すること。 
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※各コースの受講者の習得状況、人材育成の効果を測定する方法（アンケート調査、修 

了時テスト等）も計画に含め提案すること。 

 

（b）量子コンピュータの産業化にかかる人材育成 

 

量子コンピュータに関する技術開発競争が各国で激化する中で、基礎研究から製品化ま

での様々な段階において量子コンピュータに関わる人材は、国内のみならず世界的に不足

しており、優秀な人材は奪い合いの状況である。この状況下で、①（g5）で実施する事業

の将来に渡る円滑な進展や、量子コンピュータの産業利用を拡大させていき、量子コンピ

ュータの産業化を実現するためには、本事業内容等の量子技術の産業化に関する技術・知

見を有する人材の供給は不可欠である。本事業では、量子コンピュータの産業化の実現に

不可欠な人材の育成を目指して、育成スキーム等の構築と実際の育成事業を実施する。 

 

＜対象＞ 

 必要な人材としては、量子技術に直接関係する知見のみならず、ハードウェアやミドル

ウェアなどコンピュータシステムを構成するために必須なエンジニアリング技術・Ｉ

Ｔ技術や部素材の開発・評価等に関する技術、量子コンピュータによる産業課題解決に

関する技術（量子コンピュータ以外の知識との融合技術を含む）を有するものや、これ

ら技術を元に量子技術をビジネス化（スタートアップの設立・育成や企業等におけるビ

ジネス戦略の策定を含む）できる、量子技術を普及できる、量子技術に関する国際連携

活動が可能なものなどが挙げられる。 

 単なる講座の実施だけでなく、様々な訓練・実習・企業インターン等を通じて、真に量

子技術の産業化に貢献でき、産業界等で活躍できる人材を育成する事業が望ましい。 

 学生（高等専門学校、大学、大学院）、若手研究者、技術者及び産業人材を主な育成対

象とする。ただしこれら以外も、その育成の必要性を説明した上で、育成対象としても

良い。また、社会人へのリカレント教育・リスキリングも対象とする。 

 短期講座の開設、ＯＪＴなどの育成手法に関しては、対象とする育成内容に適したもの

を選定すること。 

※他の関連する人材育成事業（例えば光・量子飛躍フラッグシッププログラムＱ－Ｌ

ＥＡＰ事業や戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）など）の成果の活用

や連携の可能性が有る方が望ましい。ただし必ずしも活用や連携を行う必要は無い。 

 

＜目標＞ 

 提案者は育成対象及びその育成内容を明確にし、それに必要な育成スキームを構築す

ること。 

 上記スキームや得られる成果に関して、受講者数・実施回数・受講者の理解度(アンケ

ート等による)・量子分野への就職者数など、提案内容に適した具体的な内容・指標や、

事業期間終了後の継続性などを提案時に提示すること。 

 

 

（２） 研究開発期間 

 

研究開発項目①～④は、原則として以下の期間で実施することとし、必要な場合には、個々

の研究開発等の性質等に応じて、柔軟に対応するものとする。 

なお、研究開発終了時点で実用化に向けた課題が残る場合であって、終了時継続評価（実

施者の希望を踏まえて評価の実施有無を判断）の結果、必要性が認められた場合には、追加

的に継続研究開発（原則３年以内。ただし、基金設置期間に限る。）を実施することとする。

継続研究開発を希望する可能性がある場合、実施者は、公募に対する提案書に、想定される

継続研究開発の内容、想定される追加的な実施者及び再委託先、想定される研究開発費を記

載することとする。継続研究の委託、助成の別については、継続の判断時に開発テーマごと

に判断する。  
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①ポスト５Ｇ情報通信システムの開発（委託、助成） 

研究開発開始時点から原則３年（３６か月）以内とする。ただし、（g8）は原則 1年以

内（１２ヶ月）、(e4)は原則２年（２４か月）以内、(g4)は原則 4 年（４８ヶ月）以内、

（f1）、（f2）、（f3）、（g1）、（g2）は原則５年（６０か月）以内とする。また、（g3）は原

則６ヶ月以内(2023年 11月公募分、2024 年 7月公募分、2025年 3 月公募分、2026年 1月

公募分)、原則３か月以内(2024 年 2 月公募分)とする。ただし、2026 年 1 月公募分につ

いては、フルスクラッチ開発する場合かつユーザー企業との実証を実施する場合に限

り、外部有識者委員会の承認を経て最大１年間まで認める。（g9）は原則１年以内、

ただし、オンプレミス環境の構築要件を満たし、且つ、外部有識者評価等で認められ

た場合に限り、最大３年間を認める。 

 

② 先端半導体製造技術の開発（助成、委託） 

研究開発開始時点から原則５年（６０か月）以内とする。ただし、(d2-3)及び（g1）は

原則３年（３６か月）以内とする。 

 

③先導研究（委託、助成） 

研究開発開始時点から原則３年（３６か月）以内とする。 

 

④人材育成（委託） 

研究開発開始時点から原則５年（６０か月）以内とする。ただし、(b)は研究開発開始

時点から原則３年（３６か月）以内とする。 

 

 

 

４． 成果最大化に向けた仕組み 

 

社会への研究開発成果の普及を強く促すため、以下の取組を実施する。これらの取組の具

体的な実施方法については、事前にＮＥＤＯが経済産業省に相談した上で、経済産業省が決

定する。 

 

 

（１） ユーザーのニーズ把握 
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研究開発の開始時点から、研究開発成果を利用するユーザーとの意見交換を行うとともに、

ユーザーによる試作品の評価（利用サービスの提供を含む。）を積極的に実施することにより、

研究開発期間全体を通じて、ユーザーのニーズ（技術面、コスト面 等）を適切に把握する。

当該ニーズを踏まえ、必要に応じて、研究開発内容を柔軟に見直すことにより、研究開発の

方向性を最適化する。 

特に、研究開発項目①における「システム技術開発」の開発テーマについては、研究開発

成果を海外に広く展開する観点から、国外ユーザーとの意見交換や当該ユーザーによる評価

を重点的に実施する。 

 

（２） 研究開発期間中の製品化 

 

ユーザーによる試作品の評価等を通じて、研究開発期間中に製品化の見込みが得られたも

のについては、研究開発期間中であっても研究開発の内容から一部を切り出し、早期の製品

化に取り組む。 

 

（３） 民間企業等による市場展開を促す仕組み 

 

研究開発項目①における「システム技術開発」の開発テーマ（但し、ステージゲート審査

等により、経済産業省及びＮＥＤＯの判断によって研究開発期間の途中で終了した開発テー

マを除く）については、実施者に対して市場展開を強く促す観点から、以下の研究開発費返

還制度を適用する。 

 

 

＜研究開発費返還制度＞ 

実施者は、公募に対する提案時に、以下に掲げる算出方法により費用対効果指標を設

定することとし、費用対効果指標の設定値（以下、「設定値」）が１．０を超える場合に

限り、提案を認める。その後、２０２７年度を目途に、費用対効果指標の達成状況を評

価し、費用対効果指標の実績値（以下、「実績値」）が設定値を下回る場合には、実施者

はＮＥＤＯに対して「委託費受領額×返還率」の金額を返還する。 

委託費受領額は、各開発テーマにおいて実施者が受領した全委託費から、加速など予

算配分の増加額及び継続研究開発において受領した委託費を差し引いた金額を表す（研

究開発費返還制度において、委託費受領額は常に同じ意味で用いる）。 

返還率は、以下に掲げる方法により算出する。 

達成状況の評価に用いる設定値は、提案時点の設定値を原則とするが、研究開発期間

中の引き上げ、もしくは、著しい経済情勢の変動、天災地変その他不可抗力（パンデミ

ック、紛争、政変、技術潮流の著しい変化 等）、又は研究開発開始時点で予測すること

のできない事由であって実施者の責任によらない事情があると経済産業省及びＮＥＤＯ

が認めた場合の引き下げについては、変更を認める。 

なお、高い目標への挑戦を促す観点から、設定値に応じて、開発テーマの予算規模（実

施者による提案１件当たりの提案時委託費（継続研究開発において想定される研究開発

費は含まない）の上限）を決定するとともに、採択後に行われる開発テーマの加速など

予算配分の増加や縮小、継続研究開発の必要性を判断する終了時継続評価に反映させる。 

本制度を実施する上で必要な事業情報については、必要に応じて、実施者に対して提

供を求める。 

 

【費用対効果指標（設定値及び実績値）の算出方法】 

（a1）クラウド型コアの高度化技術の開発： 

４Ｇコア及び５Ｇコア用ソフトウェアの売上高増加額／予算額 

（a2）クラウド型ネットワーク統合管理・自動最適化技術の開発： 

ＯＳＳ及びＭＡＮＯ用ソフトウェアの売上高増加額／予算額 

（b1）光伝送システムの高速化技術の開発： 
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１波長当たり最大伝送速度２００Ｇｂｐｓ以上の光伝送装置の売上高増加額／

予算額 

（b4）固定無線伝送システム大容量化技術の開発： 

ミリ波帯固定無線伝送装置の売上高増加額／予算額 

（b5）バス型伝送高度化技術の開発： 

ケーブル分岐機能を備えた光伝送システム（基地局～モバイルコア区間部分）

の売上高増加額／予算額 

（c1）仮想化基地局制御部の高性能化技術の開発： 

４Ｇ基地局及び５Ｇ基地局の売上高増加額／予算額 

（c2）基地局無線部の高性能化技術の開発： 

同上 

（c7）ＲＡＮ制御高度化技術の開発： 

ＲＩＣソフトウェア、およびＲＩＣソフトウェアと同時にセット販売するＤＵ

とＣＵの売上高増加額／予算額 

（f1）超分散コンピューティング技術の開発： 

開発技術を用いたプラットフォームサービス業務およびシステム開発委託業務

の売上高増加額／予算額 

（f2）高機密データ流通技術の開発： 

同上 

 

※予算額は、設定値を算出する場合には提案時委託費、実績値を算出する場合には委

託費受領額をそれぞれ表す（研究開発費返還制度において、予算額は常に同じ意味

で用いる）。 

※費用対効果指標は、小数点以下第２位を四捨五入して算出。 

※売上高増加額は、原則として、「２０２４年度から２０２６年度における各年度の売

上高のうち、最も高いもの」から「研究開発開始前年度及び前々年度における売上

高の平均値」を差し引いた金額を指す。 

※実施者が財務諸表等の作成において採用している会計期間が政府の会計年度（４月

１日～翌年３月３１日）と異なる場合であって、前者の期末が後者の年度末よりも

前である場合には、前者の会計期間における売上高を用いて費用対効果指標を算出

することができる。 

※上記の売上高については、製品単体の他、必要に応じ、当該製品の導入等に係るシ

ステム構築費、工事費、保守費、管理費、サービス利用料等を含めることができる

（但し、製品単体の売上高以外を含める場合には、製品単体の売上高とその他の売

上高のそれぞれを明示することとし、必要な場合には、その他の売上高の内訳も提

示することとする）。また、売上高に、実施者の子会社や関連会社の売上高を含める

場合は、原則として連結決算における売上高を用いる。なお、売上高の計上方法は

設定値と実績値の算出時で、同じ条件で算出する。 

 

【返還率の算出方法】 

 ４．０ ＜ 実績値     ： ０％ 

 １．０＜ 実績値 ≦ ４．０： （４０ － １０ × 実績値）％ 

 実績値 ≦ １．０     ： ５０％ 

 

なお、上記は事業開始年度が２０２０年度の場合で記載したもの。事業開始年度が２０２

１年度以降となった場合は、上記の「費用対効果指標の達成状況を評価する年度（２０２７

年度）」は「開始年度の７年後の年度」と読み替える（ただし、(f1)および(f2)については、

「開始年度の９年後の年度」と読み替える）。また、上記の売上高増加額の定義に記載されて

いる「２０２４年度から２０２６年度」は「事業開始年度の４年後の年度～事業開始年度の

６年後の年度」と読み替える（ただし、(f1)および(f2)については、「事業開始年度の６年後

の年度～事業開始年度の８年後の年度」と読み替える）。 
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（４） 民間企業等による負担 

 

助成事業として実施する開発テーマについては、助成率（２／３、１／２、１／３）を導

入し、民間企業に対して自己負担を求める。ただし、学術機関等（国公立研究機関、国立大

学法人、公立大学法人、私立大学、高等専門学校、独立行政法人及びこれらに準ずる機関。

（以下、「学術機関等」））に対する共同研究費については、定額助成とすることが出来るもの

とする。また、当該助成事業の交付先の委託先において間接経費を計上する場合は、必要に

応じ、経費の執行用途等について事前に協議し、助成事業の目的に合致したものであること

の確認を受けた上で執行することとする。加えて、学術機関等への共同研究費のうち、公共

性・公益性があると認められた研究開発に要する費用については、収益納付の対象から除外

できることとする。収益納付の具体的な計算方法等については、原則として別紙の通りとす

る。これを踏まえ、事前にＮＥＤＯにて計算方法案を作成し、経済産業省の承認を受けた後

に、決定するものとする。 

また、「(e4) 省エネに資するローカル５Ｇの革新的なユースケース創出事業（助成)」及び「(g9) 

ロボット基盤モデルの研究開発（GENIAC）（助成）」は、中小企業等経営強化法に基づく特定事業

者と学術機関等については助成率（２／３）とし、これに該当しない企業については助成率（１

／２）を導入することとする。「（g3）競争力ある生成 AI 基盤モデルの開発（GENIAC ）（助成）」

は、基盤モデルの開発とその評価に必要な計算リソースの提供という形で支援を行うこととし、

2023年 11月公募分は計算リソースの利用料を助成対象とする。中小企業等経営強化法に基づく

特定事業者と学術機関等については、定額助成とし、これに該当しない企業については助成率１

／２を導入することとする。2024 年 7 月公募分、2025 年 3 月公募分は計算リソースの利用料と

データ整備に必要な費用（ただし外注費に限る）を助成対象とする。中小企業等経営強化法に基

づく特定事業者と学術機関等については、助成率２／３とし、これに該当しない企業については

助成率１／２を導入することとする。2026 年 1 月公募分は計算資源リソースの利用料とデータ

整備に必要な費用（ただし外注費に限る）を助成対象とする。また、中小企業等経営強化法に基

づく特定事業者と学術機関等については、その他の経費として消耗品費、旅費（海外展開を企図

する事業において、現地企業の物理的拠点における実証に必要な活動に係る旅費に限る）、外注

費、諸経費も対象として認める。中小企業等経営強化法に基づく特定事業者と学術機関等につい

ては助成率２／３とし、これに該当しない企業については助成率１／２を導入することとする。

なお、計算リソースの提供事業者・利用時間・利用量等については、経済産業省・別途募集する

開発加速支援者と調整の上、指示に従うことを条件とする。 

また、委託事業として実施する開発テーマについて、研究開発計画で設定した予算規模を

超える研究開発費が必要となる場合には、予算規模を超える費用（以下、「自己開発投資額」）

を自己負担すること及び研究開発終了後に当該負担の実績（以下、「実負担額」）及びその内

訳をＮＥＤＯに対して報告することを、実施者が採択時に誓約することを条件として、実施

を認める。なお、研究開発終了時点で、実負担額が「自己開発投資額 ×（委託費受領額／提

案時委託費）」を下回る場合には、実施者はＮＥＤＯに対してその差額を返還する。なお、実

施者が自己開発投資額を負担して実施する研究開発においても、ＮＥＤＯからの委託費によ

り取得・導入した機械装置、設計ツール、ソフトウェア等は、使用可能とする。 

 

（５） 「ＧＸ」の開発テーマにおける社会実装のコミット 

 「ＧＸ」の開発テーマについては、「ＧＸ実現に向けた基本方針（令和 5 年 2 月 10 日閣議

決定）」に基づき、ＧＸの実現に向けた研究成果の社会実装への実施者のコミットの状況を提

案時及びステージゲート審査等で確認する。 

 

（６） 産学連携および人材育成に関する取組みの強化 

半導体や AI、情報通信等の開発力の強化において、民間企業とアカデミアがお互いのニー

ズ・シーズを理解し真に必要となる産学連携の取組みや、人材育成に取り組むことが重要で

ある。 

そこで、本事業についても、今後、採択された事業については、原則、産学連携や人材育
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成に取り組むことを条件とすることを検討する。 

 

（７） 技術情報流出防止への取組み 

   開発した成果を最大化し、我が国の技術優位性を高めるためには、責任のある適切な流出 

   防止策を講じる必要があり、2025 年度の公募以降、別紙３の措置を実施するものとする。 

  （既に実施を開始している事業についても可能な限り協力を求める。） 

 

（８） 労務費の算定方法について 

本事業の開発テーマのうち、海外の先端技術の取り込みや国際共同研究・実証、高度人材

活用の推進等が特に必要と認めるものについては、当該開発テーマの研究開発に従事する

者の労務費については、健保等級に基づく算定方法に限定せず、その属性（専門分野等）

を考慮した算定方法により計上することを認める。具体的には、以下の開発テーマについ

て適用する。 

①ポスト５Ｇ情報通信システムの開発 

（g7）データの秘匿性を考慮した効率的な AI学習手法の開発（委託） 

②先端半導体製造技術の開発 

（f8）光電融合技術を実装した xPU設計開発 

（f9）次世代 AI 向け半導体プラットフォーム開発 

（i1）高歪みウエハに対応した高精度露光装置開発 

（i2）大面積かつ高精細露光装置開発 

 

 

 

５． 実施者の採択 

 

本事業における研究開発の実施者は、ＮＥＤＯが公募（必要に応じて、複数回実施）によ

り採択する。 

 

（１） 予算規模 

 

研究開発項目①～④における開発テーマは、以下の予算規模（実施者による提案１件当た

りの提案時委託費及び助成費（明記のあるものは採択事業者の合計の助成費とする）（ＮＥＤ

Ｏ負担額、以降も同じ定義とする）の上限。継続研究開発において想定される研究開発費は

含まない）を原則として提案を公募する。 

なお、公募による実施者の採択後、必要に応じて、以下の予算規模に限らず、研究開発の

進捗や成果、情勢変化を踏まえた最新の事業化見通しとこれに向けた取組状況、費用対効果

等を踏まえ、各開発テーマの予算配分の増加・縮小を実施する。 

 

①ポスト５Ｇ情報通信システムの開発（委託、助成） 

提案１件当たりの提案時委託費及び提案時助成費（明記のあるものは採択事業者の合

計の助成費とする）は、原則として以下を上限とする。開発テーマが助成事業である場合、

またその際の助成率を（助成、助成率）で表し、（助成、助成率）表記がない開発テーマ

は委託事業であることを表す。 

なお、「システム技術開発」の開発テーマについては、研究開発費返還制度の一環とし

て、以下の方法で設定した変動率を導入するとともに、研究開発期間が１．５年（１８か

月）以下の場合を除き、研究開発開始からステージゲート審査後３か月までに計上可能な

提案時委託費は、研究開発期間全体の８割を上限とする。ただし、実施者の採択後、必要

に応じて、予算配分の増加を実施する場合はこの限りではない。 

 

（a1）クラウド型コアの高度化技術の開発： ７５億円×変動率 

（a2）クラウド型ネットワーク統合管理・自動最適化技術の開発： ７５億円×変動率 
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（b1）光伝送システムの高速化技術の開発： ７５億円×変動率 

（b2）光伝送用ＤＳＰの高速化技術の開発： １００億円 

（b3）微細化の進展に対応した高速不揮発性メモリ技術の開発： ２０億円 

（b4）固定無線伝送システム大容量化技術の開発： １５億円×変動率 

（b5）バス型伝送高度化技術の開発： １５億円×変動率  

（b6）超高速光リンク技術の開発： １０億円 

（b7）光スイッチ高度化技術の開発： ５億円  

（c1）仮想化基地局制御部の高性能化技術の開発： ４０億円×変動率 

（c2）基地局無線部の高性能化技術の開発： ７５億円×変動率 

（c3）基地局装置間の相互接続性等の評価・検証技術の開発： ７５億円 

（c4）高周波デバイスの高出力・小型化技術の開発： ２５億円 

   （継続研究開発（助成、助成率１／２）： ５億円） 

（c5）高温動作可能な光接続技術の開発： ５０億円 

（c6）高周波帯アンプ一体型アレイアンテナ実装技術の開発： ３０億円 

（c7）ＲＡＮ制御高度化技術の開発： ２０億円×変動率 

（c8）Ｏ―ＲＡＮインテグレーション基盤技術の開発（助成、助成率１／２）：１５０億円 

（c9）Ｏ―ＲＡＮ基地局シェアリング技術の開発（助成、助成率１／３）： ５０億円 

（c10）Ｏ－ＲＡＮ基地局の省エネ化技術の開発（助成、助成率１／３）：７億円 

（c11）ユーザ品質と省エネの両立を目指した最適通信制御装置の開発（助成、助成率１／

２）：9.9億円 

（c12）ローカル５Ｇ基地局の省エネ化及び可搬性向上に向けた開発（助成、助成率１／

２）：9.9億円 

（d1）ＭＥＣ向け大規模先端ロジックチップ設計技術の開発： ５０億円 

（d2）ＭＥＣサーバー向け広帯域・大容量メモリモジュール設計技術の開発： ５０億円 

（e1）端末通信機能構成技術の開発： ３５億円 

（e2）端末向け低消費電力コンピューティング技術の開発： ４０億円 

（e3）ロボティクス分野におけるソフトウェア開発基盤構築 

   ２０２５年３月公募分： ３０億円 

（e4）省エネに資するローカル５Ｇの革新的なユースケース創出事業（助成、助成率は４

（４）を参照）：採択事業者の合計で１０億円 

（f1）超分散コンピューティング技術の開発： １５０億円×変動率 

（f2）高機密データ流通技術の開発： ３０億円×変動率 

（f3）仮想化基地局と計算基盤の同時最適化技術の開発（助成、助成率２／３）： 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として２０

０億円以下とする。 

（g1）量子・スパコンの統合利用技術の開発： 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費は、原則として 

２００億円以下とする。 

（g2）超省電力・高密度ＡＩ計算基盤技術の開発： ２００億円 

（g3）競争力ある生成 AI 基盤モデルの開発（助成：助成率は４（４）を参照）： 

２０２３年１１月公募分：採択事業者の合計で８４億円 

２０２４年２月公募分：採択事業者の合計で１０億円 

２０２４年７月公募分：採択事業者の合計で２４５億円 

２０２５年 3 月公募分：採択事業者の合計で１００億円 

２０２６年１月公募分：採択事業者の合計で１００億円 

（g4）ロボティクス分野の生成 AI 基盤モデルの開発に向けたデータプラットフォームに

係る開発 

  ： ２０５億円 

（g5）量子コンピュータの産業化に向けた開発の加速(委託、助成(助成率１／２、２／

３))：採択事業者の(g5-1)と④(b)の３年間分及び(g5-2)と(g5-3)の１年間分の合

計で、原則として４７２億円以下とする。 
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【変動率の設定方法】 

 ４ ＜ 設定値   ： １００％ 

 １ ＜ 設定値 ≦ ４： （６０ ＋ １０ × 設定値）％ 

 設定値 ≦ １   ： ０％ 

（g6）ＡＩ用計算資源の高度化に向けた研究開発（委託・助成） 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費及び助成費は、原則とし

て以下を上限とする。 

1) 多様なＡＩ半導体から成るテストベッド構築とその運用、性能評価のための 

     ソフトウェアの研究・開発：１６５億円 

  2) 各種ＡＩ用半導体の特性を活かし、学習や推論などの用途に応じて 

     その高効率な利用を可能にするソフトウェアの研究・開発：２５億円 

  3) テストベッドなどの計算資源利用の利便性を向上するソフトウェアの研究・開発：

２５億円 

（g7）データの秘匿性を考慮した効率的な AI学習手法の開発（委託）  

 提案 1 件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費は、原則として 110

億円以下とする。 

 1 回目のステージゲート審査の際に、後年度の取り組み内容および開発費について

審議を行う。 

 後年度については１３０億円程度を予定 

※予算案当等の審議状況や政府方針変更等により、予算規模は変動する可能性有 

（g8）製造業データ等の AI-Ready 化に関する研究開発（GENIAC）（委託） 【ＧＸ】  

 ：提案 1件あたりの委託費は、５億円以下とする。また採択事業者の合計で３０億円 

（g9）ロボット基盤モデルの研究開発 ： 

２０２６年２月公募分：採択事業者の合計で２００億円 

（g10）触覚‐動作統合に基づく環境適応型フィジカル AI の研究開発（委託）【GX】：１０

０億円 

 

② 先端半導体製造技術の開発（助成（助成率１／２、（d2-3）は１／３、（d8）、（f3）、

（f5)～（f7）、（f8）のうち助成費、（f9）、（g1）は２／３）、委託） 

提案１件当たりの助成費及び委託費、開発期間毎の助成費及び委託費は、原則として以

下を上限とする。ただし、波及効果が大きく一体として研究を行う必要があるが、上記の

予算規模では十分な研究開発が行えない場合であり、採択審査段階における外部有識者

の審査で認められた場合には、必要額を十分に精査した上で、上記を超える予算規模を認

めるものとする。 

なお、これらの上限は、実施者の採択後、研究開発の進捗や成果、情勢変化を踏まえた

最新の事業化見通しとこれに向けた取組状況等に係る総合的な評価を踏まえ、ステージ

ゲート審査等で外部有識者に認められたテーマの加速（予算の増額）をする場合は、この

限りではない。 

加えて、開発予算では、開発に当たり必要となる製造装置群（評価・測定装置等を含む）

やガス・薬液等の供給設備、排気設備等のユーティリティ設備を導入したクリーンルーム

環境を必要に応じて国内に整備することができるものとする。 

 

（a）先端半導体の前工程技術（More Moore技術）の開発 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として３８０億円以下とする。 

（b） 先端半導体の後工程技術（More than Moore技術）の開発 

（b1）高性能コンピューティング向け実装技術 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として２５０億円以下とする。 

（2023年度公募分） 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として２００億円以下とする。 

（b2）エッジコンピューティング向け実装技術 
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提案１件当たりの提案時助成費は、原則として５０億円以下とする。 

（b3）実装共通基盤技術 

（開発対象技術全てを開発する大規模な提案の場合） 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として５０億円以下とする。 

（開発対象技術のうち１つの技術を開発する場合） 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として１０億円以下とする。 

（b4）有機 RDLインターポーザの微細化製造技術開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として 

１４５億円以下とする。 

（c）露光周辺技術開発 

（c1）高出力 EUV 露光装置向けペリクル開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として２１

億円以下とする。 

（c2）EUV露光装置向け次世代フォトレジスト技術開発 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として３０億円以下とする。 

（d）国際連携による先端半導体製造技術開発 

（d1）高集積最先端ロジック半導体の製造技術開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費は、原則として 

７００億円以下とする。 

外部有識者によるステージゲート審査の結果、以下の通り増額する。 

２回目のステージゲート審査までの委託費総額：３，３００億円以下（２,６００億

円増額） 

３回目のステージゲート審査までの委託費総額：８，６６５億円以下（５,３６５億

円増額） 

４回目のステージゲート審査までの委託費総額：１５，４２０億円以下（６，７５

５億円増額） 

（d2）光電融合に係る実装技術および確定遅延コンピューティング基盤技術開発 

（d2-1）光チップレット実装技術 

提案１件当たりの提案時委託費は、原則として２６０億円以下とする。 

（d2-2）光電融合インターフェイスメモリモジュール技術 

提案１件当たりの提案時委託費は、原則として１８５億円以下とする。 

（d2-3）確定遅延コンピューティング基盤技術（助成（助成率１／３）） 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として１０億円以下とする。 

（d3）Beyond 2nm世代向け半導体技術開発 

提案１件当たりの提案時委託費は、原則として２００億円以下とする。 

（d4）2nm世代半導体のチップレット・パッケージング設計・製造技術開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費は、原則として 

５３５億円以下とする。 

外部有識者によるステージゲート審査の結果、以下の通り増額する。 

２回目のステージゲート審査までの委託費総額：１，８０５億円以下（１，２７０

億円増額） 

(d5) 先端パッケージング等を含む後工程高度化プラットフォームの構築 

(d5-1)先端パッケージング等を含む後工程の自動化にかかる技術開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費は、原則として 

２００億円以下とする。 

（d6）先端半導体の後工程における光実装を可能とするパッケージング技術開発 

  提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費は、原則として１３

０億円以下とする。 

（d7）次世代半導体を活用した医療分野における高速画像処理システムの開発 

  提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費は、原則として６２

億円以下とする。 
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（d8）光チップレット実装技術による半導体デバイスの製造技術開発 

  提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として１６

０億円以下とする。 

（e）次世代メモリ技術開発 

（e1）次世代広帯域・低消費電力ＨＢＭの製造技術開発 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として２５０億円以下とする。 

（e2）革新メモリの製造技術開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として１８

０億円以下とする。 

（e3）エッジ向け AIメモリ設計・製造技術開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として３６

０億円以下とする。 

（e4）高メモリ密度・広帯域・低消費電力な革新的メモリの製造技術開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として３８

億円以下とする。 

（f）次世代半導体設計技術開発 

（f1）2nm世代半導体チップ設計技術開発 

提案１件当たりの提案時委託費は、原則として２８０億円以下とする。 

（f2）自動車用高性能コンピュータ向け最先端 SoC技術開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費は、原則として 

１０億円以下とする。 

外部有識者によるステージゲート審査の結果、以下の通り増額する。 

委託費総額：４１０億円以下（４００億円増額） 

（f3）通信用 AI 半導体の設計技術開発 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として４０億円以下とする。 

（f4）チップレット設計プラットフォーム構築に向けた技術開発 

（f4-1）プラットフォーム構築に向けた要素チップ及び実装技術開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費は、原則として１０

０億円以下とする。 

（f5）低遅延・超低消費電力 AIアクセラレータ開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として１７

５億円以下とする。 

（f6）画像処理用半導体の設計技術開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として１７

５億円以下とする。 

（f7）超低消費電力 AIエージェントプロセッサ開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として５８

５億円以下とする。 

（f8）光電融合技術を実装した xPU設計開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時委託費及び助成費の合計は、

原則として３７５億円以下とする。 

※うち、提案時委託費は、原則として３２５億円以下、提案時助成費は、原則とし

て５０億円以下とする。 

（f9）次世代 AI 向け半導体プラットフォーム開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として３２

０億円以下とする。 

(g) 先端半導体周辺デバイス設計・製造技術（助成（助成率２／３）） 

(g1) 車載半導体間データ伝送技術 

提案１件当たりの提案時助成費は、原則として２４億円以下とする。 

（h）先端半導体計測・分析技術開発 

（h1）先端ロジック半導体向け３次元非破壊計測技術開発 
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提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として１８

億円以下とする。 

（i）先端半導体製造装置開発 

（i1）高歪みウエハに対応した高精度露光装置開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として１２

５億円以下とする。 

（i2）大面積かつ高精細露光装置開発 

提案１件当たりの初回ステージゲート審査までの提案時助成費は、原則として３０

億円以下とする。 

 

 

③先導研究（委託、助成（助成率１／２）） 

提案１件当たりの提案時委託費及び助成費は、原則として３億円以下とする。 

 

④ 人材育成（委託） 

提案１件当たりの委託費、開発期間毎の委託費は、原則として以下を上限とする。ただ

し、波及効果が大きく一体として行う必要があるが、上記の予算規模では十分な事業が行

えない場合であり、採択審査段階における外部有識者の審査で認められた場合には、必要

額を十分に精査した上で、上記を超える予算規模を認めるものとする。 

なお、これらの上限は、実施者の採択後、事業の進捗や成果等に係る総合的な評価を踏

まえ、ステージゲート審査等で外部有識者に認められたテーマの加速（予算の増額）をす

る場合は、この限りではない。 

 

（a）最先端半導体設計人材育成 

提案１件当たりの提案時委託費は、原則として７５億円以下とする。 

（b）量子コンピュータの産業化にかかる人材育成 

採択事業者の３年間分の合計で、原則として１５億円以下とする。 

 

 

（２） 採択方法 

 

公募要領に合致する提案を対象に、一次採択審査及び二次採択審査を行った上で、実施者

を採択する（④人材育成及び本事業を実施する上で必要となる調査等に関する実施者を採択

する際には、一次採択審査を行わない。）。一次採択審査は、施策目的との合致性等の観点か

ら、経済産業省が行う。一次採択審査通過者に対する二次採択審査は、技術面等の観点（技

術の実用化の観点を含む）から、ＮＥＤＯもしくはＮＥＤＯが設置する採択審査委員会が行

う。ＮＥＤＯは、二次採択審査の結果を経済産業省に対して報告し、経済産業省から承認を

受けた後、実施者の採択を速やかに決定し、実施者に対して採択決定通知を発出する。なお、

採択に当たっては必要な条件（研究開発項目③「先導研究（委託、助成）」として採択するこ

と 等）を付して条件付き採択とする場合がある。 

採択審査は非公開であり、外部からの審査経過に関する問合せには応じないこととする。

採択審査に当たって必要な場合には、提案者に対して、経済産業省またはＮＥＤＯからヒア

リング等を実施する。 

公募の締切から採択決定までの期間は、原則として５５日以内とする。採択結果について

は、ＮＥＤＯがホームページ等を通じて公表する。 

 

 

６． 実施体制等 

 

（１） 役割分担 
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本事業では、経済産業省が研究開発の方針決定等、ＮＥＤＯが研究開発の進捗状況管理等、

公募により採択された実施者が研究開発の実施を担う。 

経済産業省は、本事業を実施する上での重要な方針（研究開発計画、予算配分、委託・助

成の別 等）を決定するとともに、研究開発の進捗や技術動向・市場動向等を踏まえ、必要

に応じて、研究開発計画等の見直しを行う。また、事業を円滑に進める観点から、必要に応

じてＮＥＤＯや実施者に対して指示を行う。 

ＮＥＤＯは、本事業を実施するための基金の設置及び当該基金の適切な管理、公募による

実施者の採択、契約締結・助成金交付を行う。また、本事業の研究開発成果の最大化に向け

て、実施者による研究開発の進捗状況管理（実施者による研究開発の進捗状況の把握、実施

者に対する必要な指示、各種委員会の開催を通じた評価 等）や調査等、また、当該成果の

普及に向けた広報等を実施する。 

研究開発の実施者は、実用化や社会実装を見据えて研究開発に取り組む。当該実施者は、

企業や研究機関等（以下、「団体」）のうち、原則として日本国内に研究開発拠点を有するも

のを対象とし、単独又は複数で研究開発を実施する。ただし、研究開発を実施する上で、国

外の団体の特別な研究開発能力や研究施設等を活用する必要がある場合には、当該団体と連

携して研究開発に取り組むことができる。「（g3）競争力ある生成 AI 基盤モデルの開発

（GENIAC）（助成）」については、支援対象は「居住者」とし、日本国内に基盤モデル開発

の中心的拠点を設置するなど、日本における長期的な基盤モデル開発のコミットメントを行

うことを要件とする。なお、外資企業の子会社（日本法人）も参加可能とする。 

なお、本事業の実施に関する詳細（公募の進め方、採択審査における審査基準、各種委員

会やステージゲート審査等を含む研究開発の進捗状況管理の方法、調査・広報の内容、研究

開発費返還制度における費用対効果指標の達成状況の評価方法 等）については、ＮＥＤＯ

が経済産業省に相談の上、経済産業省が決定する。 

また、ＮＥＤＯは提案者及び実施者から受領した資料や営業秘密に係る情報（事業化計画

や売上高 等）については、組織内の実施体制を適切に構築した上、機密保持のために十分

な措置を講ずるものとする。 

 

 

（２） 研究開発の進捗把握・管理 

 

ＮＥＤＯは、研究開発の実施者と緊密に連携し、各開発テーマの研究開発の進捗状況を把

握する。また、外部有識者等で構成する委員会を組織し、定期的（年 1 回程度）に評価を実

施し、開発目標の達成見通しを常に把握するとともに、予算の必要性や実施体制の妥当性を

精査する。また、各開発テーマの研究開発の進捗状況、開発目標の達成見通し、成果の事業

化の見通し等について、定期的に経済産業省に報告し、経済産業省からの指示に従い、必要

に応じて、開発テーマ毎の予算配分の増加や縮小、実施体制の再構築等を行う。また①(g5)

において、研究開発能力を最大限に活用し、効率的かつ効果的に研究開発を推進する観点か

ら、ＮＥＤＯは研究開発責任者(プロジェクトリーダー)を選定し、各実施者にプロジェクト

リーダーの下で研究開発を実施させることで、プロジェクトに求められる技術的成果及び政

策的効果を最大化させる。なお、必要に応じてＳＰＬ(サブプロジェクトリーダー)を設置す

ることとする。 

また、研究開発を効率的かつ効果的に実施するため、経済産業省からの指示に従い、(g3) 、

(g8)および④(b)を除き、各開発テーマの研究開発開始から終了までの中間時点を目途に、ス

テージゲート審査を実施する。 

 

研究開発項目①：研究開発開始時点から１．５年後 

※(e4)については、９ヶ月後、(g4)については、２年後、(f1)、(f2)、(f3）、(g1)及び(g2）

については、２．５年後、(g10)については 2年後および 3年後 

※（g9）については、外部有識者委員会の承認により 1 年を超える研究開発期間が設定さ

れた場合、事業期間の中間時点（例：3年の場合は開始から 1.5年後）を目途 
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研究開発項目②：研究開発開始時点から２．５年後 

※ただし(d2-3)については、１．５年後 

 

研究開発項目③：研究開発開始時点から１年後～１．５年後 

 

研究開発項目④：事業開始時点から２．５年後 

 

なお、採択審査段階等における外部有識者の審査で認められた場合には、ステージゲート

審査時期の目途よりも前に実施することも可能とする。 

当該審査を通過しなかった開発テーマについては、審査後３か月（研究開発期間が５年間

の場合は６か月）を目途に研究開発を終了する。当該審査を通過した開発テーマについても、

審査結果を踏まえ、必要に応じ、研究開発の加速、縮小、実施体制の変更（例：再構築、統合 

等）、実施形態の変更（研究開発項目①から③への変更等）等を行う。なお、当該審査等の委

員会での評価に当たっては、研究開発の進捗や成果、情勢変化を踏まえた最新の事業化見通

しとこれに向けた取組状況、費用対効果等に係る総合的な評価を行う。 

 

（３） 調査・広報 

 

ＮＥＤＯは、経済産業省と協議のもと、本事業で取り組む技術分野について、国内外の技

術動向、政策動向、市場動向等について調査（本事業において委託事業として実施）を行い、

研究開発成果の最大化に向けた方策を分析・検討する。（具体的な調査テーマ実施内容につい

ては別紙２の通り。）また、ＮＥＤＯは、シンポジウムの開催等を通じて、本事業の研究開発

成果の普及に向けた広報に取り組む。 

 

７． その他 

 

（１） 研究開発成果の取り扱い 

 

実施者は、研究成果の普及に努め、ＮＥＤＯは、実施者による研究成果の広範な普及の促

進に努める。 

本事業の成果に依る知的財産や研究開発データの取り扱いについては、経済産業省が定め

る「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」及びその別冊

である「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」に従うこと

を原則する。ＮＥＤＯが委託を行って実施する開発テーマについては、開発テーマ又は開発

テーマを構成する研究項目ごとに知財委員会を委託先に設置し、知財委員会において、研究

開発成果に関する論文発表及び特許等（以下、「知財権」）の出願・維持等の方針決定等のほ

か、必要に応じて、知財権の実施許諾に関する調整等がなされるよう、ＮＥＤＯが助言・指

導を行う。 

 

（２） 実施期間 

 

本事業を終了する時期は２０２９年度末とする。 

 

（３） 中間評価・事後評価 

 

中間評価は、本事業開始後、3年程度おきに経済産業省が行う。 

事後評価は、本事業の終了後に経済産業省が行う。 

 

（４） 研究開発計画の見直し 

 

経済産業省は、研究開発の進捗や技術動向・市場動向等を踏まえ、必要に応じて、研究開
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発計画（研究開発項目、研究開発期間、開発目標、実施体制 等）を見直す。 

 

＜研究開発計画の策定・見直しの履歴＞ 

 ２０２０年４月１３日  策定 

 ２０２０年８月６日    改定（先導研究の開発テーマの設定） 

 ２０２１年１月７日    改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定） 

 ２０２１年２月４日    改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発、先端半導体製造 

技術の開発、先導研究の開発テーマの設定） 

 ２０２１年３月９日    改定（収益納付額の計算方法の追記） 

 ２０２１年６月３０日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定） 

 ２０２２年４月２２日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発、先端半導体製造 

技術の開発テーマの設定） 

 ２０２２年８月３１日  改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定） 

 ２０２２年１０月２８日 改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定） 

 ２０２３年１月２０日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定） 

 ２０２３年３月２７日  改定（先端半導体製造技術の開発（d1）の予算規模の変更） 

 ２０２３年６月１９日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定） 

 ２０２３年６月２８日  改定（アウトプット目標の変更、先端半導体製造技術の開発テ 

              ーマの設定、「ＧＸ」の開発テーマの追記） 

 ２０２３年７月１１日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定） 

 ２０２３年９月１日    改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定） 

 ２０２３年９月８日    改定（先端半導体製造技術の開発テーマにおける追記） 

 ２０２３年９月２２日  改定（先端半導体製造技術の開発テーマにおける追記、設定） 

 ２０２３年１１月１０日 改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定） 

 ２０２３年１１月１８日 改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定） 

 ２０２４年１月１９日  改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定） 

 ２０２４年２月１６日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマにおける追記） 

 ２０２４年３月７日   改定（先端半導体製造技術の開発（d1）の予算規模の変更） 

 ２０２４年３月２７日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定） 

 ２０２４年６月１４日  改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定） 

 ２０２４年６月１９日  改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定） 

 ２０２４年６月２８日  改定（研究開発項目の追加設定、別紙２の追加） 

 ２０２４年７月１６日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定） 

 ２０２４年１２月５日  改定（先端半導体製造技術の開発（f2）の予算規模の変更） 

 ２０２４年１２月２７日 改定（別紙２の追記） 

 ２０２５年１月１０日  改定（別紙２の追記） 

 ２０２５年２月７日   改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定、成果最大化に 

              向けた仕組みの追加、その他終了時期に関する追記） 

 ２０２５年３月１４日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマにおける追記） 

 ２０２５年３月２５日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムならびに人材育成の開発テー 

マの設定） 

 ２０２５年７月９日   改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定、「技術    

情報流出防止への取組み」の一部修正及び別紙３の追記） 

 ２０２５年８月４日    改定（先端半導体製造技術テーマの設定） 

 ２０２５年８月２９日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定） 

 ２０２５年９月２２日  改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定、研究開発の進捗 

                                                    把握・管理の追記、別紙２の追記） 

 ２０２５年１０月３１日 改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定） 

 ２０２５年１２月４日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システム、先端半導体製造技術の開発 

 テーマの設定） 

 ２０２５年１２月２４日 改定（先端半導体製造技術の開発テーマの設定、別紙２の追記 
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 ２０２６年１月２３日   改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定、成果 

           最大化に向けた仕組みの追加） 

 ２０２６年２月１９日  改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定、別紙２ 

              の追記） 

 ２０２６年３月１０日   改定（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発テーマの設定、先端 

                  半導体製造技術の開発テーマの設定） 

 

 

以上 
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（別紙１） 

 

収益納付額の計算方法 

 

 

 収益納付額＝（Ａ－Ｂ）× Ｃ／Ｄ － Ｅ 

 

Ａ：収益額（補助事業に係る製品・部品等における営業損益等（売上高ー製造原価ー販売管

理費等）の各年度の累計） 

Ｂ：控除額（補助対象経費） 

Ｃ：補助金確定額 

Ｄ：補助事業に係る支出額（補助事業に要した経費と補助事業終了後に追加的に要した経費

の合計） 

Ｅ：納付額（前年度までの収益納付を行っている場合の当該納付額）   

 

（注１）相当の収益が生じた場合とは、収益［Ａ］－控除額［Ｂ］＞０となる場合をいう。 

（注２）収益［Ａ］の計算にあたって、製品・サービス等に対する補助事業の寄与が一部である

場合は、公正妥当な寄与率を収益に乗じた額を用いる。例えば、寄与率には当該収益を

得るために要した投資総額（当該製品・サービス等の生産・実現に寄与した産業財産権

やノウハウ等を生み出すために当該時点までに要した開発等経費を含む）に当該補助事

業に要した経費総額が占める割合を用いる。 

（注３）販売管理費等には、必要に応じ、補助事業に係る借入金の利息等金融費用を含むことが

できる（当該補助金に係る分として厳格に区分経理できる場合に限る）  

（注４）補助事業が複数年度に渡る場合は、補助対象経費、補助金確定額、補助事業に要した経

費は、各年度の累計とする。 

（注５）中小企業等において、補助事業に係る製品・部品等についての区分経理が難しい場合は、

収益［Ａ］は企業全体の収益ベースに算出したみなし額を用いることも認める。 
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（別紙２） 

調査テーマ一覧 

 

番

号 

件名 概要 予算 

１ ポスト 5G情報通信シ

ステムの開発に関す

る動向調査 

（2020～2021年度） 

ポスト 5Gに対応した情報通信システムの中核となる技

術の開発研究として、研究開発項目①ポスト 5G情報通

信システムの開発及び研究開発項目③先導研究（委託）

が 2020年から開始したところである。 

本調査は、今後、本ポスト 5G事業を推進するにあたり

事業化を含めた研究開発成果の最大化、最新の技術や市

場動向に基づく的確な事業遂行、今後加速すべき技術領

域の特定等をすることを目的に、関連する技術動向、市

場動向、情報通信関連政策等について調査・分析を実施

するものである。 

2,000万円

以内 

２ 次世代情報通信シス

テムに関わる動向調

査 

（2021年度） 

5G 移動通信システムの本格導入及び普及が進む中、

2030年頃には、さらにその次の世代となる移動通信シ

ステムの導入が見込まれ、次世代移動通信システムの議

論が内外で開始されつつあり、現行の移動通信システム

からの円滑なマイグレーションとともに、2030年代に

おける移動通信システムの利活用の高度化、各産業界へ

の貢献、あるいは国際競争力の強化等へ、更なる期待が

かかる。 

本調査では、ポスト 5G情報通信システムの次に続く次

世代情報通信システムに関して、システムやサービスの

発展を踏まえ、次世代情報通信システムに期待される情

報通信技術、関連技術、ユースケース、次世代情報通信

システムがもたらす産業構造の変化、将来像等を網羅的

に調査・分析することを目的とし、先導的技術開発とし

て今後取り組むべき方策について検討を行うものであ

る。 

2,000万円

以内 

３ 先端パッケージング

に係る動向調査 

（2021年度） 

ポスト５Ｇに対応した情報通信システムの中核となる技

術の開発研究として、研究開発項目②「先端半導体の製

造技術の開発」を 2020年から開始した。 

本調査は、先端パッケージング技術に係る技術動向に着

目し、情報の収集・整理を行い、また、収集した情報を

分析し、グローバル市場における日本企業の優位性、今

後強化すべき分野等を総合的に判断する。 

2,000万円

以内 
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４ オープンイノベーシ

ョン拠点に係る動向

調査 

（2021年度） 

ポスト５Ｇに対応した情報通信システムの中核となる技

術の開発研究として、研究開発項目②「先端半導体の製

造技術の開発」を 2020年から開始した。先端半導体の

製造技術開発においてはサプライチェーンが複雑化して

おり、成果を最大化するためにユーザー企業・機関との

連携、国際連携の推進等オープンイノベーションを推進

する必要がある。 

本調査では、国内外のオープンイノベーション拠点の動

向を調査し、今後の関連施策立案に資する情報を網羅的

に入手・整理することを目的とする。 

1,500万円

以内 

５ 先端半導体製造技術

等に必要な人材の育

成及び確保並びに半

導体関連産業の取引

活性化に関する調査 

（2023年度） 

ポスト５Ｇ事業の「研究開発項目②先端半導体の製造技

術の開発（d1）高集積最先端ロジック半導体の製造技術

開発」の実施者を Rapidus 株式会社（以下、Rapidus）

とすることを決定しており、Rapidusは同社の最先端半

導体工場の建設予定地として北海道千歳市を選定したこ

とを発表している。 

本調査では、先端半導体製造技術の研究開発成果の最大

化に向けて、半導体製造体制の構築・維持に必要な人材

の育成及び確保並びに半導体関連産業の取引活性化につ

いて、北海道地方等を対象に調査を行い、北海道地方に

おける人材育成及び確保並びに半導体関連産業の取引活

性化に向けた戦略の各素案を作成する。また、各素案を

試行的に実施・検証し、人材の育成及び確保並びに半導

体関連産業の取引活性化に向けた戦略のとりまとめを行

う。 

2,000万円

以内 

７ 先端半導体に係るシ

ナリオ別経済影響分

析調査 

（2023年度） 

ポスト５Ｇ事業では、経済産業省が定める本研究開発計

画に基づき、ポスト５Ｇで必要となる先端的な半導体を

将来的に国内で製造できる技術を確保するため、研究開

発項目②「先端半導体製造技術の開発」を実施。 

他方で、COVID-19等によるサプライチェーンの混乱で

明らかになったように、半導体の供給が停止すると半導

体を活用するさまざまな産業、ひいては経済全体に大き

な影響が及ぶ。今後、生成ＡＩやＨＰＣ（High 

Performance Computing）、自動運転など先端半導体を

必要とする新たなサービス、技術が進展していく中で、

半導体の需給の変化が経済に与える影響を研究開発段階

から予測しておくことは重要。 

本調査では、新たな技術の勃興や社会経済状況の変化等

に応じて、世界の先端半導体需要がどのように拡大する

か、またその需給にはどのようなシナリオが考えられる

かを定量的に整理し、それらが日本をはじめとした各国

に与える影響を分析することを目的とする。 

2,000万円

以内 
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８ 先端半導体に係る技

術開発等支援の効果

分析調査 

（2023年度） 

昨今、生成ＡＩや自動運転など先端半導体の需要変化に

つながるテクノロジー等の進展が見られ、また 2020年

代前半で各国の半導体産業政策や国際的な半導体産業構

造が大きく変化していく中で、改めて産業支援策の効果

等を定量的に予測・評価し、当該支援策の加速や今後の

支援策の検討に活かしていくことは重要。 

本調査では、経済産業省、ＮＥＤＯ等が取り組む先端半

導体に対する製造技術開発等の支援策の経済効果等を定

量的に予測・評価するとともに、今後取り組むべき支援

策の提言を行う 

5,000 万円

以内 

９ 競争力ある生成 AI 基

盤モデルの開発に関

する調査 

（2023～2024年度） 

ポスト５G事業の「研究開発項目①ポスト５Ｇ情報通信

システムの開発（g3）競争力ある生成 AI 基盤モデルの

開発（GENIAC）」において、産業活動・国民生活に

大きなインパクトを与える可能性がある生成 AI につい

て、そのコアの技術基盤である、基盤モデルを開発する

こととしている。 

一方、生成 AI は黎明期であり、あらかじめ開発すべき

基盤モデルや開発体制を特定することは困難。そのた

め、アイデアを広く募集した上で、短期間のサイクルご

とに、開発の成果等を踏まえ、継続支援対象を絞り込む

形で基盤モデルの開発に取り組むこととしている。 

こうした状況を踏まえ、上記研究開発を加速する観点か

ら、データホルダーとのマッチング支援、グローバルテ

ック企業との連携支援やコミュニティイベントの開催等

を実施する。 

4.5億円以

内 

10 先端半導体の動向調

査 

（2023～2024年度） 

本調査は、今後、先端半導体の製造技術の開発を推進

するにあたり研究開発成果の最大化、最新の技術や市

場動向に基づく的確な事業遂行、今後加速すべき技術

領域の特定等を目的に、関連する技術動向、市場動

向、情報通信関連政策等について調査・分析し、基礎

資料を得るための調査を行う。 

6,000万円

以内 

11 生成 AI 開発加速に向

けた新たなデータセ

ットの構築に関する

調査 

（2024年度～2025年

度（原則）） 

生成 AI の開発には大量かつ良質なデータが必要であ

り、その確保が生成 AI モデルの競争力を左右する。他

方、生成 AI の開発に活用できる良質なデータは限られ

ており、そのデータセットの構築のあり方も模索が続

いているところ。 

 こうした背景から、本調査事業では、例えば音声デ

ータセットの構築において効率的なアノテーションの

手法が定まっていないといったデータセットの構築手

法に課題を抱える分野のデータセットの構築と、それ

に対するユーザー（基盤モデル開発者）からのフィー

ドバックを通じて、生成ＡＩの開発を加速するための

データセットの構築のあり方を調査する。 

15億円以内 

（2024年 6

月公募分） 

12 データ・生成ＡＩの

利活用に係る先進事

例に関する調査

（2024年度～2025年

度（原則）） 

生成ＡＩの開発や利活用を推進する上では、データを

保有する企業等（以後、データホルダー）のデータを

いかに活用するかが重要である。現状、諸外国と比較

して日本はソフトウェアエンジニアがデータホルダー

に少ないため、生成ＡＩの開発・利活用を進めていく

上では、データホルダーと生成ＡＩ開発者の連携が重

要となる。一方、データホルダーが生成ＡＩ開発者に

調査類型

１：９億円

以内 

調査類型

２：6億円

以内 
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データを提供する際に発生しうる個人情報やプライバ

シーといった権利侵害や悪用等に対する警戒感が存在

すること、また、データ提供に対する収益還元のモデ

ルが確立していないこと等の課題があり、生成ＡＩの

開発・利活用が十分に進んでいない状況もある。そこ

で、生成ＡＩ利活用に向けて、データホルダーと生成

ＡＩ開発者の連携における課題を明らかにし、その解

決手法の仮説とその実証を通じて調査を行う（調査類

型１）。 

 また、生成ＡＩの利活用においては、例えばコンテ

ンツ業界の一部においてはデジタル技術を活用しない

ことを前提とした商慣習が残存している、製造業にお

いては各社のデータを共有する仕組みが存在しない、

業界によっては自身の業務を代替されるといった不安

感がある、等の課題があり、個別業界全体での生成Ａ

Ｉの利活用が進んでいない状況がある。そこで、生成

ＡＩ利活用に向けて、個別業界の特性に応じて業界全

体で解決すべきと考えられる課題を明らかにし、業界

全体での横展開の観点も踏まえつつ、その解決手法の

仮説とその実証を通じて調査を行う（調査類型２）。 

（2024年 6

月公募分） 

13 生成ＡＩ基盤モデル

の開発のあり方に関

する調査 

（2024年度～2025年

度） 

生成ＡＩは、従来のＡＩでは不可能だった、様々な創造

的な作業を人間に代わって行える可能性があることか

ら、産業活動・国民生活に大きなインパクトを与えると

考えられており、ポスト５Ｇ時代のキラーアプリケーシ

ョンとしても位置づけられる。  

その生成ＡＩの鍵を握るのは、基盤モデル開発である。

基盤モデルは、生成ＡＩを活用した様々なサービスを支

える個別モデルを生み出すコアの技術基盤であり、基盤

モデルの開発力の有無は、我が国における生成ＡＩの利

用可能性や創出するイノベーションの幅を決し得る。  

このため、日本として基盤モデルの持続的な開発力を強

化していく必要があり、それに向けて、基盤モデルの開

発力の底上げを図りつつ、企業等の創意工夫を促すこと

が重要である。他方、生成ＡＩは黎明期であり、効率的

な基盤モデルの開発方法等を特定することは困難であ

る。本調査事業では、基盤モデルの開発を加速するため

のあり方を明らかにするため、別途実施する「競争力あ

る生成 AI基盤モデルの開発（基盤モデル開発事業）」

と連携しながら、データホルダーとのマッチング支援、

グローバルテック企業との連携支援やコミュニティイベ

ントの開催、開発される基盤モデルの性能評価等を実施

し、基盤モデル開発における課題等を調査・検討する。 

加えて、別途実施する「生成ＡＩ開発加速に向けた新た

なデータセットの構築に関する調査」及び「データ・生

成ＡＩの利活用に係る先進事例に関する調査」と連携し

ながら、生成ＡＩ調査事業の成果を広く普及させるべ

く、イベント等の開催を実施する。 

さらに、生成ＡＩの開発や利活用を加速させるための課

題等を調査・検討する。 

 

７．５億円

以内 

（生成ＡＩ

の開発動向

等の調査に

ついては

０．６５億

円以内） 
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14 生成ＡＩ開発加速に

向けたデータ・生成

ＡＩの利活用に係る

調査（NEDOが指定す

る日から原則 1年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生成 AI は、従来のＡＩでは不可能だった、様々な創造的

な作業を人間に代わって行える可能性があることから、産

業活動・国民生活に大きなインパクトを与えると考えられ

ており、ポスト５Ｇ時代のキラーアプリケーションとして

も位置づけられる。  

 生成 AI の利活用においては、生成 AI 開発に重要な良質

なデータが十分に存在していない、著作権やプライバシー

の課題などにより、データを保有する企業等（以下、デー

タホルダー）とＡＩ開発者との連携が進まない、自身の業

務が代替されるといった不安感がある、といった課題があ

る。 

生成 AI の開発に重要な「データ」については、そもそも

データが整備されていないことや、組織内でサイロ化して

いるなどの課題が存在し、生成 AI の開発・利活用に不可

欠なデータの利活用が進んでいない状況がある。こうした

状況を解消するためにも、データ基盤にあるデータが多数

の生成 AI 開発者に使われ、その過程でフィードバック等

がなされ、さらにデータ基盤が質的・量的にリッチになっ

ていくという、「データエコシステム」の構築が急務とな

っている。（調査類型１） 

 また、生成 AI の利活用を推進する上では、データ権利

侵害や機密情報の漏洩・悪用といったリスクや、生成 AI

による雇用代替が進むといった業界全体の懸念を低減する

とともに、生成 AI の利活用によって新たなビジネス機会

を創出できることを示すことが重要である。（調査類型

２） 

こうした観点から、本調査事業では、生成 AI の利活用

に向けた課題の解決に向けて、横展開の観点も踏まえつ

つ、その解決手法の仮説とその実証を通じて調査を行

う。 

調査類型

１：１５億

円以内 

調査類型

２：５億円

以内 

（予算上限

の引き上げ

要件あり） 

（2024年

12月公募

分） 

15 生成ＡＩ開発加速に

向けたデータ・生成

ＡＩの利活用に係る

調査（NEDOが指定す

る日から原則 1年） 
 

生成 AI は、従来のＡＩでは不可能だった、様々な創造的

な作業を人間に代わって行える可能性があることから、産

業活動・国民生活に大きなインパクトを与えると考えられ

ており、ポスト５Ｇ時代のキラーアプリケーションとして

も位置づけられる。  

生成 AI の利活用においては、生成 AI 開発に重要な良質な

データが十分に存在していない、著作権やプライバシーの

課題などにより、データを保有する企業等（以下、データ

ホルダー）とＡＩ開発者との連携が進まない、自身の業務

が代替されるといった不安感がある、といった課題があ

る。 

生成 AI の開発に重要な「データ」については、そもそも

データが整備されていないことや、組織内でサイロ化して

いるなどの課題が存在し、生成 AI の開発・利活用に不可

欠なデータの利活用が進んでいない状況がある。こうした

状況を解消するためにも、データ基盤にあるデータが多数

の生成 AI 開発者に使われ、その過程でフィードバック等

がなされ、さらにデータ基盤が質的・量的にリッチになっ

ていくという、「データエコシステム」の構築が急務とな

っている。 

こうした観点から、本調査事業では、生成 AI の利活用

に向けた課題の解決に向けて、横展開の観点も踏まえつ

１５億円以

内 

（予算上限

の引き上げ

要件あり） 

（2025年 9

月公募分） 
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つ、その解決手法の仮説とその実証を通じて調査を行

う。 

16 半導体・デジタル産業

戦略の戦略的実行に向

けた調査分析（2024

年度～2025 年度） 

新たな技術の勃興や社会経済状況の変化などに応じて、我

が国の半導体関連事業を国際的な競争環境や、市場の技術

動向に応じて深く検証・精緻化し、我が国全体の半導体戦

略に鑑みて合理的、最適化するために必要な調査分析を行

う。 

5 億円以内 

17 ロボティクス分野にお

けるソフトウェア開発

基盤構築に関する調査

（2025 年度～2027 年

度） 

ロボットは、ポスト５Ｇ情報通信システム活用のキラーユ

ースケース端末として期待されるところ、現状において導

入分野や用途が限定的である。導入が進んでいない産業分

野においては、既に導入が進んでいる自動車や電機製造と

比べて、多品種少量生産やロボット周辺の環境が不安定と

いった、ロボット化の難易度が高いケースが多い。また、

操作者のロボット活用に係る熟練度も踏まえると、円滑に

ロボットを運用できるまでに相当の期間を要する点等の課

題もある。こうした中で、ロボットの導入を拡大し、新市

場を加速的に創出していく上では、ソフトウェア起点で需

要ドメインから求められる多様なロボットシステムを創出

することが重要となる。従来型のロボットシステムにおい

ては、システムの信頼性は高いものの、ソフトウェアのプ

ログラミング言語が各々のハードウェア毎に異なる等、新

規の開発者が参入しづらく、汎用性や拡張性が求められる

産業分野に対応できるロボットシステムが生まれにくい環

境にある。 

こうした状況を踏まえ、本調査事業では、別途実施する

「ロボティクス分野におけるソフトウェア開発基盤構築事

業」と連携しながら、その事業者の合議体の運営補助、ロ

ボットソフトウェア流通基盤におけるビジネスモデルの設

計、ならびに需要ドメインから求められるロボットシステ

ムの分析など事業を推進する上で必要となる調査等を行

う。 

3.2 億円以内 

18 AI 用データセンター

におけるソフトウェア

技術ニーズ分析とテス

トベッド運営基盤に関

する調査（2026 年度

～2027 年度） 

時代進化の速いＡＩ研究開発分野において、ＡＩ用計算資

源に必要とされる技術も変遷していくものと考えられる。

この変遷に対応し必要な技術を見極めるため、その調査を

行う。また、テストベッドにおいては、ＡＩ半導体の後継

機種の置き換え、新製品の追加整備や設備運用費など継続

的に費用が発生する。どのような戦略が研究開発基盤とし

ての有用性維持に有効であるか仕組みの在り方などについ

て調査を行う。 

3 億円以内 

19 量子コンピュータの産

業化促進に向けた包括

的調査（2025～2027

年度） 

量子技術の社会実装と産業化を促進するために、戦略的か

つ総合的な支援を行うことを目的とした調査を実施する。

量子コンピュータ分野で求められる公的支援に関する戦略

策定、NEDO 内外の施策や事業の連携促進、NEDO 事業

の成果広報やイベント等を通じた量子コンピュータの活用

促進につながる意識変容の取り組みなどを実施する予定で

あり、各種施策が有機的に結びつき、量子コンピュータの

産業化促進に結びつけることを目指す。 

4 億円以内 

20 競争力ある生成 AI 基

盤モデル開発及び

GENIAC の成果最大

化に関する調査 

（2026年度） 

生成ＡＩは、生産性・付加価値の向上等を通じて大きなビ

ジネス課題を引き出すとともに様々な社会課題の解決に資

することが期待されている。国際的な生成ＡＩの開発競争

が激化している中 2024 年から「GENIAC（Generative AI 

Accelerator Challenge）」プロジェクトを立ち上げ、国

29億円以内 
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内の生成ＡＩ開発力強化や社会実装等に向けた支援を実施

しているところである。 

本調査は今後、本事業を推進するにあたり基盤モデルの

開発を加速するためのあり方や、生成ＡＩの開発や利活

用を加速させるための課題の調査、及び AI ロボティクス

について先行する海外プレイヤーの取組成果を収集し、

モデル設計や学習手法及び評価手法等を調査・検討する

とともに、開発された基盤モデルの成果最大化に寄与す

るため、別途実施する懸賞金型事業と連携しながら、生

成ＡＩ調査事業の成果を広く普及させるべく、AI アプリ

ケーションにより解決が望まれる領域を掘り起こし、従

来の枠組みにとらわれない斬新なアイデアや技術を引き

出すためのイベント等の開催を実施する。また、AI エコ

システム構築に向け、DX・AIX の必要性を社会に広く浸透

させ、DX・AIX に向けて企業が自ら取組む意識と機運を醸

成するため、DX・AIX の進展が遅れることによる社会課題

を分析・特定するとともに、DX・AIX による効果を整理

し、社会への発信方法を調査・検討することに加え、

AI・半導体領域における高度人材に関して、最先端の研

究開発を担う人材のグローバルでの報酬体系を詳細に把

握し、当該人材の確保促進に向けた制度設計について調

査・検討を実施する。 

21 量子コンピュータユー

スケース開発における

研究・実証の進め方に

関する調査（2026 年

度～2027 年度） 

量子コンピュータが有する潜在的計算能力を社会課題解

決につなげることを目的とした調査を実施する。 

本調査では、今後の量子コンピュータのアプリケーショ

ン開発を推進する上でボトルネックとなる課題について

整理・分析を行うとともに、先行する海外プレイヤーの

取組や成果を収集し、別途実施する懸賞金型事業等と連

携しながら、量子コンピュータによる解決が期待されな

がらもこれまで実装に至っていない多くの社会課題を対

象として、実際の量子コンピュータ環境の利用を通じた

技術的・運用上のボトルネックを把握することで、新た

な量子コンピュータ活用の機会の掘り起こしを行う。 

3.0 億円以内 
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（別紙３） 

 

技術情報流出防止への取組 

 

（１） 技術情報管理強化 

 

 研究開発プログラムにおける、当該研究開発の成果及びその活用の際に必要となる技術の設計・生産・利用の

各段階において有用かつ中核的な技術（ソフトウェアを含む）（以下「コア重要技術」という。）、並びに、コア重

要技術の実現に直接寄与する技術（以下「コア重要技術等（注１、２）」という。）のうち非公知のものについて、

その流出を防止するための措置が取られるよう求める。 

 
（注１）コア重要技術等についての補足説明は以下のとおり。 

当該研究開発の成果（ソフトウェアを含む） 

 

その活用の際に必要となる技術の設計・生産・利用の 

各段階において有用かつ中核的な技術（ソフトウェアを含む） 

 

コア重要技術の実現に直接寄与する技術 

 

 
「当該研究開発の成果」 ： 国による資金を用いて実施した研究開発プログラムによって研究開発される技術

（技術流出した際に、我が国の技術優位性の強化又は創出に影響があるもの） 

 

「研究開発成果の活用の際に必要と

なる技術」 

： 研究開発の成果を用いた製品・サービス化等の際に必要となる研究開発成果以外の

技術。例えば、製品化の際に必要な製造設備やソフトウェア等 

 

「設計の段階において有用かつ中核

的な技術」 

 

： 設計の段階において必ず使用され、かつ性能を決定する重要な技術 

「生産の段階において有用かつ中核

的な技術」 

 

： 生産の段階において必ず使用され、かつ性能を決定する重要な技術 

「コア重要技術の実現に直接寄与す

る技術」 

： その技術を知ることでコア重要技術が漏洩する可能性がある技術。例えば、コア重

要技術の開発手順や設計・生産に必須となる製造装置などのパラメータ設定、サン

プルの試験方法や計測法、原材料の配合などのノウハウが該当 

 

 
（注２）コア重要技術等の具体的なイメージ例は以下のとおり。 
・〇〇素材の生産の段階において必ず使用され、かつ性能を決定する温度・湿度条件 

・〇〇プログラムを設計する段階において必ず使用され、かつ性能を決定するデータ など 

 

具体的には、実施者に対し、コア重要技術等を特定した上で、以下（ア）から（ウ）までに掲げる技術流

出防止措置を講ずることを求める。 

  

 

(ア) コア重要技術等へのアクセス管理 

コア重要技術等（非公知のものに限る。以下同じ。）にアクセス可能な従業員を必要最小限の範囲に制

限し、及び適切な管理を行うために必要な体制や規程（社内ガイドライン等含む。）を整備すること。 

 

(イ) コア重要技術等にアクセス可能な従業員の管理 

 （ア）に規定する従業員に対し相応の待遇（賃金、役職等の向上）を確保する等の手段により、当該従業

コア重要技術 

コア重要技術等 
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員の退職等を通じたコア重要技術等の流出を防止する措置を講じるとともに、当該従業員が退職する際に

はコア重要技術等に関する守秘義務の誓約を得ること。また、労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）、

労働契約法（平成 19 年法律第 128 号）その他関係する法律の諸規定に十分配慮しつつ、退職後の競業

避止義務の誓約についても当該従業員の同意を得るための取組を行うこと。 

 

(ウ) 取引先（共同研究パートナー等のサードパーティを含む。以下同じ。） における管理 

実施者ではなく、取引先がコア重要技術等の全部又は一部を有する場合、当該コア重要技術等の全部又は

一部を当該取引先が有すること及びその詳細に関して、当該取引先と秘密保持契約を締結すること。また、

当該取引先に対しても、（ア）及び（イ）に相当する内容の措置を講じることを求め、その履行状況を定

期的にレビューする等、取引先からのコア重要技術等の流出を防止するために必要な措置を講じること。

なお、その際には、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54 号）、下請代

金支払遅延等防止法（昭和 31 年法律第 120 号）及び下請中小企業振興法（昭和 45 年法律第 145 号）の

諸規定に十分配慮すること。 

 

また、上記（ア）から（ウ）までの措置状況について、応募時に加え、NEDO の委員会を開催する際に報告する

ことを実施者に求める。 

 

上記の取組状況が不十分な場合には、実施者に対して改善点を指摘し、改善点が指摘された翌事業年度におい

ても十分な対応が見られない場合は事業の中止に係る意見を決議し、国費負担額の一部返還を求める。 

 

 

（２） 技術移転防止（事前相談） 

 

 経済安全保障推進法では、国民の生存に必要不可欠な又は広く国民生活・経済活動が依拠している重要な物資

について、特定重要物資として指定し、その安定供給確保に取り組む民間事業者等を支援することを通じて、特

定重要物資のサプライチェーンの強靱化を図ることとしている。 

 

同制度では、指定物資ごとに「安定供給確保を図るための取組方針」が定められており、支援対象に技術開発

を含む物資等については「技術流出防止措置」の対応を事業者に求めているが、同措置には、上記（１）技術情

報管理強化と同等の内容のほか、技術移転防止に係る措置も含まれている。 

 

本基金事業は、長期間かつ比較的大規模な予算支援を行うものであること、及び我が国の技術優位性の創出及

び当該技術の流出・拡散防止を図る必要があることから、上記（１）の措置に加え、以下の技術移転防止に係る

措置を講ずることを実施者に求める。 

 

実施者又はそのグループ会社が、他者又は他国に対し、以下に掲げるいずれかの行為を行うに当たって、以下①又

は②に該当する場合は、当該行為を実施する前に、十分な時間的余裕をもって担当省庁に事前に相談をすること。 

 

① コア重要技術等の強制的な技術移転のおそれがあること又は次に掲げる他者の属性によりコア重要技術等の流

出のおそれがあることを申請者が知った場合 

イ 過去五年間において、国際連合の決議その他国際的な基準に違反した実績がある者 

ロ 外国政府等による影響を受けて事業を行う者 

 

② ①に掲げるおそれがあるとして担当省庁から事前相談をすべき旨の連絡を受けた場合 

 

＜他者又は他国に対する行為＞ 

他者（実施者の子会社を含む。以下同じ。）に対し、コア重要技術等に係る知的財産権を移転する、研究

開発・社会実装計画の対象とする取組に係る事業を譲渡する等、コア重要技術等そのものを移転する 

他者に対し、コア重要技術等を提供する 

他者と、コア重要技術等に関する共同研究開発を行う 

他国において、コア重要技術等に係る研究開発を行う 

他国において、コア重要技術等を用いた製品等を生産する拠点を建設し、又は既存の生産拠点における設

備投資を行い、結果として当該生産拠点における当該製品等の製造能力が 10％を超える割合で増強する

（ただし、当該生産拠点で生産する当該製品等の 85％以上が当該他国で消費される場合を除く。） 



84 

 

 実施者に対しては、上記事前相談の要否について確認した結果等について、NEDO の委員会を開催する際に報告

することを求める。 

 

報告された内容と反する事実が確認された場合は、実施者に対して是正を求めることとするが、当該違反内容の

重大性・緊急性等によっては、是正要請を経ずに事業の取消等を行うことも可能とする。 
 

 


